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第Ⅲ章個別施策と取組方針・取組内容
個別施策1 農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てます

展開方針、背景・現状、課題、方針の考え方、達成にむけた取組イメージ

取組1-1 産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進
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個別施策Ⅲ長崎ならではの農産物の消費を拡大します
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第V章地域別の方向性
人・農地プランについて
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東長崎地区(矢上・日見・戸石・古賀)

三重地区(三重・式見)

旧市西部地区(手熊・柿泊)

その他旧市地区(旧市中央部・旧市南部・旧市北音の

外海地区(神浦・黒崎)

三ネⅢ也区(川原・宮崎・蕨田尾・為石・蚊焼・布巻)

野母崎地区(高浜・野母・脇岬・樺島)

琴海地区(西海・村松・長浦・戸根・戸根原・形上・尾戸)

伊王島・香焼地区(伊王島・香焼)

高島地区(高島)
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計画策定の背景

今日の食料・農業・農村をめぐる情勢は、農業従事者の減少や高齢化、農地の荒廃化、生産コス

トの増大、流通・消費の多様化など、農業を取り巻く環境の変化に加え、人口減少・超高齢化社会

の到来、地球温暖化等による気候変動、 TPP (環太平洋パートナーシップ協定)等によるグロー

パル化等、さ薮ざま恋環境が大きく変化しています。

このようななか、国においては、令和2年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決

定され、令和 12年度食料自給率(供給熱冕(カロリー)ベース)目標53%達成を目指すことと

しています。

本基本計画では、我が国の農業・農村の持続可能性に深く思いを致し、農業者が減少する中にあ

つても、各般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも対応できる国内農業の生産基盤の強

化を図ることにより、需要の変化に対応しだ食料を安定的に供給する役割や、農業・農村における

多面的な機能が将来にわたって発揮され、我が国の食と農の持つ魅力が国内外に輝きを放ち続ける

ものとなるよう、食料・農業・農村が持続的に発展し、次世代を含む国民生活の安定や国際社会に

貢献する道筋を示すことを重要なテーマとしています。

また、長崎県においては、令和3年度からの長崎県の農林業・農山村の目指す姿と施策方向性を

示した「第3期ながさき農林業・農山村活性化計画」を策定し、農林業の生産性向上等により産地

の維持・拡大を実現する「産地対策」と、多様恋住民が活耀し、支えあう持続可能な集落を実現す

る「集落対策」を、車の両輪として施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとされてぃます。

さらに、時代の流れとして、新型コロナウィルス感染症の発生による新しい生活様式への転換、

自然豊かな地方に生活の拠点を求める田園回帰志向の高まの、持続可能でよりよい世界をめざす国

際目標であるSDGSへの取り組み、ロボットやA1等の活用によるICT技術の進展など様々な

変化が恋されています。

また、長崎市のまちづくりにおいては、長崎新幹線やMICE施設の開業などに向け大きな変化を

遂げているところであの、これらを交流人口の拡大などにつなげていくため、 DM0が組織され、

始動しているところです。

このような状況をふまえ、長崎市では「長崎市第五次総合計画[前期基本計画]」をはじめとし

た全体計画のうち、農業分野の施策をより具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後の農業の目

指すべき姿とその実現方法を示すため、「第二次長崎市農業振興計画[前期計画]」を策定しました。

策定の主旨



計画の位

期間 H23

づけと計画期間

[各計画の位置づけと計画の期間]

H27 H28 H29

長崎市第四次総合計画

私たちは『活力に満ち発展し続ける弐ち』をめざし裁弓

前期基本三画
係か狂 H23 H27

業に新しい活力を生み出します

●地域プランドの脅成を推進レます

●欲ある林業者の確保を図ります

●安心して林業を営む環境づくりを

推進します

●食育体験を推進レ、食に刻する臓

の醸成を図りぎす

Ξ

に新レい活力を生み出します

●地壤ブラントの音成を推進しぎす

●欲ある赫業者の確保を図ります

●安心して赫業を営む曝境づくのを

推めます

●地一産物を活かして食聞連産業を

活性化します

^

前期計画[H24~H28]

※業振興地域整備計画とは、業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の
化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、市町村が定める総合的な

次長崎市農業振興計画

後期計画[H29~R3]

長崎農業振叫地域整備計画

上の有効利用と業の近代
業振興計画のことです

市
総
合
計
画
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各
種
農
業
振
興
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計
画
法
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期間

[各計画の位置づけと計画の期間]

R7 R8

長崎市第五次総合計画

私たちは『人や企業に選ぱれ産業が進化し続けるまち』をめざします

前期墓本計画
mD宍 n4 R7]

次世代につながる

●林業の生産性を高め、次世代

を担う多様な経営体を育成します

●安心して赫業を営める環境づく

りを推進しぎす

をてます

●地π産物の消費を拡大します

R12

後朗墓本計画
隠か可: R8~R12]

前期計画[R4~R7]

第二次長崎市襲業振興計画

後期計画[R8~R12]

長崎震業振皿地域整備計画

市
総
合
計
画

各
種
農
業
振
興
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関
連
す
る
計
画
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基
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長崎市の農業の現状

主な農産物の生産状況

長崎市の農業は、経営規模が零細で耕地は分散し、その大半

は急傾斜の山腹に階段状に展開しています。営農類型は、単

一経営(施設野菜、果樹類、肉用牛恋ど)と準単一複合経営(施

設花き+その他、施設野菜十その他など)恋らぴに複合経営

(各種品目)に大別されます。

生産量日本一を誇るびわは「茂木ぴわ」・「長崎びわ」として

全国的にも知られていますが、現在、従来品種に代わる露地ぴ

わの優良品種「なつたよの」について、積極的にブランドカの

向上に努めています。

野菜類では、施設園芸の主要品目である「いちご」が、日吉

地区、東長崎地区、琴海地区等で栽培され、農業関係者によ

る優良品種の検討と産地への普及が行われています。現在は、

収室性が高い品種である「ゆめのか」が県内で推進され、長崎

県・JAによる消費宣伝活動も活発に行われており、新規就農

者が多い品目となっています。

また、琴海地区や東長崎地区では、「アスパラガス」の施設

栽培が行われています。

このほか、長崎赤かぷ・長崎白菜・紅大根等の「ながさき伝

統野菜」は、産地の育成と消費拡大などに向けた取組みを行っ

ています。

花き類では、施設園芸による輪ギクやトルコギキョウ等の仞

花栽培が中1山となっています。また、生産者の組織化が進み、

栽培技術も優れているため、県内外の市場において高い評価を

得ており、新規就農者の増加も見られます。

畜産関係では、三重地区を中1山に肉用牛が肥育されており、

その中でもJA長崎せいひ長崎地区肥育牛部会で生産された

「長崎和牛・出島ぱらいろ」を地域ブランドに位置付け、知名

度の向上、消費拡大及ぴ高付加価値販売などの取り組みを進め

ています。

長崎ぴわ

長崎いちご

アスパラガス

^

長崎和牛(出島ばらいろ)



2-2 農家戸数の推移

令和2年における長崎市の総農家数は、2343戸で、10年前の平成22年と比べると約306%

減少しています。

【表一1】地区別農家数の推移 (単位 戸・%)

地区名平成22年 令和2年平成27年 10年前対比 5年前対比

古賀 238 206 175 735 850

戸石 150 125 62794 752

矢上 227 203 154 678 759

日見 1 1 1 95 72 649 758

茂木 670 584 497 742 851

旧市旧市 376 332 267 710 804

福田 140 121 729102 843

式見 81 80 72 889 900

重 97116 66 569 680

深堀 23 22 47811 500

横尾 1000 1000

旧長崎市小計 2,133 1866 1511 708 810

和 297 256 179 603 699

野母崎 161 139 88 547 633

外海 185 171 138 746 807

伊王島 26 12 7 269 583
旧町 香焼 2 3 3 1500 1500

高島^

琴海

旧7町小計

834

フ70

795

農林業センサス

野母崎

口平成22年

^

外湖

口平成27年

^

伊王島

令和2年

香焼 高島 琴海

(戸)

2,5(X)

570

1241

3374

2,C抑0

1,5(X)

1.(〕コ0

500

1,081

2,947

5Ⅸ)

0

417

832

2343

※1

※2

旧市内

農寡:経営耕地(※2)面積が10a以上又は、10a未満で農産物販売金額が15万円以上の世帯

経営耕地:自家で所有し耕作している耕地と借りて耕作している農地の合計

経営耕地=所有耕地一貸付耕地一耕作放棄地+借入耕地

732

670

694

資料

^

0耒三



2-3 主副業別販売農家数

販売農家(※1)における主副業別の推移をみると、副業的農寡は横ばい傾向ですが、主業辰忍

及び準主業農家の減少が進んています。

【表一2】主副業別販売農寡数の推移

区分

※2 主業農寡

※3 準主業農家

※4 副業的農家

合計

平成22年

販売農寡:経営耕地面積が30a以上又は、 30a未満で農産物販売金額が50万円以上の農家※1

農業収入>農外収入かっ65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家※2

農業収入く農外収入かつ65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家※3

65歳未満の農業従事60日以上の者がい恋い農寡※4

512

378

平成27年

358

261

591

1,481

令和2年

(戸)

700

(単位:戸・%)

10年前対比 5年前対比

80.4563

467

596

288

122

560

1215

600

500

400

副業的

970

300

323

200

948

655

資料

100

798

農林業センサス

934

0

主業

"、

口平成22年

ーノ

^f

準主業

口平成27年 令和2年



2-4 農業就業人口の推移

令和2年の販売農寡の農業就業人口は、1783人で、10年前の平成22年に比べると760人

(約299%)減少し、15歳~29歳では667%減少しています。

また、令和2年の女性の農業就業人口は756人で全体の429%を占めています。年齢層別に

みると、 65歳以上が全体の646%を占めています。

【表一3】 農業就業人口

区

平成22年

分
15~

29歳

27

6

33

15

2

17

10

11

平成27年

30~

59歳

376

290

666

241

17フ

418

266

156

422

令和2年

60~

64歳

147

162

309

129

129

258

115

84

199

(人)

3,000

・十

65歳

以上

808 1358

727 1,185

1,535 2,543

703 1,088

644 952

1347 2ρ40

1ρ18627

524 765

1,151 1,783

料:農林業センサス

2,500

(単位:人)

き十

2ρ00

1,500

1,000

500

0

15~29歳 30~59歳 60~64歳

口平成22年口平成27年

-1

コ

65歳以上

令和2年

0計

男
女
計
男
女
計
男
女



2-5 販売金額別農業経営体数

令和2年の農業経営体を農産物販売金額規模別にみると、 500 万円未満の農業経営体が全体の

845%を占めています。

【表一4】

年

販売金額規模別農業経営体数

合計
販売

恋し

1569

50万

未満

1295

135

50~

1(刃万

419

100

986

1(冷~

300万

278

378

80

3Ⅸ)~

5【刃万

平成22年

435

237

233

5(刃~

1,【:〔0万

(単位

306

平成27年

164

1,ⅨD・Y

3α刀万

円、経営体)

3(D)万

以上

108

27フ

令和2年

107

79

0 200

販売なし

100~300万

1,000~3,0())万

資料:農林業センサス

4(X)

26

^

600

50万未満

03Ⅸ)~5(X)万

3,(X)0万以上

800 1,0(X) 12(刃

50~100万

500~1.0(X)万

1,400 1,600

(経営体)

平
成
^
年
平
成
^
年
令
和
2
年



^経営耕地面積規模別経営体数

令和2年の農業経営体について、経営耕地面積規模別にみると、05ha~10haの経営体が最も

多く、全体の367%となっています。

【表・5】 地区別経営耕地面規模別経営体数の推移

平成22年

平成27年

計
経営耕

地なし

1,569

令和2年

03he

未満

1295

16

03~

05ha

986

154

17

(経営体)

800

0.5~

1.oha

142

15

449

10~

15ha

132

600

367

645

400

15~

2.oha

293

528

200

(単位:経営体)

20~ 30ha

30ha 以上

200

362

152

54

0

^

110

44

'1

36

03h白未海 03~05ba 05~10ha l.0、〕15be 15~20ト、1a 2.0)30ha 30hヨ以上

^

(※)農業経営体:経営耕地面積が30a以上あるいは次の規模以上又は農作業の受託の事業を行う者

・露地野菜作付面積15a ・施設野菜栽培面積350rrl・果樹栽培面積10a

・露地花き栽培面積10a・施設花き栽培面積250rrl・1窄乳牛飼養頭数1頭

・肥育牛飼養頭数1頭・豚飼養頭数15頭・プロイラー年間出荷羽数 1,000羽

・採卵鶏飼養羽数150羽・年間農業生産物の総販売額50万円に相当する規模

35

資料

34

12

26 13

農林業センサス

11

口平成22年口平成27年

^1
^

令和2年

^

^

合



経営耕地面積と荒廃農地の推移

令和2年の総農家が経営する耕地面積は 869ha で、 5年間(平成 27 辱対比)に 256ha

(228%)、 10年間(平成22年対比)に50oha (365%)減少しました。

令和2年の経営耕地面積のうち、 644ha(74.1%)を販売農家が占めていますが、自給的農忍

が占める割合は、10年間の推移では、平成22年(10年前)224%、平成27年(5年前)24.4%、

令和2年259%と増加傾向にあります

農業委員会が実施した令和2年度農地利用状況調査では、長崎市全体の荒廃農地は448.1ha(う

ち農振農用地区域内 1890ha)となり、森林・原野化した農地の非農地化により全体面積は減少

傾向にありますが、農地の荒廃は年勺進んでいます。

【表一6】 経営耕地面積

平成22辱

長崎市

・十

【表・フ】

1369 1ρ63

令和2年の耕地種類別経営耕地面積(販売農家のみ)

経営耕地面積

688長崎市

※自給的農寡を除く販売農家のみの数値

自給的

寡

306

【表一8】農業委員会調査による荒廃農地面積

平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度

4468338.43394A分類 3436

2761229297292873,1617B分類長崎市

320803268.13268335053

※A分類...人力・農業用機械で草刈り等を行うことにより直ちに耕作可能農地
B分類..・森林・原野化しておの、農地に復元しても利用不可能な農地

平成27年

圭十

1,125

樹園地

372

農林業センサス

自給的

家

275850

(単位: ha)

令和2年

販売自給的

農家農家

869 644 225

資料:農林業センサス

(単位: ha)

令和2年度

448.1

26928

3,1409

田

き十

91

畑

(単位: ha)

225

資料

農

売
寡

販
農農

売
家

販
農

十=己



^農産物販売実の推移

全体の販売額においては、ほぽ横ぱいの状態が続いていましたが、令和2年度は、台風による塩

害の影響でびわを始めとした果実類の生産量が減少したことや、また、新型コロナウィルス感染拡

大の影響で畜産類や花き類の消費が低迷したことにより、販売額が減少しています。

(百万円)

6、000

5,000

4000

全体:5,534百万円

3,000

2,(X)0

畜産類:2277百万円

5,401 百万円

1,000

果実類:1,644百万円

野菜類:1ρ28百万円

花き類:542百万円

その他:43百万円

平成29年度

0

2,447百万円

5,425百万円

1259百万円

542百万円

40百万円

平成30年度

畜産類果実類野菜類

2,403百万円

4928百万円

1,443百万円

17,

523百万円

39百万円

令和元年度

その他

野菜類

果実類

畜産類

花き類

その他

全体

平成29年度

1,028

1,644

227フ

542

43

5,534

全体

2226百万円

花き類

平成30年度

1,113

1259

2,447

542

40

5,401

1,131 百万円

百万円

471 百万円

40百万円

令和2年度

(単位:百万円)

令和元年度令和2辱度

1ρ17 1,060

1,1311,443

2,403 2226

523 471

39 40

5,425 4928



長崎市の作物マソプ

崎市内の主な産物マップ

64%

51%

26%

゛見

詩津町、

、、

長崎びわ

1

長与町、

、

果樹

長崎市内の主な果樹の生産状況

平成22年平成27年

(2010年)(2015年)

作付農家数作付農家数

わ 644経営体 577経営体

かん 463経営体 360経営体

も 57経営体 34経営体

,重島雌巨

崎市投所

露地みかん

果樹全般
435ba546ha

栽培面積

資料:農林業センサスにおける、販売目的で作付けした農寡数・栽培面積

※令和2年の栽培面積については不明な値があるため未算出。

令和2年

(2020年)

作付農家数

412経営体

236経営体

15経営体

伸び率
(2010年比)

"
.

、
,
(

、
、
、
.
ノ、

"

ー
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通作物

長崎市内の晋通作物の生産状況

平成27年

(2015年)

作付農家数栽培面積

(ha)(経営体)

米 214

外海地区:かんレよ生産風景

長崎市内のかんしょの生産状況

平成27年

(2015年)

作付農家数栽培面積

(ha)(経営体)

101

令和2年

(2020年)

作付農寡数栽培面積

(ha)(経営体)

147

かんしょ

83

資料:農林業センサスにおける、販売目的で作付けしだ農家数・栽培面

令和2年

(2020年)

作付農寡数栽培面積

(ha)(経営体)

49

伸び率

作付農家数

(%)

5

63 69

栽培面積

(%)

伸ぴ率

作付農家数

(%)

3

76

49

栽培面積

(%)

外海地区;大中尾棚田

60

普



里了

長崎市の主な野菜の生産状況

平成22年

(2010年)

作付農家数

(経営体)
^

117

284

292

248

247

85

131

241

235

いちし

ぱれいしょ

ほうれんそう

ぎね

たまね

すい

トトマ

さといも

きゅうり

な

31

平成27年

(2015年)

作付農家数
(経営体)

令和2年

(2020年)

作付農家数

(経営体)

す 198

64127んじんこ

資料:農林業センサスにおける、販売目的で作付けした農家数

87

146

187

131

185

伸び率
(2020年
2010年)

作付農家数
(%)

、捻,・、＼{、'入J.、.,、

シ
フ'iAJ

qド、武乱K、

73

70

4

49

31

104

フフ

72

27

92

135

144

135

28

アスパラガス高島トマト

45

亀

1

78
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,

72

~
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36

、
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花き

長崎市内の花きの生産状況

平成22年

(2010年)

作付作付

農家数面積

(経営鬮(ha)

【靭り花】

(主な品目)

きく、ゆり、水仙

トルコギギョウ

資料:農林業センサスにおける、販売目的で作付けした農家数と作付面積

平成27年

(2015年)

作付作付

農家数面

(経営体)(ha)

234 74

令和2年

(2020年)

作付作付

農家数面積

(経営体)(ha)

206

長崎市内の畜産の生産状況

平成29年度

飼養 飼養

頭羽数戸数

3586頭22戸

1戸 65頭

4戸 3,604頭

2戸 6,000羽

3戸 374600羽

58

伸び率

(2020年2010年)

作付 作付

農家数面積

(%) (%)

肉用牛

乳用牛

豚

鶏卵

プロイラー

156

鉢物生産状況

52

17

67

平成30年度

飼養 飼養

戸数 頭羽数

3596頭21 戸

1戸 43頭

4戸 3559頭

2戸 6,500羽

3戸 370,000羽

.ーーー

70

長崎和牛・出島ばらいろ

花市場出荷状況

■園
ι 1
噛匡
電

令和元年度 令和2年度

飼養 飼養 飼養

頭羽数 戸数 頭羽数

21戸3509頭 3,596頭

1戸 48頭 1戸 43頭

4戸 3229頭 4戸 3559頭

フ,000羽 2戸2戸 6,500羽

3戸 375,000羽 3戸 370,000羽

料:長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等調べ

畜産風

飼養

戸数

21 戸



長崎市の農業が抱える課題

長崎市の農業が抱える課題は、農業従事者数の減少と高齢化、耕作面積の減少による農地の遊休化、

荒廃の拡大、有害鳥獣の生息区域の拡大、気魚災害による露地栽培の経営の不安定性、「びわ」をは

じめとした地域ブランドの域外への認知度が低く、消費拡大が十分に図られてい恋いなどとなってお

の、産地や集落の維持が危愼される状況となっています。

農業者の高齢化と担い手不足の深刻化

長崎市の農業就業人口は年ん減少しており、農業者の高齢化率も依然として高く(H27:66C%

→R2:646%)、今後もこの傾向は続いていくものと考えられます。また、過去3年(H30~R2)

の新規就農者については、 50歳以上での就農が約5割を占めています。

このため、多様な担い手の確保に向けた対策と、就農者の育成・定着のための支援体制の確立が

求められています。

耕作放棄地の増加

長崎市の耕作放棄地の面積は、農業委員会が実施した令和2年度農地利用状況調査結果において

3,140ha と恋っており、管内農地58262h日に占める割合は全体の50%を超える状況となっ

ています。そのうち、農用地区域で草刈恋どにより直ちに耕作が可能となる耕作放棄地は約

448.1h日となっており、農地中間管理事業や生産振興事業等によの、農地の活用を図りながら、

担い手への農地集積を図る必要があのます。

また、耕作放棄地化に伴い周辺農地の営農環境の悪化や有害鳥獣被害などを引き起こすことから、

実質化された人.農地プランに基づき、農地の集約化による効果的恋耕作放棄地の解消や増加防止

対策の推進が求められています。

有害鳥獣による被害の増加

放置林、耕作放棄地の増加恋ど農業地域等における生息環境の変化や農業者の高齢化、人口減少

等による人的圧力の低下恋どにより、有害鳥獣の被害が増大する中、農業被害にっいては、対策を

進め、一定の被害の減少につながっているものの、イノシシやアナグマ等の有害烏獣の生息区域が

拡大し、近年では農地に留まらず、集落や市街地周辺などの生活環境被害も深刻化しています。

このため、被害軽減対策と効果的な被害予防対策の実施の拡充が引き続き求められています。



3-4 農地・営農の、題

長崎市の農地は一部地域を除き、その多くが狭小で中山間部に階段状に展開してぃます。

このだめ、傾斜地をうまく活用し「ぴわ」をはじめとした果樹産地を形成してきましたが、近年、

露地栽培においては、生産・販売状況が災害や天候に大きく左右され、有害鳥獣の被害などが続い

たこともあり、担い手の後継者不足へつ恋がる要因になっています。

また、狭い買地を有益に活用するため、資本集約型の施設園芸が積極的に展開されてぃますが、

テクノロジーの進化から、さらなる施設の高度化が求められてぃます。

このため、消費地の要望を踏まえた品目や補完作物の導入、スマート農業、労力支援の取組み等

を推進し、地域農業の維持・継続と産地や地域全体の所得向上対策を進める必要があります。

3-5 生産と消

主要恋品目については高品質化や生産コストの軽減を進めながら、計画的出荷を図の、域外の出

荷体制の充実を図る必要があります。

また、都市(市街地)近郊農業のメリットを最大限に活かし、生産者が納得できる価格で出荷し、

それを市民が満足して購入できるよう、地産地消に対する意識醸成を図る必要があります。

^業に対する理解

令和2年度に実施した長崎市の農業についての市政モニターアンケート調査において、長崎市の

農業に対するイメージについて「長崎市の農業のことはあまの知らない」と答えた方が約31%と

なっており、長崎市が全国に誇る罵産物や畜産物の認知度につぃても、長崎びわ「なつたより」や

みかん、「長崎和牛・出島ぱらいろ」以外は30%を下回っている恋ど、市民の農業に対する認知

度は十分に高いとはいえない状況です。

このだめ、市内産の農産物の消費拡大のためにさらにPRの強化を図る必要があり荻す。
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'.1.第二次長崎市農業振興計画

施策体系



第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の成果・課題及び今後の方向性

第一次長崎市農業振興計画[後期計画]では、長崎びわ「なつたより」や長崎和牛「出島ぱらいろ」

など、地域ブランドの生産拡大に取り組み、人・農地プランの実現に向けた主体的な取組、地域農業

のりーダーと恋るべき後継者や新た恋担い手の育成、多様な主体との交流などを図りながら、農産物

販売額の向上に努めてきたところです。個別施策ごとの指標の成果、課題及び今後の方向性は、以下

のとおりです。

目標現況個別施攘 取組内宮取組方針
(R2)(H27)(廂策の方向性)

557憶円 600円

145憶円 17

1-1-1

畏姉びわ「なつたより」
及び「長崎和牛・出ば
らいろ」の安定供給を図
ります

地域ブランド

の生産拡大

長幅びわ「怠つたより」の販売壷

「産地づくり」

1 地域ブランドの
育成を推進しま
す

円

1、1・

「摂崎和牛・出島ぱらいろ」の販
[暦年]

畏崎恋らではの新規地域
ブランドの創出に取り組
みます

10.7徳円 13.0憶円

長岡い与ごの販売額

1-1・
付加価価商材の生産体制

の強化を図のます

671t

稲菊の販売額

3定(定時・定量・定
1-2-1 )生産出両体制の確立

を図りぎす

フ【刃t

地城特産の農

産物の生産垂
盤の充実

48円 5.5園円

1・2-2

16円

果樹産地の維持に向け基
盤拡大に霞り組みます

市埠及び
甑

18円

協系銃の腰産物の販売

密な柵顯の野粟産地の
1-2-3 周年生産の確立を園りま野粟の販売額

す

果樹の販売額

ー
ー



.

〆

区分

目標値

H28

実績値

H29

達成率

3500

5.0

目標値

H30

実績値

930

4000

R先

266%

達成率

1050
(H29目揮値

修正)

400

642.1

目標値

6908

R2

10.0%

124.0
(H29目楓価

悔正)

実擴値

890

6239

6938

達成率

848%

0長崎びわ産地活性化推進協議会によるびわフエスタの開催恋
ど販売促進活動や、苗木の植栽等支援事業の推進により、生産
量の拡大が図られだが、気象災害による影響を受けやすく、令
和2年度は台風による塩害等で販売量が減少しだ。
0生産者の高齢化や管理作業の集中による労力不足、寒害刻策
施設の現地普及が進んでい恋いことから、安定生産が難しいた
め、これまでの生産量の安定に向けた苗木等の支援に加え、ス
マート農業技術の導入による労力の軽減や経営安定に向けた補
完作物の導入を推進する必要がある。

903%

目標値

450

6575

56

6969

実擴値

363%

5.1

948%

達成率

6500

55

7000

1078%

成果や課題

52

,.4

933%

6627

0素牛価格が高値で推移する厳しい情勢のなか、農業撮興資金
預託金や、1Aの子会社による、繁殖・肥育牛の一貫経営の取組
みなどによの、素牛腸入に係る生産コスト低減につながり、
定の肥音頭数を維持でき、販売額についても増加した。
0今後も素牛価格や生産コストの増加が懸念されるため、引き
続き素牛導入に対する支援を継続することで、安定的恐肥育牛
の供給を推進する必要がある。

ぜ

5.4

16

1038%

5.4

947%

1.4

87.5%

,

゛

58

17

107.4%

目標値

55

18

1047%

実績値

63

17

0いちご・アスパラガス・輪菊・草花等の施設園芸品目につい
ては、施設の高度化や省力化・自動化を推進してきた。
0いちごやアスパラガスについては、高収量・高単価で生産さ
れているが、花きについては、生産者の減少等の理由によの、
生産豊・販売額とも減少傾向にあの、令和2年度はコロナ禍に
よる消費低迷の影響を大きく受けた。
0いちごやアスパラガス、花き等の施設園芸品目における生産
量のさら尽る安定拡大を目指し、施設園芸を中小とした生産基
盤整備の強化やスマート農業技術の導入による収益性向上、
模拡大を図るだめに必要な農地の確保などに向けた敢り組みを
進める必要がある。

1'142%

達成率

16

94.1%

523

18

目標値

57,4

12

、実績値

66,フ%

553

583

963%

達成率

54.0

「長崎地域雇用創造協議会」や「長崎西彼地域加工業務用塵地
育成協議会などと連携しながら、びわやゆうこうを使用しだ新
たな加工品が10品目以上開発されたが、長崎廷らではの付加
価値商材については、今後も1次産業と2次産業や3次産業の
結び付きが必要であることから、継杭的に推進していく必要が
ある。

108

59.1

目標値

155

926%

543

16.4

実績値

600

160

1058%

9オ9%

493

0東長崎地区にいち亡パッケージセンターが設置されるととも
に、水田の防除や収穫等において、作業受委託組繼3組識が活
動している。
0高齢化が進む中で、作業受委託組織に加え、スマート農業技
術の活用なども含め、更恋る収益性の向上に向けだ取組みが必
要である.

達成率

126

165

109

822%

116

788%

14.4

17ρ

106

12.1

873%

0びわについては、度靈忍る気急災害に刻応するため、びわ共
済加入の支援を行コてきだが、ぴわのみ恋らず、大雨や台風等
による気象災害りスクは増加しているため、今後も関係機関が
一体と姦コた果樹共済や収入保険の加入促進を図る必要があ
る。
0生産者の高齢化が深刻であることから、作業効率性を高める
ために、スマート農業技術の活用や基盤整備の取組みが必要で
ある。

11.4

91.4%

11.4

125

67.1%

942%

10.4

130 0いちご・アスパラガスについては、施設の省力化・自動化を
推進してきた。
0いちごについては、ゆめのかが定着し、高収霊.高単価で生
産されておの、棄長崎地区にはいちごのパッケージセンターが
設置されるなど、労力軽減に向け泛取り組みが進んでいる。
0アスパラガスについては、生産者は減少しているものの、生
産餐・販売額ともに増加傾向であるため、スマート農業技術の
活用をはじめ、さらなる収益性の向上に向けた取の組みが必要
である.832%

108

833%

23



個別施鬚
(施粛の方向性)

「産地づくり」

1 地堀プうンドの
成を推進しま

す

取組方針

地城特産の農
産物の生産塞
盤の充実

取組内容

雇用を生岩高度冠花き生
1-2-4産経営の確立に敗の組み花きの販売額

ます

1-2-5
畜産経営の生産コスト縮
掘を図りぎす

Ⅱ一

Ⅱ一1-1

人・震地プラ
ンの実現

戦略モデル地区の整備計

画実現を庵進します

現況
(H27)

目標

(R2)

Ⅱ一 1-2

6

地域連携組織の拡充を図

りぎす

地1 づくり

Ⅱ安心してを

むづくり

をめ弐す

整倶計直事業化数

円

人・震地プランの継続的
Ⅱ一1・3 を集落点枝活助に取り組

みます

65億円

Ⅱ一
2

農村地域の賓
題を活かした

地域づくり

地躍

Ⅱ一2-1

欄股立数

後世に残すべき資源の保
全捉読を図ります

Ⅱ一2-2
6次塵獎化や地域ビジネ

ス創出を批進します

4組様

地域資源農村談選定数

Ⅱ一

3

有害鳥獣刻策
による負塵物
被官の防止

Ⅱ一3-1

8組抑

有轡獣対策の専門組織
や地域胡總を拡充します

息獣3対策(防護
Ⅱ・3-2 棲み分け・桶獲)を充実

します

2地拡

地域ぐるみによる有鳥獣捕窪(捕
獲隊)の組槻数[累計]

展地の有効活
用

6地域

Ⅱ・4 1

有害獣披哲相談件赦

良農地の確保を図り悲

す

38組嵐 100組揮

877件 650件

ー
ー

Ⅱ
4



区分

目標値

H28

.

実績値

H29

一

達成率

58

H30

63

5.4

6.4

R元

857%

目標値

5.4

6.4

R2

室績晒

84.4%

52

達成率

65

813%

目標値

0

47

0輪菊・草花等の施設園芸品目にコいては、施設の省力化・自
動化を推進してきたが、生産量・販売顎ともにも減少傾向であ
ることから、スマート展業技術の活用をはじめ、更慈る収益性
の向上に向けた取り組みが必要である。

0

寅縦値

723%

達成率

0

4

成果や課題

0素牛価格が高騰する中で、預託事業等による金融支援や、
JAの子会社による、繁殖・肥育牛の一環経営の取組み数どに
よの、肥育頭数を維持できだ。
0今後も素牛価椙や生産コストの増加が見込まれることから、
更恐る生産コストの削減に向けた取り組みが必要である。

4

5

1250%

8

5

、

10

5

100_0%

1250%

12

目標値

6

04地区7集落の戦略モデル地区の整備計画を策定し、地元の
地域連携組擢と連携を図りながら、施設等の整備事業を進めて
きた。

0令和元年度から、中心経営体への農地の集約を加速化するた
め、人・農地プランの実質化を図コておの、今後は実質化され
たプランの実現に向けて、地元の地域連携組織や閏係機閏(農
業委員会、UA等)とのさらなる連携強化や情報共有の取り組
みが必要である.

15

実纏値

83.3%

1250%

7

達成率

8

十143%

8

2

阜

3

0令和2年度までに、 8組織が設立されだ。
0今後も実質化されたプランの実現に向けて、地元の地域連携
組繹や関係機関(農業委員会、 JA等)とのさらなる連携強化
や情報共有の取り組みが必要である。

8

1000%

2

,

667%

4

目標値

2

0年に1回は、中脚経営体や震事実行組合を参集のうえ、地区
別懇談会を開催し、集落点検活動に取り組んできた。
0今後も中問管理事業の更葱る周知と貸借希望者の掘り起こし
が必要である。

実槙値

50.0%

5

達成率

2

400%

6

目標値

0大中尾棚田や宮摺のびわ畑、巳吉地区のハウス群等について
は、地域の担い手の高齢化が進む中、中山問地戚等直接支払制
度や多面的機能支払制度などの集落活動の取組みにより一定の
保全はできている.(大中尾棚田:棚田地域振興法にょる指
定)
0今後は更なる担い手不足が見込まれることから、企業や地域
外の市民団体等の連携による保全を図っていく必要がある。

55

2

64

333%

実績値

80

1250%

76

達成率

1,005

87

0 「長崎地域雇用創造協議会」や「長崎西彼地域加工業務用産
地育成協諾会などと連携し恋がら、びわやゆうこうを使用した
新た恐加工品が10品目以上開発された。
0長崎殻らではの付加価値商材については、今後も1次産業と
2次産業や3次産業の結び付きが必要であることから、継続的
に推進していく必要がある。

800

1145%

88

92

696

750

1045%

100

1130%

1,098

107
0地域ぐるみの捕獲隊については、令和2年度までに107組織
が設立され、年ん捕獲技術の向上が図られておの、今後におい
ても、地域ぐるみの捕獲対策を強化していく必要がある。

700

1070%

536%

1,091

650

44.1%

0捕獲・防護・棲み分けの3対策を柱とした地域ぐるみの有害
鳥獣対策の推進により、イノシシの捕獲頭数は平成28年度の
3625頭から、令和2年度は53力頭と増加している。
0防護対策についても、国庫補助事業や市単独の事業によの、
ワイヤーメッシユ柵の設置を進めた結果、有害鳥獣による誤作
物被害額は減少しているものの、生活環境被害は増加傾向にあ
り、過去に設置しだワイヤーメッシュの更新や柵設置労力等の
不足恋どの対応が必要である。

1,470

-262%

0農地中問管理事業の推進により、認定農業者等の担い手への
農地の集積が進んだことで、遊休農地の発生防止.解消につ恋
がった。
0ただし、農地の大半は狭小蒙傾訟地にあることから、車道ま
での距離があり、機械の搬入が困難であること恋と、耕作条件
が悪い農地が多いため、農地の貸し手と惜り手のマッチングが
進みにくいことから、小親模基盤整備恋どの積極的及取組みに
より、活用しやすい農地への転換を図る必要がある。

25

5
,



くり」

安心して農を
むづくり

をめ苦ず

地と施設の有効活用に
Ⅱ一4・2 より担い手への集槙を推

進し蒜す

Ⅱ・

4
農地の有効活

用

と営農環境の保全に
Ⅱ 4-3 客けた地域活動を椎進し

ます

業施設整備
の推進

多面的槻能支払交付金による
積

Ⅱ一5-1
農地・農逓整備により営

環饒の効牢化を図り衰
す

中山間地域等直接支払交付金による
管理面積

Ⅱ一5-2

理面

施設の槻能保持や耐用年

数の延伸を図ります

307ha

整備計画事業化数(再掲)

380ha

Ⅲ1

「人づくり」

歓ある屈業者
の成確保を図
り弐す

Ⅲ

1 10ト'、且

新規就農者の成・定
に取り組みます

140h自

Ⅲ一

,

Ⅲ1

地域震業の
リーダー成

認定震業者のさらなる高
2 みへの取胡みを推進しま

す

謡定新規就農者数

地塀受入や労力支援等の
Ⅲ 1 3 組織体制整備を推進しま

す

課定農業者における年閻戻菜所帽自
標

還成者数(平成27年度からの紫
1+)

受入団体等登緑・作業受委託組織数

皿 1・4 雇用

23人

震業へルパーの紹介人撒(延べ人
識

を推進します

123人

18件 36件

118人 140人

Ⅱ
5



区分

.

H28

^

H29

目標値

H30

実績値

達成牢

R元

目標値

317

実槙値

335

R2

達成率

290

866%

目標値

350

110

3809

キ22

寓櫁値

0叢休農地の所有者に刻し利用意向調査を実施するとともに、
農地利用最適化アンケート調査を取の苦とめ、農地中閻管理機
構や蔑地中間管理事業支援チーム会等において情報共有を図る
ことで、担い手への農地の利用集環が図られたが、農地中闇管
理事業に関する農地所有者の認知度は低いことから、さらなる
周知を図る必要がある。

1088%

365

112

達成率

918%

381

128

104.4%

380

115

0

成果や課題

89,8%

0

421

134

1109%

126

0凄地等保全活動組織の取組みによの、農地や農業用施股の適
正管理につながり、農地の保全と有効活用が図られている。
0組織の構成員の高齢化等により、集落や地鐵内での活動組織
が後継者不在、担い手不足と恋り、保全する農地を減らす矩織
が多い。
0今後は、各集落の状況に応じた活動の推進を図りながら、支
援に取の組む必要がある。

0

94,0%

4

140

目標値

106

5

1250%

75.4%

8

実綱値

10

1250%

12

運成率

11

0農地の小規模基盤整備等に刻する支援や農道の維持管理、改
良工事慈どを行い、営農環境の効率化が図られた。
0今後も施設の老朽化は進んでいくため、耕作条件の悪い農地
の改善や老朽化した農道の維持・管理等に取り組客必要があ
る。

15

14

目標値

.

、250%

実縞値

20

18

.

1429%

達成牢

0長崎市が管浬する農道等の施設は、老朽化が進んでいること
から、邱次的な修繕等に取り組む必要がある。
0地元管理水利施設についても、修繕に係る費用等を支援する
ことで、延命を図る必要がある。

23

22

目標値

46

1278%

63

実綾価

26

26

63

0国・市の給付金や農業新規参入促進事業の実施、県やJAの
子会社による研修制度の充実等にょり、年平均で10人程度就
農しているが、新規就震者は増加しているが、就農初期の生産
技術の来確立等にょり安定した所得確保が課題となっている。
0就農初期の経営及び施設整備等投資に係る支援、経営確立に
係るサポート体制の充実及び生産基盤整備の検討などの推進等
により、新規就業者の育成確保及び定着に取の組む。また、移
住定住希望者向けホームページや各種就震相談会等において、
支援制度の周知を図る。

1'182%

達成串

100.09'0

83

36

目標値

22

73

138.5%

103

22

実撲値

880%

25

達成率

76

1136%

123

26

738%

124

0認定農業者については、関係機闘と連携した農業経営改善計
画の逐成に向けだサポートを行うとともに、認定農業者を中心
とした担い手に対する施設整備の支援を行コてきた。
0令郡2年度において、 5年後の農業所得自標達成者は48%
に留藷コていることから、さらなる纒営改善に向けて、関係機
関の連携と支援制度を強化する必要がある。

100

25

126

962%

813%

30

315

250.0%

25

130

83.3%

36

221

25

170,0%

0受入団体登録制度における長崎市管内の登録は、 22団体.
個人、作業受託組識数は3団体と恐っており、平成27年度に比
ぺると7団体増加しているが、主要な部会組織は全て加入して
おり、今後大幅な増加は見込めない。
0今後も高齢化や担い手不足が進むことが予測されるだめ、地
域受入や労力支援等の組織体制の充実に加え、スマート農業の
逗入推進による労力軽減の取組みを検討する必要がある。
0農業へルパーの紹介人数は年ん増加しており、新規就農者が
増加する中、また、従来の農業者の高齢化が進む中で、艘業へ
ルバーの二ーズは一層高まると予測されるため、弓1き続き取り
組んでいく必要がある。

135

69.4%

204

151.1%

140

゛

150

27

,07.1%

0農業に新規参入した企業については、農傷連携や経営の多角
化等により、生産のみ悲らず、加工品開発や消費者への直接販
売等にも取り組んでおの、今後も規模拡大や雇用の増加巷どが
期待される。
0今後も引き統き参入時の投資負担軽減や継続的な農地の集積
を図るとともに、スマート農業の導入推進による、生産性や収
益性の向上を図る必要がある.



個別施挺

(姉策の方向性)
取組方計

Ⅳ・1

取組内容

新たな帳路拡大
や消費拡大の椎

進

Ⅳ一1-1
新たな販路の開拓や高品メ
ニユーの開発を支撰しま亨

「交流づくり」

多榛悲主体の交
流を促進し、食
闘連産業を活性
化します

蛤びわ「及つたよの」の販死額

Ⅳ・1・2 地産地消を推進します

Ⅳ

「長蜘和牛・出島ばらいろ」の販売額
[暦年]

現況
(H27)

Ⅳ一2

Ⅳ一2-1

長崎尋らではの
食材や食文化の

魅力の興慣

長崎ならではの食材や食文化
の磨き上げに取り岨みます

目標
(R 2)

164億円

Ⅳ・2-2

市内農産物の市民開知度

貫関係団体や談光

青と連携し泛
します

142円

高工閲係
を強化

Ⅳ・3
寅膏体駐の推進
による食に対す
る意蹴の醸成

饌光客を刻卑とした重点品目「ぴわ」
「出ばらいろ」の認知度

Ⅳ・3-1

グリーンツーリズム活動の魅

力斐信と事巣推遊に取り組み
ます

81% 86%

びわ

336%

Ⅳ 3 2

グリーンツーリズムへの参加者数

多槻ほ主体と連携して食富体
験に取り組みぎす

びわ

55,フ%

出島ばらいろ
フ.0%

出島ばらいろ
242%

「富卓の日」の実楯度
氷撲卓の日を仰知している者のうち、意壕
して食卓を囲んでいる人の割含.

1 '1.708人 12.(K)0人

23% 50%



区分

」

目標値

H28

、

実績値

達成率

H29

.

目標喧

0.,

H30

36

実預値

12

連成牢

333%

4'5

R元

17.4

07

140

R2

156%

1.4

157

1.1

112.1%

14.1

786%

1,6

目標値

169

0.フ

0 「なつたよの」については、品質の高さが認知され、今後の
販売拡大が期待されているが、消贅者にプレミアム感を伝える
取組み及び食べてもらう工夫が不足しておの、価格に見合うプ
ランドイメージが十分に伝わっていない,
0引き続き長崎市のトップブうンドとして、関係団体と連携し
た消費拡大や有利販売に向けた取り組みを進めるとともに、新
規推進品目として「いちご」や「花き」などの販路拡大の支援
を行う必要がある。
0 「長崎和牛・出島ぱらいろ」については、市内取扱い店舗の
増加によの、新たな顧客確保ができているが、「出臭ぱらい
ろjの流通量が少なく、市外への流通や、確実な入荷が必要な
ホテル等での使用が困難である。

十199%

14.1

438%

実績値

168

"9.1%

142

達成率

成果や課題

80.3

155

833

目標値

1092%

実擴値

806

843

達成率

968%

0 「恋がさき実り・恵み感諭祭」等により、市内産農水塵物の
PRや地産池消の意識醸成ができているが、気象災害や生産者
の高齢化等により生産物が減少している。
0地産地消推進の拠点である農水産物直売所の販売促進支援の
ためC 新しい生活様式での地産地消イペントの開催をはじめと
したPRを実施していく必要がある。

81.1

目標値

37/1

853

497

実績値

962%

80.0

37.3

86,0

達成牢

517

75.1%

0 「長崎和牛・出晦ばらいろ」については、市内取扱い店舗の
増加によの、新だ恋顧客確保ができているが、「出讐ぱらい
ろ」の流通量が少赴く、市外への流通や、確実な入荷が必要な
ホテル等での使用が困難である。

「なつたより」については、品質の高さが認知され、今後の
販売拡大が期待されているが、消費者にプレミアム感を伝える
取組み及び食ぺてもらう工夫が不足しておの、価格に見合うプ
ランドイメージが+分に伝わっていないため、さら葱るPR強
化が必要である。

93.8%

793

65

31.1

目揮値

.

182

53.フ

602%

922%

52

385

,

実緩値

202

286%

557

717%

フ.5

35,フ

11820

222

12.416

37_1%

達成率

64.1%

0食に閲わる民閻団体との連携や、ホームページ、$NS等を
活用しだ長崎ならではの食材や食又化の発信により、市内産農
産物の市民認知度が、 8割以上の高水準を維持しているが、天
候不良等により直売所での品薄状態が続いたことなどにより、

65

11.880

242

11,127

目標嫡

29.3%

市民認知度の目標値が若干下回っている。
0今後は、幅広い層に長崎ならではの食材や食文化を周知する
ため、広報恋がさき、 SNSなどを活用した情報発信の強化
と、長崎「食」の博覧会、晩餐会などのイベントの新しい生活
様式での開催に取り組む必要がある。

実纏値

98

11940

12β83

405%

94_1%

連成率

12,000

250

1042%

9,097

0グリーンツーリズム活動については、体験プログラムやメ
ニユーの活用により、これまで域内の参加者が中1山であった誘
客推進事業について、交流人口の拡大を図るため、新たに近隣
大都市圏(福岡市)を対象としたパスツアーを実施しだとこ
ろ、参加者から高い評価が陽られた、ミた、これまで個別に活
動していた9団体のうち6団体が、新たに長崎市グリーンツー
リズム実行委員会を発足したことにょり、団体閻の連携が強化
され、 PR活動や受入れ体制の幅が広がった。
0今後はコロナ禍により、地方移住やグリーンツーリズム、農
業体験などの二ーズが高まっていることから、活動団体の支援
を継続し尿がら、受入れ体制の強化を図るとともに、近隣大都
市圏を含む域内外へのさらなるPR強化に取の組客必要があ
る。

339

373

4,409

762%

393

十100%

25'0

367%

446

636%

439

50,0

98.4%

250

0食関係団体と料理教室の開催等により、市民に笹月19日の
1食卓の日」のPRを行うことができているが、各種取組みが
固定化していることや、 PRの範囲が眼定的であり、市民認知
度は低下しているため、各賢同団体との連携し「食卓の臼」の
取組みを広く情報発信する必要がある。

50、0%

29



個別施策ごとの課題

地域ブランドの育成~「産地づくり」~

0施設園芸を中1山とした生産基盤整備のす剣ヒ"

0経営安定に向けた補完作物の導入の推進

0スマート農業技術導入による労力の軽減や生産力の強化

0新規参入や規模拡大を進めるだめに必要な農地の確保

01次産業と2次産業、 3次産業の結びつきの推進(6次産業化)

安心して農業を営む環境づくりの推進~「地域づくり」~

0実質化された人.農地プランの実現に向けて、地域や関係機関(農業委員会、JA等)との連携

強化や情報共有の取の組み

0農地中間管理事業のさら恋る周知と貸借希望者の掘の起こし

0被害に対応した地域ぐるみの有害鳥獣対策の強化

0耕作条件の悪い農地の改善や老朽化した農道の維持・管理

0農地保全組織の維持に向けた組織集約化恋どの検討

Ⅲ意欲ある農業者の確保~「人づくり」 ^

0就農初期の経営及ぴ施設整備等投資に係る支援、経営確立に係るサポート体制の充実

0移住定住希望者向けホームページや各種就農相談会等における、支援制度の周知

0地域受入や労力支援等の組織体制の充実

Ⅳ多様な主体の交流促進による食関連産業の活性化~「交流づくり」~

0関連団体と連携した消費拡大や有利販売に向けた取組の推進

0新規推進品目として「いちご」や「花き」恋どの販路拡大の支援

0新しい生活様式での地産地消イベントの開催を始めとしたPR

0消費者にプレミアム感を伝える取組み及び食べてもらう工夫
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個別施策

(施策の方向性)

、

第一次長崎市農業振興計画(後期計画の体系)

.

地鐵ブランドの育

成を推進します

取組方針

1 -1
地域プランドの生

産拡大

1-2

1-1-1

地域特産の農産物

の生産基盤の充実

1-1-2

長崎ぴわ「尿つたより」及び「長崎和牛・出島ばらいろ」の

安定供給を図ります

1-1-3

長崎ならではの新規地域ブランドの創出に取り組みます

1-2-1

Ⅱ一 1

付加価値商材の生産体制の強化を図のミす

Ⅱ

取組内容

安心して農業を営

む環境づくりを進

めます

1-2-2

人・鰹地プランの

実現

3定(定時・定量・定質)生産出荷体制の確立を図りぎす

1-2-3

果樹産地の維持に向け基絵拡大に取り組みます

1-2-4

Ⅱ一2

襲村地域の資源を

活かした地域づく

り

豊富な種類の野菜産地の周年生産の確立を図りぎす

1-2-5

雇用を生む高度恐花き生産経営の確立に取の組みぎす

Ⅱ一1-1

Ⅱ一3

有害烏獣対策によ

る農産物被害の防
止

畜産経営の生産コスト縮減を図ります

Ⅱ一1-2

戦略モデル地区の整備計画実現を推進します

Ⅱ一1 -3

N

Ⅱ一4

地域連携組織の拡充を図り或す

Ⅱ一2-1

一

Ⅲ

人・農地プランの継続的な集落点検活動に取り組み弐す

農地の有効活用

意欲ある農業者の

育成確保を図のぎ

す

Ⅱ一2-2

後世に残すぺき資源の保全・継続を図のぎす

Ⅱ一3-1

Ⅱ一5

6次産業化や地域ビジネス創出を推進しぎす

Ⅱ一3-2

農業施設整備の推

進

有害鳥獣対策の専門組幟や地域組織を拡充します

Ⅱ一4-1

有害鳥獣3対策(防護・棲み分け・捕獲)を充実します

Ⅱ一4-2

Ⅲ一1

優良農地の確保を図り或す

多様な主体の交流

を促進し、食関連

産業を活性化しま

す

Ⅱ一4-3

Ⅳ

地域罷業のりーダ

一育成

農地と施設の有効活用により担い手への集積を推進します

Ⅱ一5-1

農地と営農環境の保全にむけた均域活動を推進しぎす

Ⅱ一5-2

Ⅳ一1

農地・農道整備により営農環境の効率化を図ります

Ⅲ・1-1

新たな販路拡大や
消費拡大の推進

施設の機能保持や耐用年数の延伸を図ります

Ⅲ・1-2

Ⅳ一2

新規就農者の育成・定着に取の組みます

長崎恋らではの食

材や食文化の魅力

の発信

Ⅲ一1-3

認定農業者のさらなる高みへの取組みを推進します

Ⅲ一d-4

Ⅳ一3

地域受入や労力支援等の組幟体制整備を推進し談す

Ⅳ一1-1

食育体験の推進に

よる食に対する意
識の醸成

雇用農業を推進します

Ⅳ一1-2

新た恋販路の開拓や商品・メニューの開発を支援します

Ⅳ一2-1

地産地消を推進レます

Ⅳ一2-2

長崎ならではの食材や食文化の磨き上げに取り組みます

Ⅳ一3-1

食関係団体や観光・商工関係者と連携した恬報発信を強化し
ます

Ⅳ一3-2

グリーンツーリズム活動の魅力発信と事業推進に取り組み
ぎす

多様な主体と連携して食育体験に取り組みます
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今後の方向性

農業の生産性向上による収益性・効率性の向上→「産地・担い手」の視点

0本市特有の地形の制約や産地の特性にあった施設園芸やスマート農業の推進等により、地域ブ

ランドの生産力の強化を図り、生産者の経営安定につなげます。

Ⅱ 安心して農業を営む環境づくり→「地域・環境」の視点

0実質化された人.農地プランに基づき、意欲ある担い手へ農地を集積する等、既存の経営基盤

の有効活用を図のながら、地域の実情に応じた基盤整備を行い、担い手の受入体制の強化につ

なげます。

0集落主体での営農環境保全活動の推進及び農業用施設の維持管理によの農村環境を守りながら、

地域資源の活用による地域外からの人材受入を促進することで農村地域の活性化を図ります。

0地域ぐるみの有害烏獣対策を推進することで、農業被害及び生活環境被害の対策を強化します。

Ⅲ次世代を担う多様な経営体の受入れ促進→「産地・担い手」の視点

0多様な経営体が就農しやすい受入支援体制や、稼げる経営モデルの推進と労力支援によるフォ

ローアヅプの充実を図ることで、次世代の担い手の育成・確保を推進します。

IV 長崎ならではの農産物の消費拡大→「販売・消費」の視点

0異業種等との連携や効果的な情報発信により、地域プランドの販路拡大を促進し、消費拡大を
推進します。

0消費者と農業者・食品関連事業者との繋がりを強化し、長崎市ならではの農産物や食文化に対

する意識の醸成を図の萩す。
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第二次長崎市農業振興計画における農業の目指すぺき姿

長崎市の農業は、主に中山閻地域で展開されていることから農地が小さく、労働生産性が低い状況

にあり、高齢化や後継者不足により農業従事者も減少傾向にあります。

一方で、いちご等の安定しだ経営が見込める施設栽培については新規就農者が増加してぃることや、

コロナ禍での就農への関心の高まり等から、農業の担い手を確保するためには、安定して稼げる経営

モデルの確立と推進のための振興策が求められてい薮す。

このようなことから、第二次計画においては、安全・安1山で収益性・効率性の高い長崎型農業を確

立するとともに、長崎ならではの農産物の消費が拡大することで、臓業としての魅力が高まり、新た

な担い手が増え、次世代につながる産業になることを目指します。また、長崎市が誇る高品質な農作

物の魅力を発信し、供給を推進します。

施策の方向性として、官民連携で農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育成する「産

地・担い手」の視点、地域との連携で安心して農業を営む環境づくりを進める「地域・環境」の視点、

異業種や大学等との連携で長崎ならでは農産物の消費の拡大を図る「販売・消費」の視点により、次

世代につながる農業を育てる取組みを進めます。

農業の生産性の向上と、次世代を担う多様な経営体の成
~「産地・担い手」

長崎市の農産物は、長崎びわ「なつだよの」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」等の地域プランドを

有しているものの、度重なる気急災害や生産コストの増大などで、作物の生産が不安定な状況が続

いており、経営の安定を図るための施策が求められています。

まだ、地域ブランドの生産を支えるための次世代の担い手の確保が求められていますが、就農初

期は生産技術が未確立なため安定した所得確保が課題となっています。

このため、施設園芸や複合経営においてブランド化品目の生産性や収益性の向上にむけた施策を

展開し、地域ブランド等農産物の生産安定を図るとともに、スマート農業の'入による農作業の省

力化・自動化を図りながら、農産物販売顎の向上を図り弐す。

まだ、産地振興と併せて、次世代の地域農業を担う多様な担い手の育成・確保と、儲かる農業の

経営モデルとなる意欲ある農業者のフォローアップを進めながら、生産力の強化を図ります。

^



2-2 安心して農業を営める環境づくりの推進~「地域・環境」~

長崎市の農村地域は、全国的な人口減少に加え、農業担い手の高齢化・後継者不足等によの農地

の荒廃化が進行しており、農地中間管理事業等で認定農業者等の担い手へ農地集積を図っています

が、条件の悪い農地が多く、農地のマッチングが上手く行われていない状況です。

まだ、有害鳥獣による被害は、地域ぐるみの防護・捕獲対策により農作物被害は減少傾向にあり

ますが、生息域の広域化により生活環境被害が増加しています。

このため、地域農業の計画である実質化された人・農地プランを基に計画的な取組みを推進する

とともに、遊休化した優良農地等の経営基盤のストックと流動化、集落の特性にあった基盤整備の

推進、集落主体での農産環境保全活動の推進、都市と農村との交流による外部への魅力発信、有害

烏獣対策の推進によの農村地域の振興を図ります。

長崎ならではの農産物の消費拡大~「販売・消費」~

長崎市の農産物の販売においては、 MICEや新幹線開業等による観光客やビジネス客の増加が見

込まれ、地元農産物を活用した料理等の消費拡大の機会が広がっているものの、新型コロナウィル

ス感染拡大の影響により、市場や消費者の需要が大きく変化しており、新しい生活様式に対応した

PRイベントの取組みなどの新たな課題が生まれています。

このような状況のもと、農業体験や食育講座等を通じて「食」の大切さや望ましい食生活の理解

を深めるとともに、生産者、流通・販売業者、消費者と観光・商工・福祉などの異業種、大学等と

の交流を図りながら双方向の取組みを推進し、「食」に関わる産業の活性化を図り、市内産の農産

物の消費拡大を図ります。
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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の体系

基本
施策

第二次長崎市農業振興計画

個別施策

1 業の生産性を高め、
次世代を担う多様な経営
体を育てます

「産地・担い手」

官民連携のもと、生産基盤の
強化やスマート化による効率
的で安定した経営推進を図り
稼げる、魅力的な産業に育、

てることで、担い手の育成・

確保につ恋げます

新たな販路拡大や消費
拡大の推進

取組方針

Ⅱ安1山して業を営める

境づくりを進めます

「地域・境」

産地の効率性・収益性
向上による経営安定の
推進

地域との連携のもと、、小規模
で分散した地を集約して、

欲ある担い手に集 b、地
域ぐるみで村環境を守り、
持続するだめの取組みを推進
しぎす

多様な担い手の育成・
確保

Ⅲ長崎ならではの
の消を拡大します

「販売・消

Π一1

長崎ならではの食材や
Ⅲ 2 食文化に対する意識の

醸成

人・農地プランに,基づ
く農地の有効活用

販売・流通や観光・商工・福
祉などの異業種、大学等との
連携のもと、域内外に向けた
効果的な情報発信により消
拡大を推進し茨す

Ⅱ一2
営農環境の保全と地域
資源の活用

産物

Ⅱ・有害烏獣対策の推進

" 1

次
世
代
に
つ
な
が
る
農
業
を
育
て
ま
す



[前期計画]体系図

産地の条件に適した業経営を推進します

新たな地域ブランド産品の生産を推進します

産地に適しだスマート業の入を推進しぎす

果樹産地の振興に向けた生産力の強化を図のます

畜産経営の生産コスト低減を図りぎす

野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図ります

花きの安定した生産・販売体系の確立を進め韮す

多様な経営体が就しやすい支援体制の充実を図ります

中心経営体のフォローアップ強化を図ります

労力支援体制の強化を図ります

取組内容

実化された人・地プランに基づき、経営基盤の強化を図り'.ま

農地の利用のための地中問管理事業の取組を推進します

集落の実に応じだ基盤整備を推進します

集濳主体の営環境保全活動を推進します

施設の機能保持や耐用年数の延伸を図り弐す

グリーンツーリズムによる地域の魅力発信を推進します

有害獣3対策(防

生活環境被害対策の取組みを推進します

地域ブランド産品の新たな販路拡大に取り組みぎす

地産地消を推進し荻す

6次産業化に向けた取組を推進します

・棲み分け・捕鬮を充実します

長崎恋らではの食材や食文化のPRを推進し韮す

食育体験の推進による食に対する意識の醸成を図ります

ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー
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.".個別施策と取組方針 ・取組内容



別施策 1

展開方針

☆官民連携のもと、生産基盤の強化やスマート化による効果的で安定した経

営推進を図り、稼げる、魅力的な産業に育てることで、担い手の育成・確

保につなげます。

農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営
体を育てます

関連するSDGS

..産雲と技術革軒の
■甚盤を0くろう

((( 、.

、゛?

産地】

●長崎市の農業は、その多くが中山間地域に属しており、傾斜地に狭い農地が分散しているだめ、

労働生産性が非常に悪い状況にあります。

●長崎びわ「なつたより」、「長崎和牛・出島ぱらいろ」を地域ブランドとして、生産.販売.消

費の向上にむけた取組みを進めています。

●国や県において、生産性の向上と担い手不足の問題の解決策として、スマート農業の加速化に

向けた施策の推進が行われています。

●果樹産地では、「びわ」や「みかん」などが多く生産されていますが、近年は気象災害が多く

発生し、生産量が不安定な状態が続いています。

●野菜産地では、いちご.アスパラガス・軟弱野菜をはじめ、豊富な種類の農産物が生産されて

おり、特にいちご・アスパラガスは新規就農者が多い品目となっています。

●花きは、新規就農者が多い部門となっており、施設の省力化・自動化や省力化品種への転換が

進んでいるものの、輸入花きの増加や需要の低迷が大きな問題となっています。

■畜産においては、素牛や飼料等の生産コストが高騰しており、経営を圧迫しています。

担い手】

●長崎市の農業の担い手は、10年前と比較すると農家数(10年前対比694%)、主業農家(同

比563%)、農業就業人口(同比70.1%)と大きく減少しています。

●国.市の給付金や各種支援制度の創設、研修制度の充実及び地域受入体制の強化等により、近

年、青年層や定年帰農者など幅広い年代で年間10人程度就農しています。

●地域農業のりーダーである認定農業者は平成27年度と比較して令和2年度は33人減少し

180人となり、5年後の霞業所得目標400万円達成農業者は、近年約48%と恋っています。

●新規就農者の定着及ぴ担い手の育成に必要な受入団体等登録制度の登録数は22団体.個人で、

労力支援等の作業受委託組織は4組織あります。また、現在、長崎市の農業へルパー研修、長

崎市及び゛Aでの職業紹介による労力支援を行っています。

現状



産地】

●農業経営の安定のためには、単収の高い施設栽培や、補完作物複合、出荷時期・量・質を安定

させることが必要です。

●長崎発祥のいちご・アスハラガスや高い技術を誇る花きなどにつぃては、新規就農者も増えて

いますが、その魅力を消費者に十分に伝えきれていない部分があります。

●農作業の省力化・軽労化に向けたスマート農業の導入が期待されていますが、コスト面での不

安が課題となっています。

●気象条件や自然災害等により、ぴわを始めとした露地作物の安定生産が課題と恋ってぃます。

●びわ産地では、傾斜地・園内道がないなどの農地条件や農業従事者の高齢化に加え、度重なる

気最災害により、産地の弱体化が危愼されます。

●野菜や花き産地では、若い農業者が増えて施設の省力化や自動化が比較的進んでいるものの、

労働時間の多さや更なる高品質化に向けた対策が必要です。

●畜産では、肥育素牛価格や資材の高騰が続いており、生産性の低下が懸念されます。

題

担い手】

●農業の担い手不足が深刻であるため、専業農家だけでなく企業参入や半農半Xなど多様な担い

手が就農しやすい受入体制の充実を図る必要があのます。

●新規就農者の定着には、初期投資の負担軽減や経営不安の解消に加え、地域の受入体制や技術

継承の確立等が必要となり韮す。

●農業経営の目標達成に向けた規模拡大に伴う投軽減のほか、経営や部門に応じた段階的恋経

営フォローアップ体制の強化を図る必要があのます。

●農業者の繁忙期の労働力を補うため、臨時的に雇用できる人材が必要になりますが、不定期恋

雇用と恋るため、雇用する人材の不定期恋労働環境の改善が課題と恋ってぃます。



方針の考え方

【産地】

●長崎市の狭小恋農地での農業経営のモデルとなりうる、施設園芸の省力化・局品質化をさらに

を推進します。

●気象災害などの影響を受けやすぃ露地栽培の経営安定を図るだめ、補完作物の導入を促進する

など、複合経営の推進を図のます。

●長崎市の産地の特性に適したスマート農業の導入の検討と推進を行います。

●地域ブランドをけん引する、長崎ぴわ「なつたより」、「長崎和牛・出島ばらいろ」に加え、こ

れに続く地域ブランドとなのうる、いちご、アスパラガス、花き等の省力化、局品質化、生産

コスト低減等による安定生産に向けた取組みの推進を図ります。

【担い手】

●農業へルハー.直売所出荷型農業者・本格就農者の育成など、長崎市農業センター、JA 出資

型農業法人、長崎県新規就農相談センターにおいて研修等を行い、県・JAの営農指導と併せ、

多様恋担い手の受入支援体制を拡充します。

●新規就農者の定着に向け、給付金や各種支援制度による経営と投資の軽減に加え、地域での受

入や技術継承の確立を図り、地域ぐるみの受入体制の強化を推進します。

●認定農業者の農業経営の向上のため、営農状況に応じた段階的な経営フォローアツプ体制を強

化し、地域リーダーとして経営・技術の指導継承者として活躍できる体制づくりを進め裁す。

●農業者の繁忙期の労働力を補うため、作業受託組織や農業へルハー等の労力支援体制を充実さ

せます。



個別施策達成にむけた取組イメ

●労働生産性の悪い農地が多い
●長崎びわ「なつたより」「長崎和牛・出島ばらいろ」は

地域ブランドとして生産・販売等の向上に向けた取組み
●国・県がスマート業の加速化に向けた政策の推進
●業就業人口が10年間で3割減少

●認定農業者が年々減少

●国・市の給付金等の支援制度・受入体制の強化等により
10人程度就農

●労力支援等の作業受託組織 4組織

^

した1"業経営の推進(1

●施設園芸の高度化の推進●複合経営の推進

産地の効率性・収益性向上による

経営安定の推進

●産物の出荷時期・・を安定

●新規の地域プランドとなりうるいちご、アスパラガス、

花きの知名度不足

●産地の条件に適したスマート技術の検討

●農業就業人口を増やすため、企業や半半Xなと多様
葱担い手力獣しやすい受入体制の充実

●新規就農者の定のための支援体制

●営状況に応じた段階的怨フォローアップ体制
●繁忙期における脚時的な雇用労力の不足

●長いちご、花き等の推進
●新たな産地化を目指す品目の検討と生産振興

ι、1'胤F4ι、子、社,'4、1、凱゛、阜●1置見1゛ξ、史1窒四、ι^ξ'十

駅組方金杠

●産地に適したスマート

●スマート業機器の普及推進

●生産・経営の安定化●高品
●作業の省力化及び労力の軽減

『産地・担い手』

農業の生産性を高め、次世代を担う多様恋経営体を月てます

●家畜'入の支援●寡畜排せつ物の適正処理・利用推進
●寂畜伝染病対策の強化

術の検討

●施設の高度化・省力化の推進

●出荷調整作業の効率化

多様な担い手の成・耀保

●新品種導入・品向上・周年供給体制の推進
●施設の省力化・自動化の推進●消大に向けた二ーズ喚起

果実の生産

取組方針1-2

●多様な担い手の受入体制の充実

●就農定事業の計画的実施

●就農支援体制の報発。

【重点的取組み】

多様蔵経営体が就農しやすい支援体制の充実と育成地集積対策の体制の充実

●低

●中1山経営体における課定農業者制度の推

進

●年等就農計画の計画達成の推進

業者へのサポート

●裂業へルバー制度の充実

●作業受託組識等の運営の推進

●新たな枠組みによる労力支援体制の検討



取組方針 1

・1 産地の条件に適した農業経営を推進し弐す

施園芸の度化の推進

●施設園芸は高単収のため、長崎市の狭小な土地でも安定した農業経営を行う事ができます。更な

る所得向上と生産量の安定を図るため、農作業の省力化や軽労化、農作物生産の機械化や自動化

など、生産基盤の高度化を推進します。

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

複合経営の推進

●長崎市が日本一の生産量を誇る「びわ」は、収穫・出荷時期に労力が集中するため、びわ単独で

の規模拡大や単一経営は困難とされています。

そのため、びわにっいては、農作業が少ない期間を活用して栽培できる中晩柑や花きなどの品目

(補完作物)を組み合わせるなど、ーつの品目を柱とした複合経営を推進し、農業者の所得向上

及び経営安定を図ります。

・1-2 新たな地域ブランド産品の生産を推進します

長崎いちご、花き等の推進

●長崎発祥の特産物であるいちご、菊や草花等の花きについては、

まだまだ魅力を伝えきれていない部分があるため、引き続き長

崎市の地域ブランドとしての定着促進化に向けて、安定生産に

向けた生産基盤の強化及び情報発信を進めていきます

高度化の進むいちご施設

新たな産地化を目指す品目の検討と生産振興

●琴海地区の長浦すぃか、野母崎の水仙、外海と土井首地区に自生している長崎市の特産果樹「ゆ

うこう」、長崎ザボン、そして長崎の歴史や食文化を背景とし、物語性もあの地域性の高い農産物

である「恋がさき伝統野菜」など、地域に根差した魅力ある農産物が多数ありますが、どれも生

産量が少恋いことが課題となっていますこれらの作物の生産振興に向けた取組や、市場二ーズ

や長崎市の特性にあった新だな地域プランドとなる品目の掘り起こしも進めていきます。

びわ産地(茂木地区)

長崎いちしと菊



3 産地に適したスマート農業の導入を推進し談す

産地に適したスマート農業技術の検討

●農作業にロボット技術や人工知能(AD、情報通信技術(1CT)

等の先端技術を活用するスマート農業は、農作業の省力化・軽

労化や環境や生育データに基づく収量・品質の向上と安定化に

よる生産性の向上が期待されてい弐す。今後、大学等と連携し

て、コスト面の問題や運用技術等を検証し、ほ場管理システム

や収穫ロボット、植物工場等、産地の条件に適したスマート農

業の'入検討を行います。

取組方針1

スマート農業機器の普及推進

●スマート農業の普及を図るため、びわ等の地域プランド品目に

おけるスマート選果システムの活用推進のほか、担い手農家等

への運用技術の研修や、施設園芸や基盤整備の推進と併せたス

マート農業機器の導入推進を図ります。

産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

1-4 果樹産地の振興に向けた生産力の強化を図ります

生産・経営の安定化

●果樹の生産出荷の安定化については、気急の影響を受けにくい施設 UXウス.簡易ハウス)の導

入を推進するほか、農業経営の安定を図るため、補完作物の導入検討や園芸施設共済、収入保険、

果樹共済など保険共済制度の加入を促進します。

品質実の生産の推進

●びわ・みかんの産地において、寒害、干害、日照不足や長雨などにより、生産量や品質が不安定

となることが多くなっています。気象災害に耐えうるための、びわ簡易ハウスの導入推進や、み

かんマルチ栽培、優良品種への転換など安定生産・高品質化対策の取組みを支援するとともに、

防除の徹底恋ど、栽培管理技術の確立と普及を推進します。

作業の'力化及び労力の軽減

●びわやみかん等の産地は、急傾斜地に園地があり、作業性が

低くなっています。高齢化等による労力不足もふまえ、果樹

園の修復型基盤整備(狭地なおし等)や低樹高化の推進、選

果の自動化及びスマート農業技術の活用による省力化の取組

みを推進します。

防除用ドローン

ほ場管理システム

びわスマート選果システム



産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進取組方針1

1-5 畜産経呂の生産コスト低減を図のます

家導入の支援

●肉用牛経営においては、その大半が素牛購入による肥育

農家ですが、近年、肥育素牛価格が高止まりしています。

繁殖雌牛の受託飼育を行うUA子会社と連携するととも

に、加えて他の生産コスト縮減の取組みを支援し、増頭

の推進と経営の安定に取り組みます。

家排せつ物の適正処理・利用推進

●家畜飼養において、家畜ふん堆肥が余剰状態となっており、飼養頭数増加抑制や苦情の原因とな

ることから、野菜や果樹生産尽どの耕種部門と畜産部門との連携を図ります。

丁寧に箱詰めされた長崎いちご

家染病対策の強化

●家畜伝染病予防強化と危機管哩体制の充実を図るため、県・UA等と連携し、巡回指導を実施して

いきます。

野菜の施設高度化と露地野菜の安定生産を図の薮す

施の省力化・自動化の推進

●いちごやアスパラガス生産においては、比較的強度が低い小規

模ハウスが点在し、栽培管理が非効率となっています。新規就

農者や若い農業者が多い部門であることから、今後の産地の継

続に向けて、施設の省力化・自動化等に係る取組みを支援し、

生産性の向上を推進します。

低収量農業者へのサボート

●野菜産地においては、農業者・産地によって単収に差が生じて

います。計画的安定生産を確立し、農業経営の向上を図るため、

産地内外の技術継承を促すとともに、関係機関が連携した技術

・経営のサポートに係る取組みを行います。

肥育牛の牛舎

出荷調整作の効率化

●いちごの優良多収室品種「ゆめのか」への転換が進み、生産量

の増大に比例して、労力確保が課題となっています。高品質の

安定生産に向け、出荷の簡素化や出荷調整作業の労力軽減に係

る共選等の取組みを推進します。

アスパラガスハウス

^"
^^



取組方針 1-1 産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

1-7花きの安定した生産・販売体系の確立を進めます

新品導入・品質向上・周年供給体制の推進

●花き生産においては、需要低迷や生産コスト増加等が農業経営向上の課題となっています。省力

化や消費二ーズに応じた新品種の'入、安定した品質での出荷平準化等に係る生産基盤(栽培技

術・施設設備)の拡充を推進します。

施の高度化・'力化の推進

●花き生産においては、省力化・高品質化設備等が導入されてい

ますが、労働時間の多さや労力不足が生産性低下の一因と恋っ

ています。花きのさらなる高品質生産の確立にむけて、 1CT

圃場管理システム等'入の検討、施設の高度化・省力化に係る

取組みや雇用労力の確保を支援し、推進します。

消拡大に向けた二ーズ喚起

●花きの新規就農者は多く、消費拡大イベント等も開催されていますが、需要が伸ぴ悩んでいます。

今後の花き産地の振興に向けて、物日やイペントに花を贈る習慣の定着、花育、公共消費及び祭

事直販など新需要の創出を推進し、ニーズ喚起を図ります。

役割と今後4年問の工程

取組内容

産地の条件に適した"業経営の推進

施設園芸の高度化の推進

祖合経営の推進

取組内容

新だ怨地域ブランド品目の導入推進

長嫡いちご、花き等の推進

新たな崖地化を目指す品自の検討と生産振興

取組内容

産地に適したスマート農難の券入推進

産地に適レたスマート業技術の核討

スマート業機器の普及推進

行政

役

JA

割

聞係

血体等

花きハウス

農憲零

行政

役

JA

R4

工

R5

割

聞係

団体辱

程

R6

惣等

行政

役

JA

R4

工

R5

R7

割

聞係

団体等

程

R6

寂等 R4

工

R5

R7

程

R6

(役割:◎=直接的関与、 0=間接的聞与

R7

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

0
0

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎



取組方針 1-1

役割と今後4年問の工程

取組内容

果樹産地の振興に向けた生産力の強化

生産・軽営の安定化

高品質果実の生産の推進

作業の'力化及び労力の軽減

取組

畜産耀営の生産コスト縮減

寂畜導入の支援

家畜排せつ物の適正処理・利用推進

寂畜伝染病刻策の強化

取組内容

野菜産地施設高度化と露地野菜の安定生産

施設の省力化・自動化の推進

低収量農寂へのサポート

出荷調整作業の効率化

産地の効率性.収益性向上による経営安定の推進

行政

内

役

゛A

割

開係

団体等

容

493億円

45.ot

6627t

450ρt

2541千本

5戸

憲響

取組内容

花きの安定した生産・販売体系の確立

新吊種の導入・品質の向上・周年供給体制の推進

施設の高度化・省力化の推進

花の消費拡大に向けだ二ーズ喚起

行政

役

JA

R4

工

R5

割

聞係

団体等

程

R6

農寂等

行政

役

JA

R4

工

R5

R7

割

闘係

団体等

程

R6

市場及び協系統の産物の販売額

長崎びわ「なつたよの」の販売

「長崎和牛・出島ばらいろ

崎いちごの販売

花きの販売

マート農業機器の導入戸数(累

憲等

行政

役

JA

R4

工

丹5

R7

割

聞係

団体等

程

R6

家等 R4

工

R5

R7

程

R6

目標

(R7)

543億円

164.ot

663.ot

4850t

3ρ00千本

20戸

(役割:◎=直接的聞与、 0=閻接的関与)
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取組方針 1

旦い手が就農しやすい受入体制の充実を図のます

多様な担い手の受入体制の充実

●農業就業人口が減少傾向にある中、今後は地域の農業の担い手として、農業分野外からの新規就

農のほか、親元就農、定年後帰農者、企業参入、半農半X等、様尽な経営体を受入れる必要があ

ります。就農希望者の段階に合わせて、農業センターにおける農業へルパー研修や、長崎県新規

就農相談センター、JA出資型農業法人の農業研修等への誘導を行います。

また、就農支援機関と連携を強化し、技術・経営の相談及びサポートを行う事で、将来的な1也1或

農業のりーダー育成を図ります。

取組内

多様な担い手の育成・確保

就農定着事業の計画的実施

●新規就農者の定着には、国・市の給付金や各種支援制度による初期の投資軽減や経営不安の解消

が重要となっています。市町・県・JA等におけるフォローアップ体制の確立と地域に入れる人

づくりによの、就農から将来の農業経営までを見据えた計画的恋事業の実施を推進します。

●後継者の育成については、青年農業者においてはグループ活動等を通じて県内外の青年農業者の

ネツトワーク形成や交流活動を支援することで、栽培技術や農業経営の資質向上を図ります。

また、女性農業者においては、農業経営への積極的恋参画を推進し、生産現場での活躍の場を広

げます。

就農支援体制の情報発信

●就農促進に向けて、就農希望者へ各種支援制度や研修体制、優良事例、経営シミュレーション、

移住.定住などネ極的巷情報提供に取り組み、農業に入りやすい環境づくのを構築します。

新 者向け研修 長崎ぴわ産地活性化「びわ女性」研修会



多様な担い手の育成・確保取組方針1

ト2-2 中心経営体のフォローアップ強化を図のます

中心経営体における認定農業者制度の推進

●中心経営体の約40%を占める認定農業者は5年後の農業 識,膨
経営改善計画の認定を受けた農業者であり、農業所得目標 岬
400万円を達成している認定農業者は令和2年度時点で

48%となってぃます。このため関係機関による認定農業者

の相談体制の拡充により、農業経営改善計画の熟度を高め、

生産基盤整備や資金等の各種支援制度の情報提供を行いな

がら、計画の目標達成を推進します。 ^

認定農業者連絡協調会総会また、認定農業者の役割として、新たな地域の担い手の育

成を図るために、技術.経営の指導者として活躍できる体制づくりに取り組むほか、経営継承に

ついてもフォローアップを実施していきます。

作業受託組織等の運営の推進

●労力支援等の組織にっいては、作業受委託組織が琴海地区に3組織、外海地区に1組織あり、ま

た、ぴわ等の防除に係る作業受委託組繼も設立に向けた動きがあのます。今後、農業従事者の高

齢化等により、地域ぐるみ.他組織による労力補完システム構築が重要となることから、当該組

織の設立・運営を推進します。

年等就農計画の画達成の推進

●認定新規就農者は5年後の農業所得300万円以上を目指す新規就農者であり、将来の辰業経営

の担い手として期待されています。市町・県・JA等が連携して技術指導や資金相談等の継翫的

恋フォローアップを実施し、地域農業のりーダーと恋れるような支援体制の確立を目指します0

3 労力支援体制の強化を図ります

農業へルパー制度の充実

●繁忙期の農家へ労力支援を行うため、長崎市農業センターに

おいては、農家が必要とする栽培技術を習得するための、農

業へルパー研修を実施しておの、研修を修了した者のうち、

農業へルパーに登録した者を希望する農寡へ派遣する、無料

臓業紹介事業を行っておの、今後さらなる制度の充実を図っ

ていきます。

新たな枠組みによる労力支援体制の検討

●人口減少により、農業のさらなる労力不足が見込まれておの、市町、JA、長崎県等で構成する長

崎西彼地域雇用労力支援協議会においては、農業者と福祉事業所との農福連携のマツチングを行

つています。また、長崎県内においては特定技能外国人材等の農業現場への派遣なども行われて

おの民間と連携した労力支援体制の可能性にっいても今後検討を行っていきます。

業へルパー研修の様子



取組方針1

役割と今後4年間の工程

多様な経営体が就膿しやすい支援体制の充実

多様悲担い手の受入れ体制の充実

献震定事業の計画的実籠

就農支援体制の報発信

取 組 内

中1小経営体のフォローアップ強化

中心経営体における詔定農業者制度の推進

年等就戻計画の計画還成の推進

容

取

多様な担い手の育成・確保

組

行政

役

JA

内

割

関係

団体等

労力支援体制の強化

農業へルパー制度の充実

作業受託組脚等の運営の推進

新たな枠組みによる労力支援体制の検討

容

取

震家等

組

行政

内

役

JA

R4

工

R5

割

聞保

団体等

容

程

R6

取組みの指標

農窓晒

新規就農者数(累

認定新規就隈者数(累

認定農業者の算間農業所得目標達成率

農業へルパーの紹介人数(延べ人数)

行政

役

JA

R4

R7

工

R5

割

闘係

団体等

程
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家等 R4

R7

工

R5

程
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重点的取組み

「産地.担い手づくり」多様な経営体が就農しやすい支援体制を充実し育成します

本格的に農業参入を志す者や半農半Xを目指す者など次世代を担う多様恋担い手の確

保.育成を図るためには、官民連携のもと、就農希望者の二ーズに応じた支援体制を充実

させる必要があり、 JA、長崎県、長崎県新規就農相談センター、(一財)長崎市地産地消

振興公社、長崎市農業委員会及ぴ長崎市の強みを生かした一体的恋体制の充実を図ります。

このことで、多様な担い手候補者を将来的には地域の中心、と恋って活躍する経営体に育

成していきます。

多様な経営体が就農しやすい支援体制の充実と育成

就農候補者

新規参入者

農業後継者

定年帰農者

企業・法人

直売所出荷

C^

圧玉国

家庭菜園などーー^

研修体制など

(就農支援機関)

産地主導型の受入体制

・長崎県新規就

農相談センター

・JA担い手

支援センター

・産地による研

修(びわ講座な

ど)

・地産地消公社

による研修

・農業へルパー

研修

・グリーンツー

リズム(泊、

農業体験)

就農後の目指す姿

談

中心経営体

・認定就農者

・認定新規就農者

本格農家候補者

その他(小遣い稼ぎ、趣

味など)

機
関
に
よ
る
相

関
係



個別施策 11

展開方

☆地域との連携のもと、小規模で分散した農地を集約して、意欲ある担い手

に集し、地域ぐるみで農村環を守り、持続するための取組みを推進し

ます。

安脚して農業を営める環境づくりを進めます

関連するSDGS

邑囲'、囲
地域】

●平成24~25年度に、地域農業のマスタープランである

「人・農地プラン」を10地区24集落で作成し、毎年

地区別懇談会を開催しています。

●令和元~3年度にかけて、12地区26集落において、農

地の集約化に関する具体的な将来方針等を定めた「実質化

された人・農地プラン」が作成され談す。

●農地中間管理事業により、新規就農者や規模拡大に取り組

む農業者へ農地の集積が行われています。

●狭く分散した農地を、基盤整備により、構造的恋改善を行

うことが求められています

環境】

●農地と営農環境の保全に向けて、多面的機能支払交付金や

中山間地域等直接支払交付金により、34組織が農地保全

活動に取り組んでいます。

●農道・水路等の農業用施設の老朽化が進んでいぎす。

●コロナ禍により地方移住や農業体験等の二ーズが高まって

います。

●有害鳥獣対策では、地域ぐるみの捕獲隊の組織化を推進し、

捕獲隊の増加によのイノシシ・シカの捕獲実績は平成29

年度4917頭から、令和2年度6258頭と順調に伸ぴ

ていますが、依然として農作物被害や生活環境被害の相談

が後を絶ち薮せん。

人・ 地プラン地区懇談会

有害獣箱罵実演

集落ぐるみの地保全活動



地域】

●「人.農地プラン」の実質化において、地域での協議を重

ねながら、優良農地や経営基盤の担い手への集積のほか、

集落の機運に合わせて事業構想の明確化に取り組む必要が

あります

●農地中閻管理事業による農地の貸借希望者が一元管理され

る体制が構築されていますが、貸付希望農地の圃場環境が

不十分であることから、マッチングがあまり進んでいない

状況となつています。

●人.農地プランの集落会議において、条件不利地での担い手への農地集積の方法として、基盤

整備を求める声が多く上がっています。

【環境】

●多面的機能支払交付金や中山間等直接支払交付金による事業に取り組んでいるものの、農業者

の高齢化により対象農地は減少しています。

●集落の営農環境の向上のために、農道・水路等の農業用施設の老朽化に係る対策の必要性が大

きくなっています。

●グリーンッーリズムの実践者は増加してい薮すが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で参加

者が減少しており、コロナ禍でも魅力ある体験プログラムの検討を行う必要があのます。

●有害鳥獣の被害地域が拡大しており、様勺な対策を講じているものの、被害相談は減少してい

ない状況となっているため、対策の更なる充実が求められています。

題

方針の考え方

n也域】

●実質化された「人.農地プラン」に基づき、地域での話し合いを進め恋がら、将来に残すべき

農地の確保を図ります。

●農地中間管理事業の積極的恋取組みにより、新規就農者や規模拡大に取り組む農業者等、地域

の中心となる担い手への農地集積・流動化を推進します。

●農地、農道、水源等について、農業者と地域が連携し地域の実情に応じた基盤整備に取の組み

ます。

【環境】

●集落が主体となって行う、営農環境の保全活動を支援します。

●地元が管理する農業用施設の機能保持の取組みを行います。

●グリーンッーリズムにっいて、さらなる集客向上への体験プログラムやDMO、移住支援との

連携による誘客を強化し、継続的な取組みが実施できるよう団体の自立に向けて取り組みます。

●有害鳥獣対策につぃては、協議会及び地域の捕獲隊による取組みの拡充等により、被害軽減の

ための継続的な対策を講じます。

人・霞地プラン集落会議



個別施策達成にむけた取組イメ

状現

●実質化された「人・闘地プラン」 26築落
●農地中間管理事業による、地集槙の実施
●狭く分散した地は、基盤整備による構造的恋改善が必要
●営凌環境の保全に向けた集落主体の活動 34組微
●道・水路等の老朽化

●コロナ禍による、地方移住や農業体験への二ーズ

●有害獣の生活環境被害の増大

『地域・環境』

安ハ、して農樂を営める環境づくりを進めます

人・旋地フランに墜づく膿地の有効括用

実
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取組方針Ⅱ一1

化された人・農地フランに塁づ

経営墜餓の強化(Ⅱ一

●実化された人・農地プランに基づく優良地や経嵩基
盤の担い手へ

●貸付希望地へのマッチングの推運

●条件不利地での基盤整備及び担い手の確保

●集矯主体の営農環境保全活動の推進

●闘業用施設の老朽化に係る対策の必要性

●コロナ禍でも集客を行える体験プログラムの検討

●有害獣対策の更なる充実

一地の不」用藥桜のだめの1羅地中1'

管哩砂"」の駿組み1佳

(Ⅱ一'1 -2) ト

一

轡}"、1累境の保全と地桜'源の括用

,',ぢ・,,'
'驫','【十

地域の空惰に応じ泛縫地の墓縢

愉匂(

築活主体の譜膿潔境保全活動の推
進(Ⅱ一2 D

●集落主体による農地や 施

設の維持管理

●中山間地域等での嵩活動の推
進

1'染用施設の機能保持ゆ耐用'手'

の延伸(Ⅱ一2-2)

取組方針Ⅱ一2

,,'ーぢ,' J,、,,'

'捗一卿
Ii ',、,三コニ1ヲ1,'、,、

"',,,

萄害'之獣刈築の推進

グリノツーリズιの1望

(Ⅱ一2 3)

有害'だ獣3対築(防誠松み分け

浦獲)を充実し藷す(Ⅱ一3-1)

取組方針Ⅱ一3

^

重点的取組み】

人・農地フランの実質化による農業経営基盤の強化

,
デ
'
十

i
十
,
十
、

j
な'

ノ

ノ
十
'
#
巽
主
 
J
と
,
十
 
i
十

.
十
 
J
十
 
j
十
 
J
y
 
i
十
'

゛
^
^
^
ヂ
'
十
^
^

,
十
,
抑

,
古
十

ニ
'
ヂ

一
:
一
券

,
主
,
"

丸

,
デ
.
ヂ

i
ナ
,
土

一
"
七

旦
■
肌
Ⅱ
■

一
・
.
炎
一

比
牝
.
尾
"
.

ギ
罰

十
,
,
,
,
交
ナ

J
 
J
 
'

十
,
十

'
ナ
;
十
1
十
'
ナ
,
十
,
十
一
十
,
上
,
十
一

,
ナ
,
ナ
,
十
,
ー
.
ナ
,
ナ
,
ナ
.
ナ
,
十

一
"
軟

●
●
,
 
1
●
●
■
一
■
,
一
■
■
冒
●
■
、
圃
冒
●
●
冨
■
旦

"
雉

h
,
"
町
闇
"
上
畔
岫
"
,
:
髭

:
:
,
:
討
,
ー

●
匡
匿

靴

"
"
卵

●
1
,
゛

●
■
旦
明
卸 '

,
心
一

乱
鮓

馴
■
一
■

■
制

冒
冒
■
晶
■
屑
■
■
■
■
昇
■

明
旦
●
,
劇
冒
幽
■
1
哩
冒
冨
■
,
冒
N
■
●

嘔
凹
■
 
1
冒
凹
,
盟
冒
1
,
.
開
.
匿
閉

●
冒
■
区
罰
叫
●
晴
冒
 
1
罰
■

■
開
τ
冒
゛
曹
.
゛
■
盟
■
■
●
■
■
:

画
、
,
制
■
,
,
画
■
■
画
制
胃

明
■
罰
■
三
屑
Ⅱ
罰
■
"
旺

制
巨
画
■
制
,
ー
ゞ
匡
哩
t
 
1

明
,
■
劉
吋
冒
冒
晶
冒
旦
明
,
1
N

.

'一

ず
ヅ
.
、
Ⅱ

小
 
L
-

凹
 
r
屑
晶
冒
罰

一
一
制

.

<
ー
'

,



取組方針 11-1

・1 実質化された人・農地プランに基づき、経営基鯱の強化を図のます

人・農地プランの実質化による残すべき農地の確保

●平成24年度から平成25年度に、10地区24集落において各集落の農業の将来の在り方恋どを

明確化する地域農業のマスタープランである人・農地プランを作成しました。

さらに、令和元年度から令和3年度にかけて、各集落における農地の利用集積・集約化を一体的

に推進する、実質化された人・農地プランの作成を、高島地区と伊王島・香焼地区を加えた 12

地区26集落において進めており、農業委員、農地利用最適化推進委員等と連携し惹がら、将来

に向けて集落の経営基盤となる残すべき農地の確保を図ります

取組内容

人・農地プランに基づく農地の有効活用

農地・ハウスなどの経営基盤の活用推進

●実質化された人.農地プランに基づく残すべき農地にっいては、集落の実情に応じて農地集積や

小規模基盤整備等を進めながら、新規就農や規模拡大を希望する担い手の確保を図ります。

また、JAや生産部会等とも連携し、遊休化したハウス等の活用を推進します。

-1-2 農地の利用集積のための農地中間管理事業の取組を推進します

農地中問管理事業を活用した農地の集積・約化

●農地中間管理事業は、一般財団法人長崎市地産地消振興公社を事業主体として取り組んでおり、

農地の貸借希望者の掘り起こしを行い、地域農業の担い手へ農地の集積・集約化を推進していま

す。

担い手への農地集積は、担い手本人の農業経営の向上はもとより、支援制度や税制面での優遇措

置のほか、地域の農地の遊休化防止・有害鳥獣対策にもつながるものであることから、農業委員

会が行う農地利用状況調査と連携した、農地の利用意向の把握と事業の周知を図ります

人・農地プラン集落会議



農地中間理事業推進チーム会の開催

●農地中間管理事業の推進により、貸借希望者の情報がりスト

"ー^""'゛"'化され一元管理される体制が構築されていますが、関係機関

の情報共有が不十分であることが貸借成立の支障となってい

沫す。市、県や農協など関係機関で構成される農地中間管理

事業推進チーム会において、定期的恋貸借希望者の情報共有

を行うとともに、地域の農業委員や農地最適化推進委員との

マッチングを推進し、農地や施設を担い手へ集積させる機会
最地中間管理事業推進チーム会

の増加に取り組みます。

また、学校跡地等の未利用地についても、情報共有を行い恋がら活用に向けた検討を行ってぃき

ます。

取組方針"-1 人・農地プランに基づく農地の有効活用

地元の意見交換の場の醸成

●基盤整備事業の推進に向けて、事業推進区域の検討、担い手

候補の決定、地権者の意向確認等、地域の農業者や農業委員

等との連携を図りながら、課題等の解決に向けだ検討を行っ

ていき弐す。

基盤備の先行地区の取組み推進

●事業推進区域及び担い手確保の決定、地権者の同意等が先行

して解決されている集落において、関係機関と協力しながら

事業採択に向けた計画の策定を行い、事業の新規着工を目指

します。

基盤整備候補地区現地調査
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取組方針11・

人.農地プランの実質化による残すぺき展地の確保

農地・ハウスなど経営基盤の活用推進

青
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取

人・農地プランに基づく農地の有効活用

地中問

農地中聞

組

理業を活用した農地の集積・集約化

理那業支援チーム会の開催

取組内容

集落の実儁に応0た墓餓塾備の推進
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取組方針"

1 集落主体の営農環境保全活動を推進します

集落主体による農地や農業用施の維持理

●農業者の高齢化による、耕作放棄地の増加や農道等施設の管理

不足が問題となっておの、現在、多面的機能支払交付金を活用

した集落主体の共同活動を推進していますが、事務や活動の円

滑化が課題となっており、取組面の減少傾向がみられます。

今後、地域への制度の周知及び事務等の改善を図りながら、未

取組地区の掘り起こしを進め声す。

取組内

営農環境の保全と地域資源の活用

中山間地域等での営農活動の推進

●中山間地域等の条件不利農地においては、農地の荒廃化が進ん

でおの、有害烏獣の隠れ場所と恋る恋ど、営農環境に悪影響を

及ぼしています。現在、中山間地域等直接支払交付金を活用し

て、集落協定による耕作の維持や共同活動を推進していますが、

今後、地域への制度の周知及び既存地区の面積拡大を図り恋が

ら、未取組地区の掘り起こし等の推進を行うほか、都市部から

のボランティアや企業と連携した保全活動についても推進して

いきます。

Ⅱ・2-2 農業用施設の機能保持や耐用年数の延伸を図ります

農道橋梁の計画的な修繕の実施

●長崎市が管理する農道橋梁は老朽化が進んでおり、予防的な修繕及ぴ計画的な架け替えが必要と

なっています。平成28年度に作成した長寿命化修繕計画に基づき、地域の道路網の安全性及び

信頼性の確保のため、年次的な修繕等の実施に取り組みます。

地元管理の水利施の延命化

●地域が管理している水源やタンク等は、農作物の生産には不可

欠ですが、近年の極端な気象変動に伴い、恒久的な対策や事

前の延命化が必要となっていぎす。農業従事者の減少や投資

経費等をふまえ、施設の延命化の取組みを行います。

多面的機能支払活動(水路掃除)

中山間地域等直接支払活動(農道草刈り)

老朽化力智しい燃油タンク



Ⅱ・2-3 グリーンジーリズムによる地域の魅力を発信し弐す

誘客・PR活動推進の強化

●グリーンッーリズムに取り組む団体は市内で9団体あり、地域を活かした農林漁業体験や体験民

宿は、滞在型観光といった観光資源となっています。今後は、各団体の発信力強化に努めるとと

もに、長崎市の観光推進を担うDM0と連携しながら、イペントを紹介する冊子やホームヘージ

などにより、市内外へのPRを進め、グリーンツーリズムの魅力を発信します。

●小中学生向けの「長崎グリーンッーリズムサマー」などの企画ツァー、コロナ禍でも実施できる

屋外型のプログラムの検討など、誘客の強化に努めます

取組方針 11-

団体活動の充実

●グリーンッーリズム団体の活動支援補助金などの活用により、体験プログラム作成のスキルアツ

プを図るとともに、長崎市グリーンッーリズム連絡会議などにおいて、団体相互及び関係団体と

の意見交換を行いながら連携強化に努め、活動の充実を図ります。

移住支援との連携

●新型コロナウィルス感染症の影響下において、都市圏から地方への田園回帰志向が高まっていま

す。長崎市移住支援室との連携により、グリーンツーリズム団体の体験プログラムや辰泊を移住

準備や魅力体験に活用し、県外からの移住や半農半Xなどの就農へのきっかけづくりにっなげま

営農環境の保全と地域資源の活用

G ee TOU 'S
、. NAGASAKI

轟鵠市グリーンツーリズム倖験ガイドプ学ク岨10

かり・ン1リ・リZ0かヲ・
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取組方針11-

役割と7優4年間の工程

取

集砦主体による震地や農業用施設の維持

中山間地域等での営活動の推進

組

取組内容

農業用施設の機能保持や耐用年数の延伸

農道樗乗の計画的な修總の実施

地元理施設の延命化

内 容

営農環境の保全と地域資源の活用

取組内容

グリーンツーリズムにょる地域の魅力発信

誘客推進・PR活動の聲化

団体活動の充実

移住支援との連携

行政

理

役

JA

割

聞係

仙体等
農寂辱

行政

役

JA

R4

工

R5

割

聞係

団体等

取組みの指標

程

R6

多面的機能支払交付金による管理面積

中山問地域等直接支払交付金による管理面積

グリーンツーリズムへの参加者数

農靈等

0

行政

役

JA

R4

工

R5

R7

割

闘係

団体等

程

R6

寂等 R4

工

R5

R7

程

R6

(役割:◎=直接的聞与、 0=閻接的聞与)

現況
(R2)

421ha

105ha

4,409人

R7

目標
(R7)

456ha

115ha

12ρ00人

◎
◎

0
0

◎
◎

0
◎

0
0

◎
◎

0
 
0
 
0

◎
◎
◎

◎
◎
◎



取組方針 11-3

1 有害鳥獣3対策(防護・棲み分け・1削董)を充実します

3対策(防簾・み分け・捕獲)の拡充

●有害鳥獣の被害地域は、農村部だけではなく、都市部にも拡大し、防護・棲み分け.捕獲の3対

策のさらなる取組みが必要と恋っており、対策を進めるためには、行政のみならず、地域主体の

取組みが大きな役割を担っています。

防護対策につぃては、農寡や自治会主体の有害鳥獣被害防止用資材等の設置や維持管理の推進、

棲み分け対策にっいては、地元主体による農地周辺の草刈の等活動の啓発、捕獲対策にっいては、

長崎市有害鳥獣対策協議会と連携しながら計画的な捕獲を行うとともに、地域ぐるみの有害鳥獣

捕獲の組織化 G甫獲隊)や、捕獲技術の向上に向けたサポートを進め恋がら、対策の充実を図っ

ていきます。

取組内容

有害鳥獣対策の推進

2 生活環境被害対策の取組みを推進します

生活環境被害対策の拡充

●近年、有害鳥獣による市街地周辺での出没、石垣や法面の掘り崩し、家庭菜園を荒らすといった

生活環境被害が増加しています。これらの対策として、自治会等に有害鳥獣被害防止用資材の貸

与や、運搬.設置費の一部助成恋どの取組の推進を行っています。今後は、さらなる被害軽減に

向けて、有害烏獣の行動予測による広域的な有害鳥獣被害防止用資材の設置等の検討を進めなが

ら、引き続き農村部や市街地での生活環境被害対策の拡充を図っていきます。

^

U"等処理加工所(有害島獣相談セ"一内) 捕獲技術研修会(<くり罵実演)



役割と今後4年間の工程

有害応獣3対策(防頼・棲み分け・楠獲)の充実

3対策(肪護・棲み分け・捕擾)の拡充

取

取組方針11-

組 内

生活暉境被害対策の推進

生活環境被対策

容

取

有害鳥獣対策の推進

組

行政

内

役

JA

割

聞係

団体等

容

◎

取組みの指標

0

寂等

地域くるみ1」よる有害鳥獣捕獲隊の設立数
(累計)

捕獲隊による有壷鳥獣捕雅頭数

有生鳥獣被害相談件数

0

行政

役

JA

R4

◎

割

聞保

団体辱

◎ ◎

程

R6

寂等

0

R4

◎

R7

程

R6

(役割:◎=直接的閏与、 0=間接的聞与)

R7

現況
(R2)

107組織

1,フ70頭

1,470件

目標
(R7)

132組織

2200頭

1,100件



重点的取組み

人.農地フランの実質化こ基づき、経営基盤である農地の確保や集杓化を図のぎす

人.農地プランの実質化プラン作成時に把握した対象農地について、所有者の意向把握を行い

恋がら、将来的な経営農地をストックし、集落の実情に応じて、農地中間管理機構を通じた貸借

を行い、併せて小規模(5ha未満)又は大規模(5ha以上)の基盤整備等により、中1山経営体

などへ農地を集約化し、践業経営基盤を強化することで、地域や産地の振興につなげます。

人・農地プランの実質化による農業経営基盤の強化

人・農地プラン
の実質化まで

実質化に向けた話し合い
対象農地の把握
0集落として守るべき農地
0基盤整備候補地

集落ごとの取組み方針(実質化プラン)3

S丁EPI

STEP2

対象農地の所有者の意向把握(アンケートなど)
将来的な経営農地のストック

STEP3 集落の実情に応じて中脚経営体などへの農地集約化

実質化プラン

の実現

農地中間管理機構
を通じた貸借

^

^
優良農地の確保

^
小規模基盤整備
(5ha末満)

十

施設整備
(ハウスリース等)

^
産地の拡大

(既存産地と連携)

^^

サテライト型

大規模基盤整備
(5ha以上)

+

施設整備

実現まで
短

既存農地の活用

く重^

^
新だな産地の形成

新たな生産拠点

長

1
2



個別施策Ⅲ

☆販売・流通や観光・商工・福祉などの異業種、大学等との連携のもと、

域内外に向けた効果的な情報発信により消拡大を推進します。

関連するSDG S

長崎ならではの農産物の消を拡大します

(K

口の高L 耽nを
●',t'に

販売】

●長崎市には、豊かな自然や歴史の中で育まれた伝統的な

農産物に加え、比較的新しく登場した「長崎和牛.出島

ぱらいろ」は市民への認知度が向上し市内取扱店が増加

しています。長崎びわ「恋つたより」は品質の高さが認

知されておりますが、流通量が十分ではなく、また、消

者にプレミアム感を伝える工夫が不足しています。

●MICEや新幹線開業等を控えており、国内の観光客や

ピジネス客の増加が期待されます。

●市内の農産物直売所の店舗数は、平成27年度の26店

舗から令和2年度には20店舗まで減少し弐したが、新

型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の影響等によ

り、前年と比較して売上げは増加しています。

●長崎県が大村市に食品開発支援センターを設立し、地元

農産物の加工に対する取組みが支援されています。

消費】

●新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、大規模な

PRイベント等の自粛が続いています。

●長崎市では毎月19日を「食卓の日」と定めており、寡

庭における地産地消の促進と、家族団らんの機会創出を

目指し、官民一体となって取り組んでいます。

●市内産農産物の市民認知度は8割近くに達していますが、

生産量が少ない伝統野菜は認知度が低くなっています。

■囲"囲
現

長崎びわ「恋つだより」

^

「長崎和牛・出島ばらいろ」

。、革。。
重

,

〒号一

.
.

゛,

^

0

員と

Mdd●

0

,',゛',,キ令Aよ、,.

「食卓の日」啓発ポスター

、
0
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【販売】

●長崎ぴわ「なったより」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」をはじめ、長崎いちご.花きなど、地

元農産物のブランドイメージの保持と消費拡大を図るため、生産者、流通販売業者が一体とな

つた体制の整備・充実を図る必要があります。

●MICEや新幹線開業等により見込まれる観光客やビジネス客の増加を地元農産物の消費拡大に

つなげるため、市内外へ長崎の食材・食文化などの魅力を発信する必要があります。

●コロナ禍での消費形態の変化に対応したPRや販売戦略を構築する必要があのます。

●地域の農産物を使った加工品は、新た恋ピジネスとなり得るため、今後、新規開発に向けて、

様勺な業種との連携が必要になってきます。

【}肖費】

●長崎市の旬を集める「新鮮市」や「実1ク・恵みの感諭祭」等、長崎市産農産物の「新鮮」、「安

全.安1山」、「美味しさ」を消費者へ伝えるイペントを行っていますが、りピーターを獲得する

ための多様な取組みが必要です。

●食卓の日の推進は一定行われていますが、新たな取組みや、食卓の日主催団体、賛同団体との

協力体制をより強化していく必要があのます

●ながさき伝統野菜は、栽培に手間がかかり、病気に弱い野菜であることから栽培が難しく、生

産者が減少しています。

方針の考え方

【販売】

●DM0等と連携し、長崎びわ「なったより」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」をはじめ、長崎い

ちご、花き恋ど地元農産物の新た恋販路の開拓や消費の拡大を推進します。

●SNS 等を活用した直売所等の情報発信により、新たな生活様式に対応したうえで、継翫的な

地元農産物の消費につなげることで地産地消を推進します。

●農産加工品の開発につぃて、広域・他業種との連携による取組みを推進します。

【消費】

●長崎の食文化と農業への関1山・理解を深め、地産地消の推進を図るだめ、多様ほ主体と連携し

て、食育体験等に取の組みます。

●より多くの人に「食卓の日」を認知、実施してもらえるよう、様勺恋異業種及び団体との協力

体制を強化していきます。

●生産量が減少している、ながさき伝統野菜を後世に継承するため、栽培から収穫までの体験を

通じて、長崎の食文化に触れる機会を創出します。



個別施策達成にむけた取組イメ
、

^、

●「なつたよの」「長崎和牛・出島ばらいろ」の認知度は
上がっているが、プレミアム感を伝える工夫が不十分

●MICEや新幹線聞業等による国内のピジネス客・観光
客の増

●新型コロナウィルス感染拡大による直売所の売上げ増
加

●長崎県が朋産加工の支援施設として食品開発支援セン
ターを設立

●コロナ禍による大規模な剛『イベントの自粛
●毎月19日の「食卓の日」の推進
●生産が少ない恋がさき伝統野菜の認知度不足

●地元産物のブランドイメージの保持と消拡大のた
めの取組み

●DM0等と連携した域外への長崎の産物.食文化の

発信

●コロナ禍での需要に対応したPR

●様勾な業種と連携した、加工晶の開発
●りピーターを獲得するためのPRの推進
●食卓の日の取組み強化

●ながさき伝統野菜の生産者の減少

新だな販路拡大や消'拡大の推進

●市内外に向けた地域プランド

●DM0等と連携しだ消拡大

取組方針Ⅲ一1

●新だな生活様式に配した産物直売所のPR

及び地産地消イベントの実施

の推進(Ⅲ一1 -3)

●関連産業との連携による産加工晶の開発支援

報発

畏崎匙らではの食朽や食文化t」対する

意識の醸成

取組方針Ⅲ一2

●地元産品を使ったフェア及び例气の支援

●食聞係イベントや各種広報媒体による情報発信

●「食卓の白」の継続的な広報活動の展開

●ながさき伝統野菜講座の関催

【重点的取組み】

効果的な情報発言による消費拡大

『販冗・月費』

長崎なうではの農産物の消費を拡大し談す



取組方針Ⅲ一1 新たな販路拡大や消費拡大の推進

取組内容

・1 地域ブランド産品の新た恋販路拡大に取組みます

市内外に向けた地域プランドの情報発信

●長崎びわ「なったよの」や「長崎和牛・出島ぱらいろ」、「長崎いちご」、「花き」恋ど高い品質や

競争力を有する農産物があるものの、域外での認知度が低い品目があるため、SNSや各種広報媒

体を活用することで、市内外へのブランド農産品の情報発信を継続して実施します。

DM0等と連携した消拡大

●MICEや新幹線等の開業と併せて、DM0等と連携し広域プロモーシヨンを強化することで、域外

における市内の農産物や加工品の知名度向上を図り、新た尽消費拡大につなげます。

長崎いちご

・1-2 地産地消を推進します

たな生活様式に配した産物直売所のPR及ぴ地産地消イベントの

●市内の農産物直売所の店舗数は減少傾向にあるものの、新型

コロナウイルス感染拡大による内食需要の高まりによの、直

売所の売上げは増加傾向にあります。 SNSや市の広報紙等

を効果的に活用し、農産物直売所のPRを行うとともに、各

店舗が実施する新た恋生活様式に配慮した直売イベントの支

援を強化します。

長崎市の花の展ホ

びわゼリー

0

.

^

0

0

出島ぱらいろカレー

直売所みさき駅さんわ

0
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関連産業との連携による産加工品の開発支援

●現在、びわ、いちご及びゅうこう等の加工品が開発されていま

すが、今後も、長崎県食品開発支援センターや長崎県農食連携

ネットワークなどを活用した農商工連携により、様々な付加価

値を有した新た恋農産加1品の開発を支援していきます。

取組方針Ⅲ一

役割と今後4年間の工程

取組内

地域プランドの販路拡大

市内外に向けだ地城プうンドの

DM0等と連携した消費拡大

新た怨販路拡大や消費拡大の推進

地産地消の推進

新たな生活様式に配慮した農産物直亮所のPR及び
地産地消イペントの実施

容

取 組

報発信

行政

内

役

JA

6次産業化の推進

聞連産業との連携による腰産加工品の開発支援

割

闘保

団体等

容

取 組

家等

内

行政

「ゆうこう」を使った加工品

役

JA

R4

0

取組みの指標

工

R5

容

割

聞係

団体等

農産物直売所の販売顎

◎

程

R6

◎

愈等

長崎びわ「なつたより」の販売額

「長崎和牛・出島ばらいろ」の販売顎[暦年]

,崎いちごの販売顎

花きの販売額

◎

行政

役

JA

R4

0

'

割

開係

団体辱

R7

◎ ◎

.1,

程

R6

症家等

1 'そ

◎

R4

0

R7

程

R6

(役割;◎=直接的間与、 0=問接的関与)

現

R7

30.1 億円

793%

07億円

15.5億円

63億円

20億円

目標
(R7)

30.1億円

81.1%

25億円

169億円

66億円

23億円

0
◎

◎
0

◎
◎

況、>
 
2 )R(

一
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取組方針Ⅲ・長崎ならではの食材や食文化の魅力の発信

取組内'

-1 長崎ならではの食材や食文化のPRを推進します

地元産品を使ったフェア及びPRの支援

●地元の食関連団体等が取り組む、長崎ならではの食材を使ったフェア及びPRの支援を行います0

また、長崎市が主催する食のイベントによって長崎ならではの食材のPRを行うとともに、 SNS

や広報媒体などを活用した情報発信の強化と新たな生活様式に対応した食のイペントの開催を検

討します。

食関係イペントや各種広報媒体による情報発信

●MICE やのもざき恐竜パークの供用開始、新幹線開業等によの、国内の観光客やビジネス客の増

加が見込まれ、地元農産物の消費拡大の機会が広がることから、長崎恋らではの食枋や食文化の

魅力にっいて、消費者二ーズに合わせて磨き上げるとともに、ターゲツトを絞った効果的な情報

発信を行います

、 兵

'

'γ

＼

卿'て;ー
..

晦

卓歓料理 ながさきの食」ハイヤーズガイド

食の博
^ (会場:かもめ広協)



「食卓の日」の継続的な広報活動の展開

●長崎の食文化と農林水産業への開山と理解を深めながら、地産地消の推進を図るため、毎月19

日の「食卓の日」の認知度向上を目指します。また、飲食業関係者・地産地消アドバイザー.市

民団体等多様な主体と連携して、体験を伴っだ食育に取り組みます。

取組方針11ト 長崎芯らではの食材や食文化の魅力の発信

ながさき伝統野菜講座の開催

●市民を対象に、ながさき伝統野菜講座を開催し、古くから伝わる長崎の食文化に触れる機会を創

出するとともに、後世に引き継ぐ取組みを継続して実施し、消拡大につなげます。

凹 ^
.

食卓の日のサーピスランチ

'、.: 1 1
1111

恋がさき伝統野菜講座

料理教室

ながさき伝統野菜の収穫



^

^

長崎恋らではの産物や食文化のPR強化

地元産品を使ったフエアのPR及び支援

食聞係イベントや各種広報媒体による儔報晃信

'

取組内

.

取組方針Ⅲ一

'

取組内容

食育体験の推進にょる食に対する意識の醸成

食卓の日」の耀続的な広報活動の展開

ながさき伝統野菜講座の開催

剛

容

長崎ならではの食材や食文化の魅力の発信

行政

役

JA

標
フ)

286%

45人

割

聞保

団体等

取組みの指標

霞寂等

食卓の日の認知度

ながさき伝統野菜講座の受講者数

行政

役

JA

R4

工

R5

割

聞係

団体等

0

程

R6

靈等

0

R4

工

R5

R7

程

R6

(役書,:◎=直接的関与、 0=閻接的関与)

R7

現
(R

136%

20人

目
(R

0
0

◎
◎

0
0

◎
◎

=

0
0

況、)
 
2

◎
◎



重点的取組み

,長売

食関連産業の活性化を図るため、 MICE や新幹線開業など様尽な機会をうまく捉えながら、

DM0 など関係機関と連携し、効果的な情報発信につ恋げ、長崎ならではの農産物の消費拡大を

自指します。

効果的な情報発信による消費拡大

」効果的な倩報発信により、長崎恋らではの膿産物の消'拡大を目指します

取組みイメージ

生 産 者

MICE・新幹線閲業

訪聞客へのPR機会の出

長崎ならではの農産物・食文化

食品産業関係者

0

DMO・市場関係団体

連携した報発の実現

効果的な情報発信の実施

0

長崎産農産物の消費拡大

HP・SNS等の活用

広域的な報の実施
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第二次長崎市農業振興計画の取組指標

第二次振興画[前期画]の取組指標

上位成果指標

☆基本施策C3 次世代につながる林業を育てます

現況
指 標

(R 2)

1経営体当たりの農産物販売額

第二次長崎市農業振興計面 計画

個別施策1 業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てます

取組方針1-1 産地の効率性・収益性向上による経営安定の推進

現況 自標指 標
(R 2)(R 7)

【指標の説明の見方】
①指標の内容
②指標とした理由
@僕績値の把握方法
④目標値の考え

目
(R

5.0【刃千円

標
フ)

市'及び旋協系統の農産物の販売額

市内農産物の1経営体当たりの販売額。
青が滅少する中、1経営体あたりの産物販売額が増加す

興が図られていると考えられるため.ることで、

5.507干円果市堤・協・直売所等への調責により把握する。
④令和7繹度の市内産の産物販売額の目標値543円を業経
営体数986経営体【2020農林業センサス(確定値)]で除した額
を目標とする。

k舶びわ「忍つたより」の販売

指 標 の

r長蛇和牛・出Qばらいろ」の販売
[恐1ギ]

説 明

長師いち亡の販売

543

1市内産産物販売額

②販売額が増加することで、産物の消費拡大が図られてぃると
円考えられるため。

果市堤・協・直亮所等への胴査にょり把握する
④過去3年閻の高値(凡冗年度)を目標とする

指

①びわ良品極「なつたより」の販.
②市を代表する地域プランドである長岫びわなつたより」の販
売貴が増加することで、生産性の向上が図られると考えられるた

64,ot め

協系織の販売実績調査により把握する.
4 協第5次地域農業戦略に基づき、販先 1640tを目標とす
る

1市内産のプランド和牛長崎和牛・出ばらいろ」の販売丘。
②素牛価格力鴨騰する中、代褒的な地域プランドである「長帽和
牛・出ばらいろ」の販亮一が増加することで、生産性の向上が

663.(汁図られると考えられるため。
③霞協系織の販禿実緩調査にょり把握する。

協第5次地域戦略に基づき、販売 663.otを目標とす
る。

標

花きの販死

の 説

スマート農菰椴噐の導入戸数(累計)

明

450ot 485.o t

1市内産の「長岫いちご」の販売昆。
②市の代表的恋施設園芸品目である「長崎いち亡」の販売が増
加することで、生産性の向上が図られていると考えられるため

協系統の販禿実纓調査により把握する。
協第5次 業戦略に基づき、販 485tを目標とす

2,541千本

る

3,000千本

1市内産の「花き」の販売。

②市の代表的な施設園芸品目である r花き」の販先が増加する
ことで、生塵性の向上が図られていると考えられるため。

協系統の販売実績にょり把握する。
4 協第5次 業戦略に基づき、販亮 3,0{刃千本を自標と
する。

1ロポット技術や刈、1CT等の先抗技術を活用するスマート
機器の遜入戸数(累計) 0

②スマート農業機器の導入戸数が増加することで、スマート
20戸技術の普及が図られていると考えられるだめ。

③毎年度末時点での市事筵による把履と県及ぴJAへのによ
り把握する。

④迫近2力年の導入実編の平均である3戸/年の導入を目指す



取組方針1-2 多様な担い手の育成・確保

現
標

(R指

新規就農者数(累計)

1人.地プランに基づく歩業実施集落数(累計)
②中1山経営体への地集積及びそれに伴う事業化によって、人.
農地プランの実現につ恋がると考えられるため

5鑁落③人.地プうンの中1小経営体への地集橿に係るⅢ撲を実施し
た隻落数により把握する。

④令和3~5年度の補助事業の操想協議に基づき、毎年1集落の事
英冥施を目標とする。

1 地中問管理亦業により、担い手へ貸し付けられた地の面積
(累計)。

②面槙が増大することは、担い手への農地の集約につ及がると考
133b日えられるため.

中闇管理機構への照会により把握する③
@え2拝壌時点での累計実績78卜愉に、過去7坪の貸付実韻の平均
である十lh且を毎坪増やした数値を目標とする.

認定新規就農占数(累計)

況
2)

認定震裁者の年問農業所得目標逐成躍

標
フ)

者数(累計)0漸
②多様な担い手の育成・確保の状況を図る指標として、新
数の推移を指標とした

88人③毎年度末に長崎県新規相談センターほか閲係機閏に確認
し、把握する。

④直近3辱の平均値12名に多様な経営体として3名を加え、年閻
15名を目標値とする

営基盤強化促進法に基づき、市において課定した新規就
者数。

②認定した新規就者が増加することで、意欲ある震窯者の奮成
確保につながると考えられるため、

58人@認定散により把握する。
④第2期長岫市まち・ひと・し亡と創生総合戦略の策定時に辱増
加5人(平成26~30年度の認定者増加数の平均値)を目標とし
て設定した令和6年度の目標値53人に、更に5人を加えた数を目
標値とする、

1 経営基盤強化促進法墓づき、長崎市において認定した認定
業者のうち、経営改善計画の年間所得目標(400万円)を達成

している者の割合。
者の鰻業経営の向上につな②達成率が増加することで、認

鄭"'.,'。
@燥の「ながさき林業・農山村活性化計画」において、県全体
の認定業者のうち、霞業所得4(刃万円以上の認定震業者の割合
が約50%であることから、令和7丘度までその水準ぎで近づける
ことを目標とする

指

農築へルバーの紹介人数(延べ人数)

標 の

個別施策Ⅱ安心して業を営める環境づくりを進めます

取組方針Ⅱ一1 人・地プランに基づく地の有効活用

現況
標指 (R 2)

説 明

実質化されだ人・震地フランに基づく事業
実施拠落数(累創)

指標の説明

0集落

①長嫡市業センターによる無剥識業紹介における者等への
業へルパー紹介人数。

②紹介人数が増えることで、労力支援体制の強化につ悲がると考
えられるため。
@楓嶋市により紹介者数を把握する。

ヘルパー研修会の充実及ぴ受入側への周知を図ることによ4

震業へルパーを紹介した延べ人数の直近値150人(令和2坪り、
から、毎年度2名づつ増やしていくことを取組目標とする

160人

農地中問暗理事業による担い手への蹄地築
積面緬(案創・)

塾艇整備殴級燮霜数(累計)

自
(R

a涯盤整備取組地区数(累計)。
②基盤整備の取り組み状況を測るため。
③市独自による;巴握と関係機関への照会により把樫する。
④まず基盤盤備の新規工地区(先行地区)において、墓盤整備
を実行し、他地区への普及を目指す

0簗落

標
フ)



取組方針Ⅱ 2 営

指

.多面的朧能支払交村金による管理面犠

境の保全と地域

標

源の活用

現況
(R 2)

中山1瑚地既等連接支払交伯金による管理
面禎

目
(R

標
フ)

グリーンツーリズムへのぎ加番数

421ha

①多面的機能支払交付金制度に取り組む胡厳の理面湊.
②地域住民と一体となった活動組織が、地・用水路等の地
域資源を保全する共同活動を行う哩面横が増加することで、

456卜1日地や施設の適正管理ができるだめ理面橿数を成果指標とした。
③交付対急の協定面により把握する。
④活動計画を策定した活動組織の理面;の基拳値421卜la(令和
2年度)から毎卸度フト旧づつ増やしていく

取組方針Ⅱ・3 有害獣対策の推進

指 標

地蟻ぐるみによる有ホ烏獣舶獲隊の"立数
(累計)

指

の

1 地等の保全のため、中山闘地域箸直接支払制度に取の組む組
織の理面1 .

②耕作放棄地の典生防止なと多面的機能の増進を図る共同活動を
行う管理面槙が増加することで、地や施設の適正理ができる
ため管理面積数を成果指標とした。
③交村刻急の協定面により1巴握する.
④活動計画を築定レた活動組織の管理面槙の基準値105ha(令和
2年度)から毎年度2h白づつ増ゆしていく

15ha

説

標

4409人

明

荊獲隙による習誓応獣捕把頭数

1 寡民泊体験漁業体験箸、グリーンツーリズム体駿の捗加
者数.

②ツーリズム体験の参加者数が増加することで、山漁村の魅力
12,0(X)人と交流の拡大につ悲がると考えられるため。

③グリーンツーリズム実践団体への調杏にょり把握する。
④令和7年度までに、コロナ禍前の12,(×1)人(H28~30年度
平均)弐で増加させることを目標とする

①有齊獣被害に係る者・市民等の相談の件数。
②被害相談件数が減少することは、有害獣対築の成果や効果に
つながると考えられるため。
③市や有害獣相談センター等への相談件数により把握する.
④有害獣3刻策(防穫・棲み分け・楠獲)の充実により、有害
獣被害相談件数を年間約5%(約75件)削減する。

現
(R

況

2)

有哲応猷披害相談件数

目

(R

107組織

標
フ)

132組轍

①地蹴ぐるみによる有害獣捕獲隊設立数(累計) .

②捕獲隊が増加することで、自己防衛による、安心し戸環境
の整備につながるため。
倭淘年度末の捕獲隊の組織結成数にょり把握する。

事実行組合や自治会等単位での組織化の推進により、年5組
織増を目標とする.

1770頭

指

①捕獲隊による有害獣捕獲頭数。
卿曽加することで地嶬ぐるみの捕獲隊の組織化の推進や、捕獲技

22(刃頭術の向上につながると考えられるため.
③捕獲隊による報告により把握する。
4令和7年度薮でに22Ⅸ)頭の捕獲を目標とする

標 の

1,470件

説 明

1,100件



個別施策皿長崎ならではの産物の消を拡大します

取組方針Ⅲ・1 新たな販路拡大や消

標指

肢産物直売所の販売額

市内農産物の市民認知度

拡大の推進

現況
(R 2)

師びわ「なつたより」の販宛額

目

(R

30.1俺円

脱明指標 の

①主に地元産品を取扱う農産物直売所の販亮実績。
②地産地消の推進の効果が産物直禿所の販売額にあらわれると
考えるだめ。

30,1円③農産物直売所の販亮顎調査にて把胆する
④令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の影により、訪年
比1円以上増加していることから、目標値を現状と同頗の30.1

円とした

標
フ)

「 崎和牛・出ぱらいろ」の販売額〔暦年]

促的いちごの販売額

a漫師市内産物の市民の認知度。
②市内産物の市民認知度があがることで地産地消の推進や消費
拡大につながコていくと考えるため。
@長崎市の悲がさきの「食」市民意臓胴査により把握する。
④過去3年問の数値のうち、最も高い数値を(早成30年度) を目

標とする

Φびわの良品糧 r恐つたより」の販売額。
物の消拡大力智られてい②販売額が増加することで、

ると考えらえるため。
円協への調査により把握する.

協第5次地業戦略に基づく-164tに販売単価
1,507円/臨(H28年度~R2任度の異常値を除く平均値)を乗
じて得た額を目標とする.

1市内産のプランド和牛「長帽和牛・出ばらいろ」(枝肉)の
販売額。
②販売顎が増加することで、地元産物の消拡大が図られてい
るときぇらえるため。

円
により把握する。協へ

戦略に基づく販亮 663t1こ販売単価④農協第5
2,546円/kE(H28年度~R2岸度の早均値)を乗じてた額を
自標とする。

0浪師いちごの販売額。
②販売額が増加することで、一産物の消費拡大が図られてい
ると考えらえるため.

円協への胴査により把握する。
4 協第5次地域業戦蛤に基づく販亮量485tに販売単価
1363円/kg(H28年度~R2年度の平均値)を乗0て得た額を
目標とする。

Uきの販売額
乏飯売額が増加することで、地π農産物の消費拡大が図られてい
ると考えらえるだめ

円協への調査により把握する。
協第5次地業戦胞に基づく販売量3,0Ⅸ)千本に販売単価

フ7円/本(H28年度~R2年度の平均値)を乗して得た額を自
標とする.

81.1%

花きの販売額

25

取組方針皿・2

指

16.

の

長崎ならではの食材や食文化に対する意識の醸成

目標現況
標 (R 2)(R 7)

食卓の日の認知度

説

66

明

23

286% t「査により把握ずる.

①食卓の日を認知している人の割合。
②食卓の日の課知度の向上は、食材や食文化に刻する意識の醸成

指

④現在、136%であり、より多くの市民が r食卓の日」を課知し
ていることをめざし、年間3%の増加を目標値とレて設定した

0海岸業センターで実施している、ながさき伝統野菜稱座の受
稱者数。
区慶講者が増えることで、長岬恋らではの食材の認知が進むと考

45人えるため。

恒浸講者数により把握する。
④殻がさき伝統野菜を多くの市民に認知してもらうため、受講生
を毎年度5名ずつの増加を目標値として設定した

標



、.主な品目別の課題と振興方策



果樹

露地びわ

現状・課題

露地びわは、長崎市が全国トップの栽培面積と生産量を誇る果実ですが、近年は台風や寒害等の

度重なる気象災害の都度、生産量が減少しているほか、急傾斜地に階段状に展開する果樹園の土地

条件や有害鳥獣被害、農業者の高齢化、放任園の増加など様凡な問題を抱えています。

農林業センサスにおける販売目的で作付けした農家数は、令和2年は412経営体で、10年前

と比較すると64%と恋っています。

このような状況を克服するため、生産者・UA・長崎市・長崎県が一丸となり、日本一のびわ産

地の継続と発展を目指し、災害に強いびわ産地に向けた取組みや長崎びわ「なったよの」の生産拡

大.計画的安定生産の確立・ブランド化に取り組んでいます。

振興方策

「なったより」の生産販売振興(計画的な植栽、独自プランド化、スマート共同選果等)

災害に強い産地に向けた体制づくの(簡易ハウス導入、果樹共済・収入保険等加入促進、

低樹高化)

園地・園内道等の整備

施設.露地栽培での品種間りレー販売によるプランド確立

作業受委託組織による労力支援・新たな防除(ドローン防除等)の確立

園地台帳整備・指定園制度による販売戦略の確立

補完作物導入による経営安定の強化

集出荷施設の集約・整備強化

びわ講座等による定年帰農者等の担い手づくりの推進

振興方策

補助事業を活用した施設整備による栽培面積の維持・拡大

計画的安定生産の確立

ハウスの長寿命化・遊休ハウスの流動化

単収及び秀品率の向上

有利販売の確立

^ハウスびわ

ハウスびわは、生産農家の高齢化や施設の老朽化・ハウス資材の高騰等により、農業者や生産量

は減少傾向にあり、農地条件が良好な地域においては、施設の長寿命化対策や面積拡大及び定年帰

農者等の就農があるものの、栽培面積も減少傾向にあります。

また、燃料価格の問題や暖房機の老朽化等から、生産コストの増大が懸念されています。

轟高、

3
4
5
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^みかん,・中晩柑
現状・課題

みかんは、県内に大きな産地があります。近年の気象条件により、果実の品質・単収が不安定で

販売価格が低迷しており、 JA統ーブランド「長崎の夢」・「味ロマン」のブランド率向上に向け

た栽培技術向上が課題であり、高品質果実の安定生産が必要です。

中晩柑は、不知火・津之望恋どの優良品種への改植が進んでいます。

振興方策

1 優良品種への品種構成の転換・早期成園化

2 マルチ被面積の拡大・根域制限栽培等の新技術への取組

み恋どの高品質安定生産の推進
,§、

、、

3 長期貯蔵技術の確立普及

4 柑橘類・果樹類品種構成の見直しによる労力分散

^もも・なし・ぶどぅ

もも・なし・ぶどぅは、生産量は多くありませんが、地域の特産となっており、施設栽培も行わ

れています。ぴわや柑橘類と時期が異なることから、労力分散が可能な品目となっています。しか

しながら、いずれも生産量や品質向上が課題となってぃます。

興方策

もも

●適正栽培管理の徹底による単収・品質の向上

●優良品種への更新による若返り

恋し

●栽培管理技術の統一と向上

●共同販売体制の確立

6{どう

●新品種等の導入

●栽培管理技術の統一と向上

●新規販売先の早期開拓による有利販売

●栽培管理技術の確立と向上による品質の向上

●加工品開発の推進と認知度の向上

歴史性や物語性のあるザボンやゆうこう、新たな生産が検討され

ているアボカドやレモンは、栽培面1 や生産量が少ないため、消費

拡大や加工品の開発にむけた取組みを推進し、生産の拡大を進める

必要があります。

^ザボン・ゆうこう・アボカド ・レモン



^いちご

野菜

現伏・課題

いちごは、長崎市南部地区・東部地区・琴海地区で生産され、新規就農者や若い農業者が多い品

目であり、長崎市の主要農産物のーつです。現在、優良多収量品種「ゆめのか」に転換されておの、

収量と単価が安定しています。

荻た、農林業センサスにおける販売目的で作付けした農家数は、令和2年は73経営体で、10

年前と比較すると62%となっています。

なお、生産販売における課題としては、品種の転換期による安定生産技術の確立、単収の格差、

生産の省力化及び出荷調整作業の効率化などがあげられ荻す。

振興方策

1 安定生産技術の確立・単収の格差是正

2年内出荷比率の向上・大玉果生産の確立

3 ハウスの長寿命化・遊休ハウスの流動化

4 電照や自動化ハウス設備導入に加え、 1CTを活用した環境

データに基づく制御技術の確立

5 出荷調整作業の労力軽減・JAハッケージセンター構想の進捗

6 出荷市場集約等による安定販売

アスパラガス

現状・課題

アスパラガスは、単価.収益性とも比較的安定している品目であり、琴海地区を中心に、新規就

農者も多い品目です。しがしながら、夏場の高温期の作業と品質低下、単収の個人格差、株の老齢

化、連作障害による収量低下などが課題となっています。

なお、琴海地区では、ホワイトアスパラガスも生産されています。

振興方策

高齢株園の更新・株の若返りによる安定生産

夏場の下温対策による品質向上と作業性向上

ハウスの長期利用化・遊休ハウスの流動化

低単収農寡に対するサポート

1
 
2
 
3
 
4



2 -3

現状・課題

ミニトマトは琴海地区を中1山に生産され、収益性の高い品目といえますが、生産コスト等の上昇

や単価の下落にょり経営の伸び悩みが生じています。

また、施設・設備への投が必要であることや、労働時間が長いことから、個んの規模拡大が進

んでいない状況にあります。

振興方策

1 生産コスト削減による所得の向上

ハウス設備導入による省力化・高品質化

出荷調整作業の軽減

i野菜類(ほれいしょ・しょうが・新規野菜・伝統野菜等)2-4

野菜類では、「ばれいしょ」Πほうれんそう」「しょうが」「ねぎ」「すぃか」「とまと」「伝

統野菜」恋ど小規模で豊富な種類の野菜類が生産されています。

まだ、都市近郊型農業として生産されていますが核となる品目に乏しく、個んの生産者が中央卸

売市場や直売所などへ出荷しています。

今後、異なる作物のりレー栽培の'入、新規作物(ブロッコリー等)の作付け、物語性のある伝

統野菜の活用向上による生産量と経営の安定が課題となっています。

興方策

1 核となる品目の選定・誠作及び作付の推進

定年帰農者や直売所出荷型農業者などを対象とした生産の推進

加工・業務用向け露地野菜の推進

省力化小規模園芸ハウス導入による高品質生産の確立

ミニトマト

2
 
3
 
4
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^菊
現状・課題

菊は、周年栽培を基本としていることから、台風などの気象災害対策として高規格ハウスが導入

されており、長崎市の土地条件から圃場分散型や他市への出作等の栽培形態と恋っています0

農林業センサスにおける販売自的で作付けした農家数(花き甕動は、令和2年は156経営体で、

10年前と比較すると70%となっています。

施設の省力化.自動化、省力化品種への転換等をおこなっていますが、なお労働時間の多さや労

力不足が生産性の低下の一因となっています。

近年、輸入花きの増加や需要低迷により、花きの消費拡大に向けた二ーズの喚起も課遉と恋って

います。

花き

開花調節や複合環境制御技術導入による施設回転率の向上・品種の転換及ぴ雇用労力確保1

よる高品質生産

適正管理の徹底による重要病害虫対策の徹底と需要期安定出荷

生産コストの低減

物日.祭事等の花定着・公共等消費・祭事直販など新需要の創出

統ーブランドの確立や市場等連携による単価安定・スマート農業の確立

3-2

現状・課題

草花類は、若い農業者が比較的多い作物となっており、三和地区や琴海地区において、施設面積

の拡大.ハウス設備の充実が図られています。比較的小規模でありますが年齢層が若い産地である

ことから、今後なお一層、品質と所得の向上に向けた取組みにより、産地の発展が期待されていま

す。

野母崎地区を中1山とした日本水仙、古賀地区では「花木」が生産され、その歴史は古く、高い評

価を得ています。

草花(トルコギキョウ・キンギョソウ・ストック・水仙等)'花木

振興方策

草花施設の省力化・自動化及び雇用労力確保による高品質生産

消費者二ーズの把握による作付作物・有望作物(ユーカリ・ほ

おずき)の選定

新規生産者の掘り起こし等による水仙産地の継続

物日.祭事等の花定着、公共等消費及び祭事直販など新需要の

創出

2
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畜産

現状・課題

畜産は、肉用牛(肥育・繁殖)、乳用牛、養豚、養鶏及び酪農に大別され荻す。「長崎和牛・出

島ぱらいろ」は、生産者と関係機関が一体となってブランド化に努めていぎす。

長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等によると、肉用牛の飼養戸数は令和2年度でで22戸となって

います。

肉用牛の肥育農業者においては、近年の素牛価格の高止まりによる生産コストの増大を受け、J

Aでの繁殖雌牛飼育の委託によの素牛導入コスト低減を図っております。

また、家畜ふん堆肥が余剰状態となっているため、野菜や果樹生産恋どの耕種部門と畜産部門と

の連携を行い、堆肥の消拡大に取組んでいます。

なお、畜産経営においては、寡畜伝染病の予防強化と危機管理体制の充実が図られています。

興方策

低コスト生産による経営の安定

飼育頭数の確保・耕畜連携の推進

家畜疾病防疫体制の強化

農産物直売所

・課題

直売所の飽和やスーパーのインショップの展開等によって、店舗数は減少傾向にあるものの、新

型コロナウィルス感染拡大の影響による内食需要にょり、長崎市内の農産物直売所の全体売上げは

増加傾向にありぎす。

しかしながら、開店時間が早い時間帯であることが多く、出荷者の減少によって夕方には品切れ

状態となる恋ど、消費者の多様な二ーズに十分に対応できてい恋い状況が生じていることから、定

年帰農者などの就農を促進し、直売所への農産物供給者の増大が図られてぃます。

振興方策

農産物品揃えの拡充・人気商材の選定・店舗間産地間交流の促進

集客力の強化及び地産地消の推進と地元農産物の消拡大

計画的な周年生産の推進・顧客二ーズに応じた生産体制の確立

ポジティブリスト制度対応とGAP (農業生産工程管理)の取組み

加工品の開発・6次産業化に向けた取組み

生産者が安1山して出荷できる体制づくの

2
3
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人・農地プランについて

人・農地プランの実化

長崎市においては、平成24~25年度に、今後の中心経営体、農地の利活用方針及び地域農業

のあり方等を定めた「人・農地プラン」を10地区24集落において作成しました。

令和元年5月に農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたこ

とに伴い、「人.農地プラン」を核に、農地の利用集積・集約化を一体的に推進していく方針とな

り、人.農地プランを実質化するための具体的な進め方が示されたため、これに基づき、12地区

26集落で人.農地プランの実質化とプランの実現に向けた取組みを進めていきます。

人・農地プランの実質化のプロセス

1アンケートの実施

対象地区内の耕地面の少
なくとも過半について、

業者(耕作者又は地権者)
の年齢と後継者の有無等を

アンケートで確認

実化プラン策定後の取組み

実質化プラン策定時に把握した対象農地について、所有者の意向把握を行い恋がら、将来的な経

営農地をストックし、農地中間管理機構を通じた賃貸借のほか、集落の実情に応じた小規模(5ha

未満)又は大規模(5ha以上)の基盤整備等により、中1山経営体等へ農地の集約化を行います。

集落名地区集落名地区名

外海茂木南部大崎

硲 宮摺
三和千々外況

北浦茂木北部
外旧 、

田手原
.

配 太田尾・飯香浦野母崎

茂木ゾ}
矢上・日見琴海

②現況把握

1を地図化し、 5年~10

年後に後継者がいない
地の面を「見える化し、

話し合いの場で活用

三重

・香焼

12地区

①、②を基に、業者、自治体、業委員会、
JA等の関係者が徹底した話し合いを行い、 5
年~10拜後の地利用を担う経営体(中脚経
営体)や将来方針を集落ごとに決めていく

地の集約化にする将来方の作成

旧市西部

その他旧市

神浦

黒

川原・宮崎

蚊焼・布巻・藤
田尾・為石

高浜・野母・脇
岬・樺島

長浦・戸根・戸
根原

手熊・柿泊

旧市中央部

旧市南部

旧市北部

高

伊王

88

Ⅲ市両諸
モの他1Ⅱ,1i

鵡寸

形上・尾戸

村松・西海

高

伊王島・香焼

〆
ノ

東長崎

.
一

石
見

戸
古
式
三

正二

f元
、
一

=
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茂木南部地区

地区の現状

◆地区内で生産されている「びわ」は、「長崎びわ」として地域ブランド化され全国に出荷されてい

ます。

◆一部農家で「ぴわ」の優良品種である「なつたより」の改植・補植が進められ、収穫量も増加傾

向にあります。

◆有害鳥獣被害(シカ・イノシシ)が深刻化しています。

茂木南都地区マスタープラン概要図
^毛生■゛具◆血■^1

地区の王要課題

◆「びわ」を中心とした農業振興
●岬●ι^ ,00 ●●直● ■^

貞^■

◆新たな担い手、経営体の育成・確保 旦●^^昏

◆営農環境の改善

^

地区の取組方針 屑●●●

年,^

◆「びわ」を中1山とした産地の振興に努めます。

◆優良農地を中心とした生産基盤の維持、保全に

努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた

取り組みを推進します。

千々・大崎・宮摺

人・農地プランの概要

◆農寡の後継者や新規参入者の確保が課題となっています。

◆気象災害により大きく経営が左右される産地であり、加えて有害鳥獣被害対策を含め、災害に強

い継続できる産地づくりと集落を活性化する取組みが必要です。

実質化の方針

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画、農地利用最適化アンケー

トを活用し、意向把握に努めます。

◆中山間地域等直接支払や多面的機能支払及ぴ実質化人・農地プランの推進の中で、人と農地のマ

ツチングを行い、機構集積協力金を含めた、地域での農地集約の取組みを加速化します。

◆UAが開催するびわ講座修了者の受け入れや地域外のボランティアとの連携など、外部から人を

呼び込める環境整備を進め、農地の流動化と集落の活性化に取の組んでいきます。

人・農地プランの実質化

、

=



茂木北部地区

也区の現状

地区内では地域ブランドとして全国に出荷されている「ぴわ」をはじめ、「ポンカン」「みかん」「恋

し」「ハウスもも」などの果樹類、「ねぎ」Π長うれんそう」を中心とした露地野菜、「いちご」など

の施設野菜、「きく」「シクラメン」恋どを中心とした花き類、畜産類など、多種多様な農産物が生

産されている地区となっています。 茂木北部地区マスタープラン概要図

畿
^^■乱◆■早^

地区の主要課題

◆「びわ」を中心とした農業振興 ,.■■■竪

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

◆農村環境の維持・保全 皿●■■
●,■,冨

◆営農環境の改善 .●.●●●疊^^●

雫写.

◆多様な農業生産活動の支援

北浦・田手原・太田尾・飯香浦・茂木

人・農地プランの概要

◆「びわ」や「柑橘類」を中j山とした産地の振興

に努めます。
E^'●●^

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた
^●^

」=一三^

取り組みを推進します。

◆生産基盤の改善を図るとともに、営農環境の維持、保全に努めます。

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、地区内の農業振興に努めます。

'

^^^.
^●^^

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農

業者や認定新規就農者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆市街地に近い立地条件を活かし、直売所向けの出荷を推進し、老朽化したハウスの長寿命化や水

利施設の適正管理に努め、後継者を中心とした担い手が農業に参入しやすい環境を整えるととも

に、グリーンッーリズムや6次産業化等、農業以外の他産業との連携によの、外部から人を呼び

込む取り組みを進め、農地の流動化と集落の活性化に取り組んでいきます。

人・農地プランの実質化

◆集落内の斜面地では、果樹類等が栽培されており、過去に基盤整備を行った平坦恋農地もあるが、

農地が狭小で点在しているため、農地の利用集積・集約化が進んでいません。

◆イノシシによる被害で営農意欲が低下しています。

◆過去に畑地かんがい施設が整備されたが、整備から 30年以上が経過しており、ポンプやタンク

の老朽化に伴う維持管理が負担となっています。

'

.'
●^■●冨皿写
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東長崎地区

地区の現状

◆地区内では、「いちご」などの施設野菜、「しょうが」などの露地野菜、「菊」などの花き類のほか、

植木産業が盛んな地区となっています。

◆地区内には「長崎市農業センター」のほか、「長崎市中央卸売市場」、「長崎花市場」、「長崎市植木

センター」など農業関連施設や物流拠点が多く点在しています。

◆地区内は国道(34号)沿いを中1山に都市化が進展していますが、地区内には6箇所の直売所があ

の、地元で生産された新鮮な農産物を都市部の住民へ提供する場として活用されています。

地区の主要課題
東崎地区マスタープラン概要図◆既往の農業生産活動を活かした農業振興 ^E"●■●^

◆新たな担い手、経営体及び集落営農機能の育成・確保

◆農村環境の維持・保全 .舌●■ ●●●個■卑

◆営農環境の改善

矢上・日見・戸石・古賀

人・農地プランの概要

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、地区内の農

業振興に努めます。

◆将来を担う多様恋経営体の育成・確保に向けだ取り組

みを推進します。

◆生産基盤の改善を図るとともに、営農環境の維持、保

全に努めます。

'

実質化に向けた課題

◆農地が小規模かつ急傾斜で、耕作道がない農地も多く、イノシシ等の有害鳥獣による被害も拡大

しておの、耕作放棄地が増加しています。

◆集落の一部地域においては、新幹線整備に伴う減渇水対策として、新たな水利施設が整備されて

おり、有効利用を図る必要があります。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められているが、担い手の確保が課題となっています。

'

^

、

'ι美

'1゛
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人・農地プランの実質化

ル所^

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農

業者や認定新規就農者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆集落の現状に合っだ基盤整備を進めることにより、新だな担い手へ農地を集約化します。

'

時
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三重地区

◆地区内では、水稲、柑橘類、野菜類、畜産などが生産されており、特に畜産の「長崎和牛.出島

ぱらいろ」は長崎市の主要ブランドとして中部圏を中心として都市部への出荷も盛んとなってい

ます。

◆地区内で生産された水稲、野菜類などの多様な農産物は、直売所を中心に出荷されています。

◆比較的市街地に近く、地区内には「あぐりの丘」や「市民農園」もあることから、都市部住民の

農業への理解の促進や憩いの場として親しまれています。
三重地区マスタープラン概要図

'

三重・式見

人・農地プランの概要

地区の主要課題

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

◆農村環境の維持・保全

◆新たな農業生産活動による農業振興

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、地区

内の農業振興に努めます。

◆多様な営農支援を積極的に推進し、農村環境の

維持・保全に努めます。

'

実質こ向けた課題

◆高齢化や後継者不足、イノシシやヒヨドリ1こよる有害鳥獣の被害が拡大しており、耕作放棄地の

増加が課題となっています。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められており、優良農地の確保が期待されています。

^写0●●■卑^●

実質の方、

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定辰

業者や認定新規就農者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆集落の現状に合った基盤整備を進めることにより、新たな担い手へ農地を集約化します。

◆直売所向けの出荷を推進するほか、農産物の加工にも取り組みます。

人・農地プランの実質化



旧市西部地区

◆地区内は手熊川流域と小江川流域で形成され、「水稲」のほか、「だまねぎ」などの露地野菜、「ぷ

どぅ」、「柑橘類」などの果樹類など、多様な農産物が生産されています。

◆高齢化が進んでいますが営農意欲が高く、農地は比較的活用されています。

◆市街地に近い地区の東部(柿泊町付近)では、一部宅地化が進んでぃるほか、地区内には「ファ

ミリー農園」もあることから、都市部住民の農業への理解の促進や憩いの場として親しまれてぃ

ます。
旧市西部地区マスタープラン概要図

術地区の主要課逮

◆新たな担い手、経営体の育成・確保
^宝亜き肌●重宰^

◆農村環境の維持・保全

◆営農環境の改善 '曇^'

'

手熊・柿泊

人・農地プランの概要

地区の取組方針

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、

地区内の農業振興に努めます。

◆多様恋営農支援を積極的に推進し、農村環

境の維持・保全に努めます。
^

実化に向け大。果'頁

◆農地が小規模かっ急傾斜で、耕作道がない農地も多く、イノシシ等の有害烏獣による被害も拡大

しており、耕作放棄地が増加しています。

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農

業者、認定新規就農者や法人の受入れなどを促進することにより対応します。

人・霞地プランの実質化

■^
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その他旧市地区

地Xの現状

◆平地部から斜面地にかけて、地区全体が都市化しています。

◆都市化した宅地周辺の斜面地などを中心に、花き類や露地野菜や果樹類など少量多品目で生産さ

れています。

◆生産された作物は直売所への出荷や自家消費が中山と恋っています。

◆市街地に近く、地区内には「市民農園」もあることから、都市部住民の農業への理解の促進や憩

いの場として親しまれています。
その他旧市地区マスタープラン撮要図
^宅重■■"●■^

地区の主要課題

◆農村環境の維持・保全
^,^

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

地区の取組方針

◆多様恋営農支援を積極的に推進し、農村環境
0

の維持・保全に努めます。
語^畔

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、地
^

区内の農業振興に努めます。
■^■●電^4

◆食育を通しだ都市と農村部の交流促進に努め

ます。 ^^ ^

旧市中央部・旧市南部・旧市北部

人・農地プランの概要

人・農地プランの実質化

実質ヒこ向けた課題

◆農地が小規模かっ急傾斜で、イノシシ等の有害鳥獣による被害も拡大しており、耕作放棄地が増

加しています。

'

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農

業者や認定新規就農者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆市街地に近い立地条件を活かし、直売所向けの出荷を推進するほか、都市と農村部の交流を進め

ることで、農地の有効活用を図ります。

=



外海地区

◆「大中尾棚田保全組合」や「外海ツーリズム協議会」などの団体が多様なグリーンツーリズム活

動を積極的に展開しています。

◆道の駅「タ陽が丘そとめ」にある直売所へ出荷する農家が多くなっています。

◆営農者の高齢化が顕著な地区で、新たな担い手や後継者が不足している状況です。

'

神浦・黒崎

地区の主要課題

◆農村環境の維持・保全

◆新たな担い手、経営体の育成・確保

人・農地プランの概要

地区の取組方針

◆多様な営農支援を積極的に推進し、農村環境の

維持・保全に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた

取り組みを推進します。

◆ツーリズム活動を通した都市と農村部の交流促

進に努めます。

実質化IL向け戸。果題

◆集落内には日本棚田百選にも認定された大中尾棚田があり、隣接集落には市内で唯一の道の駅「タ

陽が丘そとめ」内に農産物直売所があるため、水稲や直売所向けの野菜が生産されてぃます。

◆本集落は市内でも最も高齢化が顕著な地域であり、深刻な後継者不足とそれに伴う耕作放棄地の

増加が課題となっています。

外海地区マスタープラン機要図

質化の方針

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し中1山経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農業

者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応します。

◆大中尾棚田を中心に、外部から人を呼び込める環境整備を進め、農地の流動化と集落の活性化に

取の組んでいきます。

◆「ゆうこう」等の特産農産物の加工品のPR販売や、グリーンツーリズム体験メニューの充実など、

外部から人を呼び込める環境整備を進め、農地の流動化と集落の活性化に取の組んでぃきます。

・農地プランの実質化



和地区

◆川原.宮崎集落を中1山として、「びわ」などの果樹類や「キンギョソウ」、「トルコギキヨウ」恋ど

の花き類の生産が盛んな地区と恋っています。

◆地区内で生産された上記品目以外の果樹類、野菜類などは地区内の直売所へ出荷されています。

◆地区内には基盤整備された農業団地や比較的平坦でまとまった土地があり、良好な農業生産基盤

'

川原・宮崎・藤田尾・為石・蚊焼・布巻

人・農地プランの概要

が確保されています。

地区の主要課題

◆「びわ」を中1山とした農業振興

◆農村環境の維持・保全

◆意欲ある経営体、リーダーの育成・確保

也Xの取予方針

◆「びわ」や「花き類」を中1山とした産地の振興

に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向けた

取の組みを推進します。

◆多様な営農支援を積極的に推進し、農村環境の

維持・保全に努めます。

三和地区マスタープラン概要回
^^宅"●■●^

^卑

◆宮崎ダム周辺に基盤整備されてまとまった農地があるが、土壌条件が悪いだめ、放任園も多い。

◆施設の老朽化に伴う維持管理や、水源の確保恋どが課題となっています。

◆基盤整備に向けた協議や現地検討が進められているが、担い手の確保が課題となっています。

謡語篭11獣.

分

^..■^●与邑

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し、中1山経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農

業者や認定新規就農者の受入れなどを促進することにより対応します。

◆定年帰農者や移住者など、地域外からの新規就農希望者の受け入れを促進し、農地の流動化と集

落の活性化に取の組んでいきます。

人・農地プランの実質化

^■,^■●早●
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野母崎地区

地区の現状

◆兼業農宏が多く、「びわ」のほか、 D勝借」、 b村Ⅲ」などが生産されています。

◆生産された作物は、全体的に直売所への出荷や自家消費が中心と恋っています。

◆ bN山」は野母崎地区の特産晶と恋っており、地区内にある水仙の里では毎年1月に「のもざき

水仙まつの」が開催され、多くの観光客で賑わっています。

◆近年、山問部などを中心としてイノシシ等による有害鳥獣被害が生じています。

高浜・野母・脇岬・樺島

地区の主要課題

◆既往の農業生産活動を活かした農業振興

◆新た恋担い手、経営体の育成・確保

人・農地プランの概要

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、

地区内の農業振興に努めます。

◆将来を担う多様恋経営体の育成・確保に

向けた取り組みを推進します。

'

野母崎地区マスタープラン概要図
^萱亜昔●●堰■^剛

実質化に向けた課遉

◆高齢化や担い手不足は深刻であの、イノシシによる被害も多発しており、耕作放棄地の増加が課

題と恋っています。

夫質化の方

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定農業

者や認定新規就農者の受入れを促進することによの対応します。

◆定年帰農者や移住者など、地域外からの新規就農希望者の受け入れを促進し、農地の流動化と集

落の活性化に取り組んでいきます。

●^●■●』■^^^
●直冒●卓^

人・農地プランの実質化

岩き゛卦

N



琴海地区

◆形上.尾戸集落及び長浦.戸根・戸根原集落を中1山に良好な営農環境が構築され、市内でも有数

の農業が盛んな地区と恋っています。

◆地区内では、「水稲」のほか、「いちご」「アスパラガス」「ミニトマト」恋どを中1小とした施設野

菜、「柑橘類」、「ハウスもも」「ぶどう」を中心とした果樹類など、多様な農産物が生産されてい

ます。

◆地区内には「市民農園」があり、都市部住民の農業への理解の促進や憩いの場として親しまれて

います。

琴海地区マスタープラン概要図地区の主要課題

術
^重■血"暑邑●^■

●血^

◆農村環境の維持・保全
嵩諸1叶

◆新たな担い手、経営体の育成・確保 ^
■と^

◆営農環境の改善
王契幣..叶.'ー

地区の取組方針 ^●●●^邑^曜^

詔北、邑'W-1

◆地区内の連携強化を図り、農産物を安定して
^'供給できる産地の育成に努めます。

◆将来を担う多様な経営体の育成・確保に向け

た取り組みを推進します。

◆多様恋営農支援を積極的に推進し、農村環境

の維持・保全に努めます。

◆意欲ある農業生産活動を積極的に支援し、地

区内の農業振興に努めます。

'

西海・村松・長浦・戸根・戸根原・形上・尾戸

人・農地プランの概要

人・農地プランの実質化

'

実質化に向けた課題

◆みかんや中晩柑、アスパラガスを中1山に、多品目が栽培されており、主にJA系統の直売所への出

荷が行われているが、生産者の高齢化が進んでおり、担い手不足が課題となっています。

◆新規就農希望者は増えていますが、条件のいい農地が不足しています。

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等により、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

◆農地中間管理機構を活用し中心経営体への農地の集約を図るとともに、入作を希望する認定辰業

者や認定新規就農者の受入れを促進することにより対応します。

◆基盤整備地区は、施設園芸及び水田畑地化の取組みを進めるとともに、樹園地においては、施設.

露地栽培の安定生産を促し、小規模基盤整備を行いながら継続的恋活用を図のます。また、グリ

ーンッーリズム活動など、外部から人を呼ぴ込む体制を整備することで、農地の利活用を推進し

ます。



伊王島・香焼地区

地区

◆大半が自給的農寡であり、一戸当たりの耕作面積が少なく、生産者の高齢化やイノシシ等の有害

鳥獣被害によの、遊休農地が増加しています。

地区の王要課題

◆農村環境の維持・保全

伊王島・香焼

地区の取組方針

◆遊休農地の有効利用を図り、地域内での栽培の推進に努めます。

◆農村環境の維持、保全に努めます。

◆農地利用最適化アンケートをはじめ、認定農業者の農業経営改善計画や、認定新規就農者の青年

等就農計画等にょり、新規参入や規模拡大の意向を把握します。

'

高島地区

地区の現状

◆農地が小規模かつ生産者の高齢化が進んでおり、農業生産基盤が極めて弱い状況にあります。

◆炭鉱住宅解体跡地を利用して、高島フルーティートマトのハウス栽培を行っており、企業参入に

より経営がなされています。

◆地区内には「市民農園」があり、近隣住民の農業体験の場として親しまれています。

地区の要課題

◆営農環境の維持・保全

高島

地区の取組方針

◆生産基盤の改善を図るとともに、営農環境の維持、保全に努めます。

◆高島トマト、メロンの生産性の向上に努めます。

◆農地利用最適化アンケートにより、規模拡大の意向を把握します。

◆農産加工品の開発・販売や、新規品目の検討に取の組んでいきます。

◆グリーンツーリズムや6次産業化等、他分野との連携により、地域外から人を呼び込む取り組み

を進め、集落の活性化に取り組んでいきます。

'

匡

き
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,.計画の推進体制



計画の推進について

計画を実現するためには、農業者、消費者、食関連産業・観光・商工分野及びJA等関係機関が

多様恋主体として相互に連携し、共通認識を醸成し、長崎市ならではの農業振興にむかって各種取

組みを推進する必要があります。

第一次長崎市農業振興計画の後期計画においては産地振興と地域農業振興との車の両輪により

事業を展開してきましたが、第二次長崎市農業振興計画においては、長崎市の農業が次世代にっな

がる産業となることを目指し、様勺な関係機関の連携のもと三つの視点から施策展開を図ります。

具体的には、農業の生産性を高め、次世代を担う多様な経営体を育てる「産地・担い手」、安心

して農業を営む環境づくりを進める「地域・環境」、長崎ならではの農産物の消費を拡大する「販

売.消費」の3つの個別施策による取組みを進めることを基本としています。

本計画の推進により、長崎が誇る高品質な農産物の供給と魅力の発信が図られるとともに、本市

の農業を職業としての魅力を高め、次世代につなげていきます。

関係者等の役割

生産者・地域の役割

生産者は、農業及び地域の担い手として、本計画の目標達成に向けて意欲的に農業経営に取組み、

自らの農業経営に努めるほか、農業集落の一員として、営農環境の保全や新た恋担い手の受入支援

など、集落の農業の将来像として策定した実質化された人・農地プランの実現に向けた取組みが求

められています。

本計画の取り組みの主体であの、行政と農業関係団体等が積極的に支援を行う必要があります。

農業関係団体等の役割

農業協同組合は、組合員である農業者のための地域に根ざした組織として、多岐にわたる事業を

行っておの、消費者や関連産業等との連携を図り恋がら、担い手や産地の育成、流通販売の強化及

び地域の活性化などに中1山的恋役割を担っており、地域の農業を牽引するより一層のりーダーシツ

プが期待されています。

農業委員会は、市議会の同意を得て市長から任命された農業委員と、農業委員会から委嘱された

農地利用最適化推進委員が連携し、地域農業・集落の中心的な役割を担うほか、行政等の関係機関

と密接に連携しながら、農地集積・流動化、農業者の育成、実質化された人.農地プランの実現に

向けて重要な役割を担っています。



2 -3

農産物等食料の生産加工、流通及び販売に携わる事業者は、生産者と消費者をつなぐパイプ役と

して地元農産物の積極的な活用を促進し、安定的かつ効率的に利用されるよう流通の確保に努める

とともに、社会情勢の変化により多様化する消者の二ーズを的確にとらえ、柔軟性.即応性を持

つて供給・提供などをさらに展開していく必要があります。

まだ、 6次産業化などの農産物の新なる価値の創出や情報発信が期待されます。

関連事業者仂nl・流通・販売・食関連産業等)の役割

^市民(消者)の役割

市民は、農業・農村が持っ食料供給や環境保全等の多面的な機能の価値を理解し、地域で生産さ

れた農産物を積極的に消費する意識を持ち、応援・参加し、その価値を内外へ発信していく役割を
担っています。

2-5 長崎市の役割

長崎市は、農業関係団体等及び国・県などとの相互の連

携を図りながら、地域の農業者の最も身近な行政機関とし

て、この計画の実現に向けて、必要な施策の展開を積極的

に推進していきます。

また、社会経済情勢の変化、生産者や市民の二ーズをふ

まえつつ、着実に計画を推進していくため、取組みの進行

管理・評価・改善を行います。 ^

本計画の策定主体であり、長崎市の農業振興を図る方針である、「産地・担い手」「地域.環境」

「販売・消費」に係る取組みの推進により、次世代につながる農林業を育てます。

2-6

長崎県においては、令和3年度からの長崎県の農林

業・農山村の目指す姿と施策方向性を示した「第3期

ながさき農林業・農山村活性化計画」を策定し、農林

業の生産性向上等にょの産地の維持・拡大を実現する

「産地対策」と、多様な住民が活曜し、支えあう持続

可能な集落を実現する「集落対策」を車の両輪として

長崎県への期待

施策を展開し、地域の雇用と所得を確保するとされ
^^^■^^

畏崎県庁舎

ています。

本市農業の実情に応じた効果的な施策展開、サボート体制の充実及び財政支援措置など、 長崎市

農業振興計画が円滑かっ効率的に推進できるよう積極的な支援・指導を期待します。

'゛▲

長奇市俊上庁舎(本館)

^^

^



国への期待

国においては、令和2年3月策定の「食料・農業・

農村基本計画」では、農業者が減少する中にあっても、

各般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも J和.
対応できる国内農業の生産基盤の強化を図ることによ

り、需要の変化に対応した食料を安定的に供給する役

割や、農業・農村における多面的恋機能が将来にわた

つて発揮され、我が国の食と農の持つ魅力が国内外に

輝きを放ち続けるものとなるよう、食料・農業・農村

が持続的に発展し、次世代を含む国民生活の安定や国

際社会に貢献する道筋を示すことが重要なテーマされています。

本市の実情に応じた、施策の展開、交付金等の各種制度や財政支援の充実並ぴに関係法っの整備

など、さらなる支援・指導を期待します。

ミ
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ミ
一
ミ

、
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、
●
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計画の推進体制イメージ

●業及び地域の担い手としての、欲的な
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計画検討の経緯

本計画の案の作成にあたっては、長崎市農業振興計画審議会(以下「審議会」という。)を新た

に設け、計5回にわたり審議会を開催しながら、人・農地プラン地区別懇談会、 JA、長崎市農業

委員会、長崎市議会及び長崎市戦略会議等において意見をいただくとともに、令和3年10月20

日から令和3年11月20日までパブリックコメントの募集によの、幅広い意見を取り入れながら

意見の集約や施策・取組みの検討を行いました。

審議会の内容等については、以下のとおりです。

開催日

令和2年

10月20日

(火曜日)

会議等

令和2年度

第1回審議会

令和3年

3月17日

(水曜日)

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の策定時期の延期
及び現行計画の計画期閻の延長について】
【第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の推進について】
.令和元年度及ぴ令和2年度の取組み

・重点的取組みの推進

.(仮称)第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の策定に向
けて

令和2年度

第2回審議会

令和3年

7月6日

(金曜日)

主な内容

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の策定につ
・審議会委員及び事務局臓員紹介
・会長及び扇"会長の選出

・計画策定の主旨

.現行計画の説明と、振り返り、今後の方向性
・次回計画骨子(案)検討

令和3年

8月11日

(水曜日)

令和3年度

第1回審議会

(書面開催)

令和3年度

第2回審議会

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]体系の検討】
・第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の振り返り、今後の
方向性

・計画の骨子

・計画体系図(案)

令和3年

12月24日

(金曜日)

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]素案の検討】
・第一次長崎市農業振興計画[後期計画]の振り返の、今後の
方向性

.第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の体系

.第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の構成

.第二次長崎市農業振興計画〔前期計画]の取組指標

令和3年度

第3回塞議会

【第二次長崎市農業振興計画[前期計画]最終案の検討】
・第二次長崎市農業振興計画[前期計画]の最終(案)の検討
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「長崎市農業振興計画審議会」名簿

委員名

に耻かかずRの

田中一成長

副会長

委員

豪コうら

松浦慎吾
しんご

委員

石井計行

ありただいさく

有由大作

かとうきょのり

加藤清紀

とりこええコこ

鳥越悦字

長崎県立大学

団体名等

かずゆき

委員

長崎西彼農業協同組合

委員

一般社団法人長崎県農業会議

委員

長崎県立大学

長崎市中央卸売市場

運営委員会

長崎市農業委員会

役臓名

地域連携センター

特任教授

営農経済部長兼

担い手支援センター長

農業経営相談所

農業経営アドバイザー

情報システム学部

教授

事務局

委員

ふかがわ

深川伸次

蒜コうらゆきのぷ

松浦行信

しんじ

委員

委員

さき

佐木杏子

いでしんすけ

井手伸介

長崎南部森林組合

団体等の区分

学識

(農学)

農業経営

学識

(経営)

学識

(スマート農業)

市場流通

きょうこ

委員

長崎市認定農業者連絡協議会

委員

かわむら

河村規子

長崎西彼農業土連絡協議会

委員

みね

り

峰千晴

長崎青年農業者クラブ

農業委員

ちはる

委員

さかもと

坂本洋一

全日本農商工連携推進協議会

長崎支所長

よういち

委員

はらだ

原田幸勝

ちんじんよかBY茂木

一般社団法人

長崎県調理師協会

長崎県

会長
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菅原千二郎

副会長

農業・農地

せんじろう

林業

農業

(中核的農業者)

農業

(女性農業者)

農業

(青年農業者)

農商工連携

六次産業化

農村交流

(グリーンツーリズム)

食の推進

公委員

広報アドバイザー

会長

事務局長

農林部農政課企画監 農業行政
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長崎市農業振興計画寄議会規則

(趣旨)

第1条この規則は、長崎市附属機関に関する条例(昭和28年長崎市条例第42号)第3条の規正に
基づき、長崎市農業振興計画審議会(以下「審議会」という。)にっいて、必要な事項を定めるものと
する。

邸且"哉)

第2条審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、.次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。

(力学識経験のある者

(2)農業、林業、流通業及び地域活動の関係団体を代表する者

(3)関係行政機関の職員のうち、市長が定める臓にある者

④市民

3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする0

(令元規則 107・令2規則92・一部改正)

(任期)

第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に
該当する者でなくなったときは、前2項に定める任期中であっても、当該委員の委嘱は解かれたもの
とする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期にっいては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間とすることができる。

(平29規則 12・令元規則 107・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によのこれを定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指超する。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条塞議会の会議は、会長が招集し、その議長と惹る。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなけれぱ、会議を開くことができない。

3 、審議会の議事は、出席レだ委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、'議長の決するところに
よる。

(関係人の出席等)

第6条審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、
又は関係人に資料の提出を求めることができる。

(結果報告)

第7条、会長は、調査審議が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなけれぱ恋らない。
(庶務)

第8条審議会の庶務は、水産農林部農林振興課において処理する。
(平29規則60・一部改正)

J
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(委任)

第9条この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要恋事項は、会長が審議会に諮って定め
る。

附則

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日規則第12号)
(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

硫至過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の相当規定により委嘱され、又は

任命された委員は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定により委嘱され、又は任命さ
れた委員とみ恋す。

附則(平成29年9月29日規則第60号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月30日規則第92号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

一

偶
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審議会、関係機関からの恵見

長崎市業振興計画審議会

.基盤整備については、まず一力所推進していけれぱいいと思う。

.首都圏の人達が様勺な悩みを持って地元に帰って来ている。これらの層の支援を、腰を据えてや

る必要がある。

.販売方法にっいても、作物そのものの単価を上げるのには限界がある。今後は、物が売れない時

代に恋るため、体験と感動という付加価値をつける必要がある。

.農業者としてだけでなく、その関係者や農業に興味のある人恋ど、若い女性の拾い上げが必要で

ある。

.直売所で売れる商品は、数年もすれぱスーパーにも並ぷ。直売所でしか売れないもの、例えぱ、

規格外品を工夫して商品にする取組みが大事。若い女性はこう言った取組みの行動力が早い。

.長崎市は他市に比べても中山間地が多く、生産基盤が弱い。今後の農業の維持には基盤整備は必

要になってくる。

.ここ数年でJA担い手支援センターを通しての新規就農者が多く出ているが、就農先は土地の条

件が良い水田地帯が主である。条件のよい場所が足りなくなってきておの、就農希望者を他市町

にも誘導しているが、長崎市で就農を希望する人が多い。

.販売面でいくら高く売っても、労力が見合わないという問題も出ている。びわの単価も伸びては

いるがJ則犬は労力に見合わないという声が多い。労力軽減の観点からも基鱸整備は必要である。

.ここ最近は高齢化による農地の荒廃化が目に見えて進んでいる。また、住宅地が近くにあると、

音や煙などで苦情が入る恋どして農業を辞めてしまう人もいる。

.有害烏獣の被害も山側が酷く、最近は住宅街にも被害が及んでいる。

.新規就農や規模拡大を行うにしても資金的なハードルが高い。

.イベントやパンフレットは一時的なもので、きっかけにはなるが、日んの買い物に繋がらない。

ぎずは長崎市内で長崎市産のものを選んでいただけるようなブランド化の取組みが必要。

.ポップ恋どを作るにも手間がかかるから、これをスマート化できないか。

.スマート農業については定義を明記した方がよい。初1山者には分かのづらいと思う。

.コロナ禍で農業体験に興味を持つ人が増えておの、参加者の満足度も高くりピーターもいる。

.情報発信はとても大仞で、女性の取組みに対するアドバイザーをつけるような支援も必要では。

.計画は作るだけでなく発信をしないといけない。県外の移住に興味を持つ人たちに見られること

を意識する必要がある。長崎市の農業をまとめたものがあると分かりやすい。

.基盤整備も、 5ha以上の象徴的怨ものがーつぁると、長崎市の取組みを感じさせると思う。

.遊休農地の活用は、花等を植えて観光地とするなど農業以外での活用力tできないか。

.食卓の日等で地元産の様々な食材を使った料理を作る取組を行っているが、現場の料理人の消費

にっながらない。地元の人に向けたもの、観光の人に向けたものと分けて意識をする必要がある。

.地元の物が地元に落ちないと産地にならないのでは恋いか安定的に地元に流すには、中央卸売

市場に出してもらうのが一番である。



今のコロナ禍でホテル業界などは厳しい状態。様勺な業界全体が元気になることで農業の活性化
にもつながるのでは。

産地の条件に適した経営モデルにっいて、現場の農家と一緒に中身を話す機会を設けてほしい。
市場の形態も変化しており、時代に即した売の方を考える必要がある。

計画を作って終わのではなく、農家に伝えることが必要。

農林業センサス上での、農業販売額500万~1ρ00万円の経営体減少や、各指標の変化にっい

て分析をもっと行った方がよい。今後の経営モデル作成のヒントが出てくると甲う。

長崎県全体での農業産出額は10年前に比べて約,0億円の増となってぃるが、その要因は主に

県央や島原などの基盤整備地区が主である。長崎市では同じような事は出来恋いので、複合経営
や施設園芸が主になっていく。

まずは優良事例を着実に作ってくことが必要。基盤整備も施設園芸だけでなく、果樹産地の大規
模化でもいい。

スマート農業の推進にっいても、基盤整備が先に必要恋ものが多い。まずは、基盤整備を目標と
位置付けるのはよいと思われる。

3-2 関係機関

'外部から就農希望者を呼び込むにしても、受け入れるための条件のよい農地が不可欠。

'外からの呼び込みも大事だが、技術継承のことを考えると、親の跡を継いでもらえるような施策
にも力を入れてほしい。

'基盤整備にっいては、地元の機運が高まって動きがある地区にっいては、様々な課題があったと
しても、行政には様々な工夫をして推進してほしい。

.行政の支援は意欲の高い農家に絞の込んだ方がよい。

農地集積の推進のためには、農地中間管理機構の貸し借のだけでなく、農地の購入を考えている
ものもいる。

農閑期に勤めに出ているが、毎回厚生年金の切り替え手続きを行う必要がある。半農半Xを推進
するには、そういっだ行政側の手続きを簡素化できるようにしてほしい。

パブリックコメントの募集

意見募集の内容

第二次長崎市農業振興計画[前期計画](素案)に関するハブリックコメントの募集
募集期間

令和3年10月20日(水)~令和3年11月20日(土)
料の閲覧

各地域センター、市政資料コーナー、農林振興課及び市役所ホームヘージでの閲覧
意見募集の結果

意見の応募なし

0

0

0

0



営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

長崎市では、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、現に実現している

優良な農業経営の事例をふまえ、農業が地域に根づいた家族経営が基本であることを念頭におき、
それぞれの地域の特性を生かした農業経営において、他産業従事者なみの年間所得と絵労働時間

(主たる農業従事者1人当たりの400万円、 2,000時間)の確保を推進しています0
また、新たに農業経営を営もうとする者にっいては、同基準として、 300万円、 2,000時間の

目標を設定しています。

このような目標を可能とする効率的かっ安定的な農業経営の指標として、主要恋営辰類生を以下

に示します。

営農類型

果樹専作
家族労働力

25人

《作付面積等》
露地びわ
露地びわ(なつたより)
ハウスびわ
中晩柑

経営規模

果樹專作
家族労働力

25人

《経営面1勣

《作付面積等》
露地びわ
露地びわ(なつたより)
ハウスびわ

露地なし

0.10ba

050ha

0.40ha

0.40ha

果樹専作
寡族労働力

25人

生産方式

ビニールハウス

暖房機
動力噴霧器
中耕機

トラック

濯水施設
140ha

《経営面積》

《作付面積等》
露地みかん

ハウスみかん

中晩柑(無加温)

030ha

040ha

020ha

060ha

想定地区

茂木南部地区
茂木北部地区
三和地区

ピニールハウス

暖房機

動力噴霧器
中耕機

梨棚

トラック

濯水施設

《経営面積》

150he

0.40ha

050ha

060ha

茂木南部地区
茂木北部地区

150ha

ピニールハウス

貯蔵庫

運搬車

噴霧機
トラック

選別機

琴海地区



営農類型

果樹十野菜
家族労働力

3C人

盲

,

《作付面積等》
露地びわ(恋つたよゆ
いちご(株冷)
いちご(晋通)

絲呈営面積》

経営規模

050ha

020ha

0.10卜la

果樹十野菜
宏族労働力

25人

生産方式

080ha

ビニールハウス

夜冷育苗施設
^言窒方価言窒
電照施設

暖房機

保冷庫

環境モニタリング

装置
炭酸ガス発生器
局所施容器

自動開閉装置
日射比例式自動濯

水装置
動力噴霧器
中耕機

管理機

トラック

《作付面積等》
ハウスもも

いちご(株冷)

絲呈営面積》

想定地区

茂木北部地区

、

030ha

020卜la

050ha

悼

野菜専作
家族労働力

25人

ビニールハウス

夜冷育苗施設
高設施設
電照施設

暖房機

保冷庫
環境モニタリング

装置
炭酸ガス発生器
局所施容器
自動関閉装置
日射比例式自動濯
水装置

動力噴霧器

中耕機
管理機
トラック

《作付面積等》
ミニトマト

《経営面積》

琴海地区

0.40ha

0.40ha

ビニールハウス

トラクター

暖房機
動力噴霧器
環境モニタリング
装置
炭酸ガス発生器

局所施容器

自動開閉装置
日射比例式自動濯
水装置

琴海地区
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営農類型

野菜専作
家族労働力

2.0 人

《作付面積等》
アスパラガス

絲呈営面積》

花き専作
家族労働力

25人

経営規模

《作付面積等》
(施設きく)

秋輪ぎく
12-5月出荷型
夏秋輪ぎく
6-11月出荷型

(露地きく)
小ギクフ-8
12月出荷型

絲呈営面積》

050卜la

050ha

生産方式

ビニールハウス

自動潅水装置

花き専作

家族労働力
25人

035ba

035ha

ビニールハウス

濯水施設

電照施設
暖房機
選花機
動力噴露器

冷蔵庫

トラック

トラクター

循環扇

ヒートポンプ
育苗用ハウス
刈払機

想定地区

《作付面積等》
トルコギキョウ
11月゛5月出荷
12月+5月出荷

2月出荷

絲呈営面積》

琴海地区
東長崎地区
旧市西部地区

010ha

花き専作

寡族労働力

25人

080he

茂木北部地区
東長崎地区

琴海地区

《作付面積等》
トルコギキョウ

11月+5月出荷
12月+5月出荷
キンギョソウ
11-4月出荷

《経営面積》

010ha

015ha

010ha

花き専作
家族労働力

25人

ピニールハウス

暖房機
動力噴霧器

冷蔵庫

管理機

トラック

潅水施設035be

《作付面積等》
トルコギキョウ
ヤ月+5月出荷
12月+5月出荷

ストック

11-4月出荷

《経営面積》

0.10he

0.10he

.

三和地区
琴海地区

0.10ha

ビニャルハウス

暖房機
動力噴雰器
冷蔵庫
管理機

トラック

潅水施設

030ha

0.10ha

0.15ba

三和地区

琴海地区

0.101'1a

ビニールハウス

暖房機
動力噴霧器

冷蔵庫
管理機

トラック

潅水施設
035ha

三和地区
琴海地区
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営農類型

畜産専業
家族労働力

2.0 人

片)

、

《作付面積等》
肉用牛肥育

経営規模

畜産専業
家族労働力

3.0 人

200頭

生産方式

記育牛舎
乾草舎

堆肥舎

農機具格納庫
糞堆積場

トラック

ショベルローダ

カッター

配餌車

削蹄保定枠
牛衡器
動力噴霧器

飼料タンク

《作付面積等》
養豚一貫

想定地区

三重地区

母豚160頭

首

繁殖豚舎

離乳子豚舎
分娩・子豚育成豚舎

肥育豚舎

堆肥舎

汚水処理施設

飼料タンク

換気扇

ガスブルーダ

ショペルローダ
自動発餌器

動力噴霧器

トラック

.

三重地区

外海地区
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市政モニターアンケート調査結果

本計画の案の作成にあだって、前述の1~3のとおり、長崎市農業振興計画審議会及び農業関係

者.機関及びパブリックコメントの募集により、幅広い意見を取り入れながら意見の集約や施策.

取組みの検討を行いましだ

加えまして、長崎市の市政モニターにご協力いただき、「長崎市の農業について」のアンケート

調査を実施しました。その内容については、以下のとおりです。

長崎市では、平成29年に「第一次長崎農業振興計画[後期計画](計画期間:平成29~令和3

年度」を策定したところですが、令和2年度から令和3年度にかけて、これまでの取組みを検証し、

令和4年度以降の新たな農業振興計画を策定することとしています。

今回の調査は、市民の皆様の、長崎市の農業や農産物に対する認知度や意識を調査し、市民の皆

さまの声を新たな計画に反映させるとともに、長崎市の農業が発展していくための新たな施策の検

討材料として、有効活用させていただくことを目的としています。

周査の目的

2.調査の概要

調査期間

送付数

回答率

令和3年2月15日令和3年2月1日 i^

228人(郵送モニター 181人インターネットモニター 47人)

816%(186人)(郵送回答 172人インターネット回答 14人)

3.調査結果

回答者のほとんどが非農家と思われ、消費者としての回答が大多数を占めていましだ。

長崎市の農業に対するイメージについて、「全国に誇る農産物があることを知っている」と答え

た割合が約 30%を占める一方で、「長崎市の農業のことはあまの知らない」と答えたかたも同程

度を占めていました。

また、長崎市が全国に誇る農産物や畜産物の認知度については、平成25年度から、販路拡大や

認知度向上のためにプランド強化の取組みを進めてきた長崎和牛・出島ぱらいろが、 672%とび

わ(なつたより)に次ぐ高い割合となっており、事業の成果が表れていることがわかりました。

一方、いちごやゆうこう、アスパラガスについては20%以上の認知度があり、特産品としてー

定認知されているものの、さらなるPRの必要性を感じさせる結果となりました。

さらに、「いずれは農地を借のるなどして農業を始めたい」または「いずれは農家の手伝いをし

たい」と回答した方の割合は、165%と一定数おの、農業体験・ツァー等へ「参加したことがあ

る」、「積極的に参加したい」、「機会があれぱ参加したい」と、参加に積極的な回答をしたかたの割

合は、全体の約60%程度で、多くのかたのグリーンツーリズムへの参加が期待される結果となり、



農業の担い手不足が深刻化する中において、農業体験を通じて就農につ恋げていくよう尽施策の必

要性を感じさせる結果となのました。

また、「農業に従事したいと思わ恋い」と回答をしたかたのうち、農業体験・ツァー等へ「参加

したことがある」、「積極的に参加したい」、「機会があれぱ参加したい」と、参加に積極的な回答を

したかたの割合は40%を超えており、本格的に農業に従事したいとは思わないが、農業への興味

はある方も一定数いることが分かり薮した。農業に触れる機会の提供だけではなく、一度農業体験

やツァーに参加しだかたがりピーターになるような働きかけや農業の魅力 UP につながるような

施策を検討するなどして、就農へと繋げていきだいと思います。

今後とも、市民の皆さまに、農業を身近に感じていただき、市内産の農産物の消費拡大に努める

とともに、職業としての魅力が高まるような儲かる農業の実現に向けた施策を展開していきだいと

思います。

.)

冒

4.調査結果の見方

調査結果の数字は、百分率で表記しているものがあり、百分率の値は、小数点以下第 2 位を四

捨五入して、小数点第11立まで表記してい弐す。そのだめ、内訳を合計しても100%に合致しな

い場合があります。

また、複数回答可とした設問においては、合計が100パーセントを上回る場合があり談す。

なお、回答者数の異恋る問については、回答者の数を「N=00人」で表現しています。

曳

,

119



あなたの性別をお答えください。

選択肢

男性

女性

合計

(無回答:2人)

回答者数

86人

98人

184人

5 -2

室1△

467%

533%

1000%

あなたの年齢を選択して下さい。

選択肢

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

合計

回答者数

14人

25人

33人

28人

37人

31 人

18人

186人

性

533

%

害10

75%

13.4%

17フ%

15.1%

199%

167%

97%

100%

男性

467

%

5 -3 お住まいの町名を教えてください。

選択肢

東部

西部

南部

北部

合計

回答者数

43人

45人

36人

62人

186人

、『、、、、,、.、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、『、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

20代

75

'黙怠お数鵜黙獣ミ

ミ黙不§§獣職
、、.、、、、、、、、、、、、、、、、、

＼黙鷺獣ゞ

※ご記入いただいた町名をもとに、東西南北に分けて集計しています

西部

242%

30

13.4

%

宝1心・

23.1%

242%

19.4%

333%

1000%

、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、

、、、、、

40代

17フ

%

東部

23.1%

南部

19.4%

120



^長崎市の農業にどのようなイメージをお持ちですか。

選択肢

全国に誇る農産物がある

農産物の種類が豊富である

農地が狭く大変である

市街地と農業地域の交流が盛んである

野生鳥獣の被害が多い

長崎市の農業のことはあまり知らない

その他

(無効回答

回答者数

54人

20人

25人

1人

15人

53人

1人

169人

【その他の主な意見】

・未利用農地が多い。

合計

17人)

《長崎市の農業に対するイメージの年代別割合

害"ロ

320%

118%

148%

06%

89%

31,4%

06%

1000%

n=14

n=24

0

n=31

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

n=26

n=34

20

n=25

06

n=15

118

148

24

428

44.0

40(%)

89

06

320

^^黙ゞ^睡鼠禮,__

§§'§^ン!.!

108 ^選燕^・ 185

鷹阿璃^1§ミ逮^^

^ゞ腿ミ^^,

6m640% 80%

産物の種類が豊富である

市街地と業地域の交流が盛んである

長崎市の業のことはあまり知らない

405

35.4

0% 20%

全国に誇る産物がある

団地が狭く大変である

野生鳥獣の被害が多い

その他

「全国に誇る農産物がある」と回答されたかたが約30%を占める一方で、「長崎市の農業のこ

とはあ荻り知らない」と回答された方も約30%を占めていることが分かりました。

特に、 20代では、「全国に誇る農産物がある」と回答されたかたはおらず、長崎市で唯一全国

ーの生産量を誇る「びわ」などについて、さらなるPRの必要性を感じる結果となりました。

また、長崎市では、グリーンツーリズムの推進や直売所のPRなどにも取り組んでいますが、

「市街地と農業地域の交流がさかんである」と回答された方は1人だけで、消者に長崎市の農

業・農村を感じてもらえる取組みの必要性を感じさせる結果となりました。

100%

^鷺ゞ・1§§^參

^滕惑§腿 郡日



長崎市の農業と関わりが持てると思うことは何ですか。
(複数回答可)

選択肢

長崎市内産の農産物を購入する

貸し農園や家庭菜園で農業に携わる

農業体験に参加する

農寡の手伝いなどに行く

分からない

その他※

合計

(無効回答:6人)

【その他の主な意見】

.給食に長崎県(産)の食品(メニユー)が使われている。

.できるだけ自分で栽培して、それを食へるようにしている。

.三重の市民農園にお世話になり楽しみました。

・農家の方から頂くことが多いので長崎の物が多い。

回答者数

136人

15人

6人

1人

14人

8人

180人

割ム

756%

83%

33%

06%

78%

44%

100%

《農業と関わりが持てると思、う活動の年代別割合(%)》

0

n=14

20

n=23

40

n=32

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

Ⅱ 33

106

83

n=27

60

n-36

80 100(%)

756

n=30

78

4.4

n-18

「長崎市内産の農産物を購入する」と回答されたかたが、756%を占めており、消費者の立場から、

市内産の農産物を購入することで農業に関わりを持つという意見が多いことが分かりました。

また、 70代では、「貸し農園や家庭菜園で農業に携わると答えだかだも多いことが分かりました。

長崎市内産の農産物を購入する

農業体験に参加する

分から恋い

、、、、、、、、、、、、、、、、

貸し農園や寡庭菜園で農業に携わる

農寡の手伝いなどに行く

その他

訓^畢浜工奨

、 、、、、、、、、、、、、、、、、

3

0

8311^乏冶



5-6
農業や農村が果たす役割として、何が重要だと思いますか。
(複数回答可)

選択肢

新鮮で安全な農産物を供給する役割

地域の人勺が働き、生活する場としての

役割

自然環境の保全や災害を防止する役割

自然体験や農業体験などを通じた教育の

場としての役割

高齢者の生きがいの場としての役割

伝統文化を保存する場としての役割

分から恋い

その他※

(回答者数183人有効回答数400

回答者数

161 人

※その他の意見

・新鮮・安全な物を流通販売し、他県に長崎を知らせる役割

・日本国の食料自給率の向上。

・食育。

・子ども達に食物について伝える役割(手元に届くまで等)。

・自然農法や有機栽培。

フ7人

害10

88.0%

42.1%

44人

0

38人

21 人

3人

5人

無回答3人)

51 人

20

240%

「新鮮で安全な農産物の供給」と回答したかだの割合は 880%以上と、消費者の食に対する安全.

安1小の二ーズはとても高いことが分かりました。

また、「地域の人凡が働き、生活する場」と回答したかたの割合は、 42.1%であり、農業が一臓業と

して確立し、地域の生業として重要だと感じている方が多いこともわかりました。

40

279%

60

208%

卞15%

16%

27%

42,1

80

240

279

100(%

88C

208

115

116

Ⅱ27



選択肢

既に農業に従事している

または農家の手伝いをしている

いずれは農地を借りるなどして

農業を始めたい

いずれは農家の手伝いをしたい

農業に従事したいと思わない

その他

合計

(無効回答:1 人無回答

農業に従事したいと思いますか。

回答者数

その他の主な意見】

寡庭菜園程度。

農業というほどではないが、畑地を少し借りて

すでに夫が畑を借りて自家用を少尽作っている。

定年後やつてみたいことの1つ。

趣味としての農業。

近くに農家なく身近に感じない。

農業の知識、経験が恋く、したいができない。

週末などに子ども達と食育や生物の学びの為に小さいスヘース等があれぱしてみたい。

高齢で無理がある。

専門性を要求される難しい仕事であり、高齢者になって趣味として楽しめても、業にすることはでき

ない。

10人

害10

11 人

112人

29人

181 人

4人)

19人

55%

0

105%

■55

1川縦献削11

60%

619%

16.1%

1000%

20 40

105

60

60

《農業に従事したいと考えるかたの年代別割合》

讃§選 111111111111111111111川1111111111111111脚1111111111111111111雌俳甥川洲1111111111111120代 8n=14

'.^ミゞゞ^、選川1111111胤1111111肌川111111111111111111111肌姪潟馴1Ⅲ111111111川川1111111111111111111111111111111111111130代n=25

腿,隷ゞ川湘11111111111ⅧⅢ111111111111111111111111Ⅲ削111川111111 胴荏潟川剛11111111111111 訓40代n=33

瀬惑§1111111ⅢⅢ111111肌剛1111111' 111 " 1肌1111111111150代 3n=27

^111111111111肌川1111111肌削11111111111111111111111111111憾潤11f 1111111111111脚11111111111111川川則州削11111160代n=35

叉賦゛ミ薫ヨ川削111111川劇111111111111111111111 0 ψ削1111111111111111111111111111111111111111111111170代n=30

胤剛翻11肌111111111111111111111111111川削1111111111111蹴'墹111111111111111111111111111肌1111111111111111N肌11111111111111 11n=17 80代以上

80%60%40ツ020%0%

既に業に従事しているまたは農家の手伝いをしている
いずれは地を借のるなどして業を始めたい

四いずれは家の手伝いをしたい
業に従事したいと思わない

その他

80(%

16.1

11 肌 1111111111111

型魂^
1 、

画

100%

619



《農業に従事したいと考えるかたの男女別割合》

男 71

女 43 64

0%

5

既に業に従事しているまたは

いずれは地を借りる恋どして

Nいずれは寡の手伝いをしたい

業に従事しだいと思わない

その他

＼引1111111111111111111111111111111111111111111111川川脚 劉悩111111肌酬州川11111111111111脚剛川1111111

飢111111111111111111111111111111111111111111111111111111川州側順恒淘圃冊肌肌肌川11111111111111111111棚11111川川11111111111

20% 40% 6m6 80%

「農業に従事したいと思わない」と回答しだかだの割合は、全体の60%を超えています。

一方で、「いずれは農地を借りるなどして農業を始めたい」または「いずれは農寒の手伝いをしたい」

と考えるかたの割合は165%と一定数おり、特に、 20代や50代では、 30%以上と、農業へ従事す

ることへの関心が高いことがわかりました。

また、男女別の集計では、「いずれは農地を借のるなどして農業を始めたい」と考える男性の割合は、

女性より約9%高くなっています。

寡の手伝いをしている

業を始めたい

1000后



長崎市には、全国に誇る農産物や産物の産品があります。ど
のようなものが特産品だと思いますか。(複数回答可)

選択肢

びわ(恋つたより)

みかん

ゆうこう

いちご

アスパラガス

ねぎ

きく

トルコギキョウ

牛肉
(長崎和牛・出島ばらいろ)

豚肉

その他

回答者数

177人

114人

39人

44人

38人

3人

13人

4人

123人

14人

26人

害'ロ

967%

623%

213%

240%

208%

16%

フ.1%

22%

672%

フフ%

142%

0

(回答者数183人有効回答数595 無回答3人)

20

【その他の主な意見】

・じゃがいも

・トマト

・しょうが

・ほうれんそう

40 a)

213

240

208

80

16

長崎市が全国に誇る農産物や畜産物の認知度にっいては、びわ(なつたより)、みかん、長崎和牛.

出島ぱらいろが高い割合を示しています。

特に、長崎和牛.出島ぱらいろについては、平成25年度から、販路拡大や認知度向上のためにブラン

ド強化の取組みを進めていますが、びわ(芯ったより)に次いで 672%となっており、事業の成果が

表れていることがわかりました。

また、いちごやゆうこう、アスパラガスについては20%以上の認知度があの、特産品として一定認

知されているものの、さらなるPRの必要性を感じさせる結果と恋りました。

623

100(%

フ.1

22

967

フフ

142

126



5 -9

選択肢

参加したことがある

積極的に参加したい

機会があれば参加しだい

興昧がない

その他

合計

業の体験やツアーに加したいと思いますか。

(無回答:1 人)

回答者数

12人

10人

86人

55人

22人

185人

【その他の主な意見】

・{昔りている畑地で、トライ中。

・すでに 10年近く農園をやっています。

・若いうちに体験してみたかった。

.実寡の農業の手伝いを少ししているので、ツアー参加は希望しません。

・参加しだいが仕事が忙しく休日はゆっくりしたい。

・趣味としての家庭菜園程度の興味。

害10

65%

5.4%

465%

297%

119%

1000%

0

65

5.4

20

《農業体験やツアーに参加したいと考えるかたの年代別割合》

n=14

n=25

40

n=33

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

n=27

119

n=37

60(%)

297

n-31

n=18

4

465

^舒回

91

54

川川1111111111國Ⅲ嶋111111川111

111111111111 。"の川川ぎ麺

勺川111111111111111111111111111Ⅲ111 に"' 1111Ⅲ111111111111111111111111ⅢⅢ1

1111111111愉・ 11111111

剛馴111111111111111111111111111脚111' 0 川川1111111111111111111111111111ト

.11111111111111111111111111111

11111111 11111111111111111111111111川14 ・' 1111Ⅲ11 畷劇11111111111111111

40%20% 60%

極的に参加したい 0機会があれぱ参加したい

《農業体験やツァーに参加したいと考えるかたの男女別割合》

0%

参加したことがある

§、、襲ミ搬§3651^襲ゞ$ミき薫太、Ⅷ1111111 側愉訓1Ⅲ11麟1鯲@1111肌慈礪11111肌馴男 71

ゞ瀬ゞ慧、ゞ襲^ 111雌肌処醐1111111Ⅷ111

0% 20% 40% 60% 80%

参加したことがある極的に参加したい口機会があれぱ参加したい興味が恋いその他

100%80%

興味がない

100%

その他



問7の結果から、「いずれは農地を借りるなどして農業を始めたい」または、「いずれは農寡の手伝い

をしだい」と回答した方の割合は、165%と一定数おり、問9の結果からは、農業体験.ツァー等へ

「参加しだことがある」、「積極的に参加したい」、「機会があれば参加したい」と、参加に積極的恋回答

をしたかたの割合は、全体の約60%程度で、多くのかたのグリーンツーリズムへの参加が期待される

結果となり、農業体験を通じて就農にっなげていくよう恋施策の必要性を感じさせる結果となりました。

また、男女別の集計では、体験やツァーに積極的又は機会があれぱ参加したいと回答された女性の割合

が60%を超えており、女性向けの体験メニューの充実の必要性を感じさせる結果となりました。

《問7を回答しだかたの問9の回答内訳》

問9 1 2

回答参加したこと

がある

問7

回答

極的に

参加したい

計

(問7選択肢)

1 既に農業に従事している又は農家の手伝いをしてし

2 いずれは農地を借りるなどして農業を始めたい

3 いずれは農家の手伝いをしだい

4 農業に従事したいとは思わ恋い

5 その他

12

3

機会があれぱ

参加したい

10

一方、問7の結果で、「農業に従事したいと思わない」と回答をしたかたのうち、問9の結果で、農

業体験.ツァー等へ「参加したことがある」、「積極的に参加したい」、「機会があれぱ参加したい」と、

参加に積極的な回答をしたかたの割合は40%を超えており、本格的に農業に従事したいとは思わない

が、農業への興味はある方も一定数いることが分かりました。農業に触れる機会の提供だけではなく、

一度農業体験やツァーに参加したかたがりピーターになるよう恋働きかけや農業の魅力UPにっながる

ような施策を検討する恋どして、就農へと繋げていきたいと思います。

4

興味がない

11

43

17

84

2

0

50

54

5

その他

128

10

19

11

112

29

181

2
 
2
 
0

4
9

0
5
0
5
0

2
 
2
 
0
 
4
 
4

2
 
3
 
4
 
5

0
 
1

ー
フ
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長市の農業施策に期待することはどんなことですか。
(複数回答可)゜

選択肢

安全・安心な市内産農産物の安定供給

耕作放棄地(現在使ってい恋い荒れた

農地)対策などの農地の保全

市民農園や農業体験など、市民が農業

にふれあえる場・交流の場の提供

農業まつり恋どPRイペントの充実

食の問題・郷土料理・食文化などの

学習の場の拡大

農産物のプランド化や特産品の開発

農道や農地などの整備

野生鳥獣から農作物を守る対策

新規就農や企業の農業参入などの担い

手対策

スマート農業など新技術の導入

その他

合計

(無効回答:29人無回答:2人)

回答者数

71 人

生'ロ

459%

142%22人

11 人

0 10

3人

【その他の主な意見】

・農地法の改革

・自然農法や有機農法の農家を増やす施策に期待したい

・製造業との連携・企業の農地保有など他業種からの参入が必要

20

20

6人

20

129

13人

1人

11 人

30

142

39%

フ.0

40

84%

06%

フ%

フ%

20

39

11 人

50(%)

459

3人

3人

155人

8.4

2%

2%

100%

7C
i '
70

%
%

7
 
2 0

 
3
 
6
 
,

2
 
Q



《長崎市の農業施策に期待する事項の年代別割合(%)》

n-12
20代

20n 30代

26n 40代

n=25 50代

n=33 60代

70代n=26

n-13 80代以上

83 Ⅲ11怖體描ⅢⅢ1

Ido ^^飼刷歎ミ歎懇

38.5

安全・安脚な市内産産物の安定供給

耕作放粟地(現在便っていない荒れだ地)対策尽どの地の保全

市民園や業体験恋ど、市民が業にふれあえる場・交流の場の提供

業該つりなどPRイペントの充実

食の問題・郷土料理・食文化などの学習の場の拡大

産物のブランド化や特産品の開発

道や地などの整備

野生鳥獣から作物を守る対策

新規,や企業の業参入などの担い手対策

スマート農業など新技術の入

その他

24

フフ

3.1

回答者のほとんどが非農寡であったこともあり、長崎市の農業施策に期待することとして、「安全.

安心恋市内産農産物の安定供給」と回答したかたの割合が45%以上で最も高く、次に、「耕作放棄地対

策などの農地の保全」が142%と恋りました。

また、拝代別で見ると、 20代では、「農業まっりなどのPRイベントの充実」を期待する声も一定数

あり、 50代では12%のかたが野生鳥獣対策を期待していることがわかりました。

聾叢

瀬、

50

346

50

39

64

462

ー
ー
イ
.
ー
{
ー
イ
ー
ー
;
ー
ー
{
.
ー
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ー
ー
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ながさきの「食」市民恵識調査結果

長崎市では、様旋な関係団体と連携を図りながら民間と行政が一体となり、地場産業の振興と地

域の活性化を目的とし、ながさきの「食」を推進しています。

平成28年1月に、今後の販売戦略と地産地消の取組みに役立てることを目的として、長崎市の

農産物、水産物、加工品及び地産地消に関する市民意識の調査を実施しました。

本計画の案に関連する内容の調査となっていますので、調査結果の一部を掲載します。

調査の概要

1-1 調査の目的

本調査は、長崎市の農産物、水産物、加工品及ぴ地産地消に関する市民意識の調査を実施

し、その集計結果について分析し、今後の販売戦略及び地産地消の取り組みに役立てること

を目的とします。

・2 調査の設計

ロ)調査対急地域

長崎市内

(2)調査対象者

電算処理により無作為に抽出された長崎市在住の20代~70代の方(1,000 人)

(3)調査の方法

長崎市より対象者へ調査票郵送配布及び郵送回収(記入依頼法)

(4)調査実施期間

令和2年8月(回答期限:令和2年8月31日)

(5)回収数

413 票(回答率 413%)

(6)使用した調査票

質問内容については回答参照

調査企画と実施機関

企画・実施:長崎市水産農林部水産農林政策課

集計・分析:有限会社みかんコミユニケーションズ

・4 本報告書利用上の注意

a)図表の百分比(%)は、単純集計においては、該当する標本数(図表ではNと表示)を基数

として算出し、小数点第2位を四捨五入して、小数点第1位で表しています。したがって、

合計が 10096と恋ら恋い場合があります。但し、年代別集計においては、回答者数を基数

として百分比(%)を算出しています。

(2)図表の項目表示の文章は、適宜簡略化している場合があります。



2 回答者属性

2-1 回答者の性別

回答者の性別については、表2-1 に示すとおりです。

「男性」が363%、「女性」が632%と恋っています

男性

表2-1 回答者の性別

女性

不明

N (%ヘ'ース)

件数

150

(構成比)%

261

2

413

363

632

2-2 回答者の年齢

回答者の年齢については、表2-2に示すとおりです。

「60代」が237%と最も多く、次いで「70代(21.1%)、「40代」「50代」(17フ%)と

なっています。

05

100.0

不明

0.5ツ0

20代

表2-2 回答者の年齢

30代

女性

632り0

40代

50代

件数

男性
36.3VO

60代

70代

図2-1 回答者の性別(N・413)

不明

31

(成比)%

N (怖κース)

51

73

73

75

123

98

17フ

87

17フ

0

413

23.フ

21.1

00

1000

20代

フ,5%
' 30代

、 1239、0

不明
0.0%

60代

23フツ。

図2-2 回答者の年齢(N・413)

50代

17 フ%

40代

17 フ,'0



2-3 回答者の職業

回答者の臓業については、表2-3に示すとおりです。

「会社員・公務員・団体職員」が349%と最も多く、次いで「専業主婦・主夫」(240%)、

生・無臓・その他」(19.4%)と恋っています。

専業主・主夫

会社員・公務員・団体職員

自営業・農業'漁業

バート・アルバイト

学生・無職・その他

不明

N (%へ、ース)

表2-3 回答者の職業

件数

99

144

29

60

80

413

(構成比)%

24.0

349

フ.0

14.5

19.4

02

100.0

2-4 回答者の家族構成

回答者の家族構成については、表2-4に示すとおのです。

「二世代寡族ほ見と子など)」が446%と最も多く、次いで「夫婦.パートナーのみ」(317%)、

「単身」臼43%)となっています。

゛

^●

単身

夫婦リくートナーのみ

二世代家族(親と子など)

三世代家族(親と子と孫など)

その他

不明

N (%ヘ'ース)

不明
02%

表2-4 回答者の家族構成

件数

自営業・業・漁
フ.0%

レ、

145

「子

主夫
24,0%

.

会社・

公務・

団体撤
349ツ0

図2-3 回答者の職業(N*413)

59

131

184

21

17

413

(構成比)%

143

317

446

5,1

4.1

02

1000

三世代寡族

(親と子と孫など)
5.10局

その他
4.10ん 02ツ0

単身
1439'0

二世代寡族夫

不明

親と子など)

"6%

図2-4 回答者の家族構成(N・413)

fートナーの

31.フ,'0

.



3 調査結果

3-1 食料品の買い物の場所

普段、食料品の買い物は、どちらに行かれますか。

食料品の買い物の場所にっいては、「スーハーマーケット・総合スーパー(衣料品や家電なども冗つ
ている店)」が920%と最も多く、次いで「一般小売店(魚屋、肉屋、八百屋等)」(266%)、「コ
ンビニエンスストア」(26.4%)となつている。

スーパー

生協

コンビニエンスストア

一般小売店(魚屋、肉屋

農水産物直売所

宅配・その他

不明

N (%ヘ'ース)

表3-1 食料品の

(複数可)

い物の場所(複数回答)

件数

380

90

109

110屋等)

105

22

14

413

スーパー

生協

コンビニエンスストア

般小売店(魚屋、肉屋、八百屋等)

水産物直売所

宅配・その他

不明

09'0

(構成比)%

92.0

218

26.4

266

25.4

53

3.4

1000

^218

^26.4

^26.6

^25.4

^ 5.3

囲 3.4

図3-11 食料品の買い物の場所(複数回答、 N*413)



3-2 食料品選択のポイント

買い物をされる際、食料品を選ぶときにどのよう恋ことを意識しますか。(複数可)

食料品選択のポイントについては、礁羊度」が838%と最も多く、次いで「価格」(833%)、
全で安」小」(525%)となっている。

表3-2 食料品選択のポイント(複数回答)

鮮度

価格

安全で安心

生産地

色・形

件数

その他

不明

346

N (%ヘ'ース)

(成比)%

344

217

199

83.8

833

75

鮮度

価格

安全で安1山

生産地

色・形

その他

不明

3-3 「地産地消」の良さ

「地産地消」の良さはどのような点にあると思いますか。あてはまるものを2つぉ選ぴください。

52.5

6

482

16

413

182

1.5

「地産地消」

(513%)、

3.9

100.0

の良さについては、

「地域経済の活性化」

1 1.5

皿 39

図3-2 食料品選択のポイント(複数回答、 N"413)

18.2

0%

52.5

「安

482

20%

83.8

「新鮮でおいしい」が72.4%で最も多く、次いで「安全で安心、」

(25.4%)となっている。

833

40%

新鮮でおいしい

安全で安心

価格が安い

生産者との交流

地元農水産業の振興

地域経済の活性化

食に関する正しい理解(食育)

わからない

その他

不明

N (%ヘ'ース)

表3-3 「地産地消」の良さ(複数回答)

件数(構成比)%

72,4299

513212

68 165

6 1.5

52 12.6

105 25.4

15

22

02

16 39

413 100.0

60% 80% 100%

6
 
9
 
1



新鮮でおいしい

安全で安心

価格が安い^

生産者との交流 11.5

地元綴水産業の振興^

食に関する正しい理解(食育) 115

わから恋い屡 2.2
その他 02

不明■ 3,9

地域経済の活性化

3-4 地元生産物の購入頻度

食料品を選ぶときに地元農水産物及び加工品等を購入していますか

地元生産物の購入頻度については、「時勾

次いでいつも購入している」(17.4%)、

0% 10%

いつも購入している

時々(できるだけ)購入している

あまり購入していない

購入していない

不明

N (怖へ'ース)

20%

表3-4 地元生産物の購入頻度

件数

30% 40% 50%

(できるだけ)購入している」が676%で最も多く、

「あまり購入していない」 a3.1%)となっている

60%

72

279

54

70%

成比)%

17.4

676

13,1

1.0

1.0

100.0

80%

413

購入していない 1.0%
1.09'、ーーーーー'

不明

まり入

ていない

3、%

、つも購入

している

17.4

時勺(できるだけ)
購入レている

676%

図3-4 地元生産物の購入頻度(N-413)

136

4
4



3-5 地元生産物購入時の問題点

前問で、「あまり購入していない」「購入していない」を選んだ方にお尋ねします。

食料を選ぶときに地元農水産物及び加工品等を購入しない理由は何ですか。(複数可)

地元生産物を「あまり購入していない」または「購入していない」と回答した58人が回答した。

地元生産物を購入しない理由については、「価格が高い」が328%と最も多く、次いで「晋段買い

物をする場所に置いていない」が310%、「どのような地元産品があるかわからない」と「地元産品

を購入するメリットがわからなしU がそれぞれ24.1%となってぃる。

価格が高い

品やサイズにバラツキがある

どのような地元産品があるかわからない

購入したいような地元産品がない

普段い物をする場所にいていない

地元産品を購入するメリットがわからない

その他

不明

N (舶ベース)

表3-5 地元生産物を購入しない理由(複数回答)

件数(

19

6

14

13

18

14

"

0

58

どのような地元産品があるかわからない

購入したいような地元産品が恋い

普段買い物をする場所にいていない

地元産品を購入するメリットがわから恋い

その他

品質やサイズにパラツキがある^ 103

価格が高い

成比)%

328

103

24.1

22.4

310

24,1

19,0

0.0

100.0

図3-5 地元生産物を購入しない理由(複数回答、 N*58)

0% 5% 10%

24.1

22.4

328

15%

19.0

20ツ0

24.1

31.0

25% 30% 35%



3-6 食料品購入の際に求める情報

お店で食料品を購入する際に求める情報は何ですか

食料品購入の際に求める情報にっいては、「生産者や生産地域の情報」が646%と最も多く、次い

で「旬や味わいの情報」(33.4%)、「生産物の情報」(293%)となっている。

生産者や生産地域の情報

地元産農水産物が購入できる場所の

生産物の情報

調理方法、保存方法などの情報

旬や味わいの情報

不明

N (%ヘ'ース)

表3-6 食料品購入の際に求める情報(複数回答)

件数(構成比)%

646267

21.589報

293121

28.1116

33.4138

4.418

100413

あてはまるものを2つぉ選びください。

地元産 水産物が購入できる場所の情報^ 21.5
生産物の情報^29.3

調理方法、保存方法などの情報^ 28.1
旬や味わいの情報^334

生産者や生産地域の情報

138

図3-6 食料品購入の際に求める情報(N・413)

0% 20% 40% 60%



3-フ「食育の日」「食育月間」の認知度

2005年に国が食育基本法を踏まえて「食育の日」

定めだことを知っていますか。

「食育の日」「食育月間」の認知度については、

であり、認知度が低いことがわかる。

(毎月19日)、「食育月間」(毎年6月)を

表3-フ「食育の日」「食育月間」の認知度

知っている

「知らなしU が772%、「知っている」が218%

知らない

不明

N (鮖へ'ース)

件数

90

(成比)%

319

4

413

218

フ72

不明

1.0%

10

1000

図3-フ

知っている

21.8%

知らない
フフ.2%

「食育の日」「食育月間」の認知度(N.413)



3-8 「食卓の日」の認知度と実施度

【認知度】

長崎市は毎月19日を「食卓の日」と定めていますが、この「食卓の日」を知っていますか。

「食卓の日」の認知度につぃては、「知っている」と答えだ人は、わずか136%にとどまり、「食

育の日」よりもさらに認知度が低いことがわかる。

表3-8-1「食卓の日」の認知度

知っている

知らない

不明

N (舶へ、ース)

件数

56

(構成比)%

346

11

413

13.6

【実施度】

前問で、食卓の日を「知っている」を選んだ方にお尋ねします。「食卓の日」を意識して食卓を囲む

ようにしていますか。

838

27

1000

食卓の日を「知っている」と回答しだ56人が回答した。

「食卓の日」の実施度にっいては、『「食卓の日」を意識して食卓を囲んでいない』が732%、『「食

卓の日」を意識して食卓を囲んでいる』が250%である。

不明

2.フ

表3-8-2 「食卓の日」の実施度

つてい

136

囲んでいる

図3-81

囲んでいない

不明

知らない

83.8%

N (%ヘ'ース)

「食卓の日」の認知度(N.41

件数

14

(成比)%

41

25.0

56

732

18

100.0

不明

1.8%

図3-8-2

囲んでいる

25.0,、0

囲んでいない

732%

「食卓の日」の実施度(N・56)



・9 長崎市内産農水産物を購入したい場所

長崎市内産の農水産物や加工品などの食料品をどこで購入したいですか。

長崎市内産農水産物を購入したい場所については、

と最も多く、次いで「農水産物直売所」(433%)、

表3-9 長崎市内産の食料品を購入したい場所(複数回答)

件数(構成比)%

363 87,9

22 53

145 35.1

179 433

9238

156

17 4.1

100.0413

ス^i丈^マ^ウ'ツト.^合.ス^ノξ^

宅配

一般小売店(魚屋、肉屋、八百屋等)

農水産物直売所

インターネット販売

その他

不明

N (%ヘ'ース)

「スーパーマーケット・総合スーハー」が879%

「一般小売店」(35.1%)と恋っている。

般小売店(魚屋、肉屋、八百屋等)

水産物直売所

(複数可)

インターネット販売^ 92

宅配^ 53

図3-9 長崎市内産農水産物を購入したい場所(複数回答、 N*413)

その他 11.5

不明皿 41
0%

35.1

433

20% 40% 60% 80%



3-10 長崎市内産農水産物・加工品についての情報源

長崎市内産の農水産物や加工品などの情報はどの媒体で知ることが多いですか

以下の中からあてはまるものを2つぉ選びください。

長崎市内産農水産物.加工品にっいての情報源は、「テレビ」が51,1%と最も多く、次いで「辰水

産物直売所」(332%)、「広報ながさき」(25.4%)、となっている。

表3-10 長崎市内産

広報ながさき

新聞

テレビ

雑誌

ハンフレツト・チラシ

インターネット・SNS

イベント(物産展など)

農水産物直売所

その他

不明

N (96κース)

産物・加工品についての情報源(複数回答)

件数(構成比)%

25.4105

13.656

51.1211

2.410

15.062

10242

242100

332137

3615

4.820

1000413

広報葱がさき

^新聞

テレピ

雑誌■ 24
パンフレット・チラシ^
インターネット・SNS^ 1

イベント(物産展悲ど)

水産物直売所

図3-10 長崎市内産農水産物・加工品についての情報源(複数回答、 N.413)

その他^ 36
不明^ 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



用語解説
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I CT (1nformation and communication Techn010底y

培農地)の気温や湿度、かん水等を管哩するシステムのこと。

・インハウント

CT圃場管理システム

入国してくる外国人。訪日外国人。

. SDGs sustainable Develo ment Goals :持続可首,葱開発目炉

2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030

アジエンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよのよい世界を目指す国際目標。17のゴー

ル・169のターゲットから福成されている

力行

・かんしょ

サツマイモのこと。

・かん養

水を貯え、水源を養うこと。

. GAP (Good ri ulturalpractice :農業生産王程管理)

農業者自らが、農作業の点検項目を決定し、点検項目に従い記録し、弐た記録を点検・評価し、改

善点を見出し、さらに次回の作付けに活用するという一連の管理のこと。

・草花

本計画では、靭の花のうち、菊・バラ・カーネーションを除いた、トルコギキョウ.金魚草などの

販売目的で生産される花きを指す。

・グリーンツーリズム

農山漁村地域における自然・文化・人勺との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。新たなライフ

スタイルとして、都市と農山漁村それぞれに住む人んがお互いの地域の魅力を分かち合い、「人.も

の・情報」の行き来を活発にする取組み。農山漁村地域の高齢者や女性などに生きがいや活躍の場を

提供し、農水産業後継者の育成や遊休農地の解消等を図り、地産地消の推進、地域の活性化などが期

待できる。

・白酸柑橘 つし」

主に長崎市土井首地区と外海町の2地区に生息している柑橘類の品種。果実の重さは150底程度

で、形はユズやカボスに似ており、果肉はやわらかく、酢ミカンらしい味で、香りはザポンやユズに

似て甘い香のである。収穫は10月から1月まで続き、飲料・調味酢・マーマレード.ローション.

料理への食材など幅広く利用されている。

・耕畜連携

耕種農家が畜産農家に稲わらや飼料作物を提供し、畜産農家が耕種農家に堆肥を提供するなど、両

者が連携すること。

情報通信技付D を利用し、圃場(栽

.



サ行

・施。窒野茶

一般的にビニールハウス等の施設内で栽培される野菜類。いちご・ミニトマト.アスパラガス等。

・周年栽培

時期を選ばず、1年間を通して栽培すること。

・秀品率

ある農産物において、全体量に占める高品質生産物の割合。

・生産振興事業

農産物の生産を振興するために行う事業。補助金を交付するものや、計画・システムの構築を行う

もの等がある

・生産仁用力

生産者(生産元)の生産出荷に係る信頼度。

・スマート農業

ロボット技術や情報通信技術(1CT)を活用して、省力化・精密化や局品質生産の実現する新たな

農業。

・月壮年層

本計画では、主に45~65歳の年齢層を指す。

・狭地なおし

狭小な農地に手を加えて、生産効率の良い農地に整備し直すこと。

.促成栽1立

タ'

・多面的支払交付金

園芸施設等を利用し、温度管理を行い、作物の生育・収穫・出荷を意図的に早める栽培方法。

農地が持っ多面的機能を保全するための活動(水路掃除や草刈り等)に対して交付される交付金

単収

単位面積当だりの収穫量。特に10aあたりの収量で表される

地域連携組織

地域の問題を解決するだめ、地元の住民等から組織され、人・農地プラン等の策定や協議を行う団

体。

着地型観光商品

地元で産出され、観光資源として活用可能な、その地域特有の商品。

中山間地域

山間地及びその周辺の地域など、まとまった平坦な耕地が少恋く、農業の生産に不利な地域。

中山間地域"直接支払交付金

農業における生産条件が不禾」な中山間地域の生産力を維持するため農地面積に対して交付される

交付金

中脚経営体

人.農地プランにおいて位置づけられる、将来(5~10年後)にわたって地域の農地利用を効率

的.安定的に担う農業者主に認定農業者、認定新規就農者等が該当する



・中晩柑

1~5月に収穫される、温州みかん以外の柑橘。

・ TPP 1血太リ羊ハートプーシソフ 1窃定

アジア太平洋地域の11力国の経済連携協定で2018年12月に発効。

.DMO DestinationM n ement Marketin or anlz tlon 観}、地域づくり法人

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立っ

た観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確恋コンセプトに基づいた観

光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備

えた法人。長崎市においては、長崎国際観光コンベンション協会が地域DM0として登録されている。

ナ行

・恋がさき伝統野菜

長崎生まれの野菜や、海外から伝わり、長崎の限られた地域で育てられた伝統的な野菜。「辻田白

菜」、「長崎赤かぷ」、「長崎白菜(唐人菜)」、「鉦大根」、「長崎高菜」恋ど。

・軟弱野菜

収穫から急速に品質の落ちる野菜のこと。ねぎ、ほうれんそうなどの青物に多い。保存が利かない

ため、生産地は消費地の近くにあることが多く、近郊農業の典型的な野菜。

・農協系統

農協が関連する販売先。直売所等。

・農業士

都道府県知事から認められだ、農業の先駆者。

・農地集積・流動化

農産物を出荷できる状態にするために、箱詰めや梱包等の作業を行う施設。

・キ農キX

農山村で副業・兼業恋どの多様恋ライフスタイルを実現するための、農業と他の仕事を組み合

わせた働き方。

・巴育素

肉用牛として育成する目的で生産された仔牛。

農地の貸し借り等を円滑にすることで、耕作者 G旦い手)に集約すること。

・農地中間管理機構

農地中間管理事業を推進するために全国に設置される組織。長崎県では(公財)長崎県農業振興公

社。

・農地中問管理事業

農地の有効活用と耕作放棄地の増加防止を図るため、平成26年度から全国的に実施されてぃる事

業。

貸出可能な農地の情報を集約し、農地の借入希望者のマッチング及ぴ仲介を行うことで、農地の貸

し借りの円滑化に寄与している。

ハ行

・ハッケーシセンター



・人・農地フラン

地域の人(農業の担い手)や農地に関する問題を解決するために、地元主導による将来プランを策

定し実践することにより、地域農業の活性化を図る取組み。

・ブロイラー

肉用鶏のこと。

・放置聾

間伐などの保全活動が行われ恋い林。

・補完作物

栽培時期や栽培特性の違い等を利用し、基幹作物の傍らで経済的に補完することを目的に栽培され

る作物。

・圃場

作物を栽培する田畑。

マイ丁

・ MICE

企業等の会議(Meetin底)、企業等の行う報奨・研修族行(1ncentiveTravel)、国際機関'団

体、学会等が行う国際会議(convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition Event)

の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込弐れるビジネスィベントなどの総称

令和3年11月に長崎初のMICE施設として、『出島メッセ長崎』が開業した。

・マルチ被覆

農産物の品質を高めたり、生育を促進することを目的として、作物周辺の畑の表面をプラスチツク

フィルム等で覆うこと

ヤ行

・有禾」販売

特定の農産物を市場での流通量が少ない時期等に積極的に出荷することにより有利な価格.高単価

で販売すること。

・利用権役定

農地の貸借等により農地を利用(ま捫乍)する権利を設定すること。
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第二次長崎市農業振興計画[前期計画]
令和4年3月
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長崎市

長崎市水産農林部農林振興課

〒850-0037 長崎市金屋町9番3号金屋町別館5階

電話095-820-6564 FAX095-829-3444

Email nou_shin@city.nagasaki.1且.jp

URL http://VVVVVV.city.na目asakl.1底.jp/
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